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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技媒体の進入を禁止する進入禁止状態と遊技媒体の進入を許容する進入許容状態とを
とる始動入賞装置と、
　第１制御態様と前記第１制御態様より遊技媒体が前記始動入賞装置へ進入し易い第２制
御態様とのいずれかで前記始動入賞装置を制御する始動入賞装置制御手段と、
　前記始動入賞装置に進入した遊技媒体を検出する始動入賞装置進入媒体検出手段と、
　前記始動入賞装置進入媒体検出手段による遊技媒体の検出に基づき所定の条件が成立し
た場合に特別遊技状態を発生させる特別遊技状態発生手段と、
　遊技媒体の進入を禁止する進入禁止状態と遊技媒体の進入を許容する進入許容状態とを
とる第１可変入賞装置と、
　前記特別遊技状態において前記第１可変入賞装置を所定の回数だけ断続的に進入許容状
態にする特別遊技動作制御手段と、
　遊技進行に応じた演出を行う演出手段と、
を含む遊技機であって、
　前記特別遊技動作制御手段は、前記第２制御態様による前記始動入賞装置の制御に基づ
いて発生する特別遊技状態においては前記第１可変入賞装置を標準動作態様で動作させ、
前記第１制御態様による前記始動入賞装置の制御に基づいて発生する特別遊技状態におい
ては前記第１可変入賞装置を前記標準動作態様より進入禁止状態である時間が長い特殊動
作態様で動作させ、
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　前記演出手段は、前記標準動作態様の特別遊技状態においては標準演出態様で演出を行
い、前記特殊動作態様の特別遊技状態においては前記標準演出態様の演出と異なる特殊な
演出を含む特殊演出態様で演出を行う、
ことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記特別遊技状態発生手段は、
　前記始動入賞装置進入媒体検出手段による遊技媒体の検出に基づいて抽選を行う抽選手
段と、
　遊技媒体の進入を禁止する進入禁止状態と遊技媒体の進入を許容する進入許容状態とを
とる第２可変入賞装置と、
　前記抽選の結果が所定の抽選結果である場合に前記第２可変入賞装置を進入許容状態に
する可変入賞装置動作制御手段と、
　前記第２可変入賞装置に形成された特定領域に進入した遊技媒体を検出する特定領域進
入媒体検出手段と、
　前記特定領域進入媒体検出手段による遊技媒体の検出に基づく前記条件の成立により特
別遊技状態に移行させる特別遊技状態移行制御手段と、
を含む、
請求項１に記載の遊技機。
【請求項３】
　前記第１可変入賞装置が前記特殊動作態様で動作する特別遊技状態において前記第１可
変入賞装置が進入許容状態間の各回の進入禁止状態に滞在する時間は、前記第１可変入賞
装置が前記標準動作態様で動作する特別遊技状態において前記第１可変入賞装置が進入許
容状態間の各回の進入禁止状態に滞在する時間よりも長い、
請求項１又は２に記載の遊技機。
【請求項４】
　前記第１可変入賞装置に進入した遊技媒体を検出する第１可変入賞装置進入媒体検出手
段と、
　所定の検出許容期間以外における前記第１可変入賞装置進入媒体検出手段による遊技媒
体の検出に基づいて進入異常を検知する進入異常検知手段と、
を更に含み、
　前記所定の検出許容期間は、前記第１可変入賞装置の進入許容状態への移行開始に基づ
いて開始され、当該進入許容状態から進入禁止状態への移行開始からの所定の許容延長時
間の経過に基づいて終了する期間であり、
　前記第１可変入賞装置が前記標準動作態様で動作する特別遊技状態において前記第１可
変入賞装置が進入許容状態間の各回の進入禁止状態に滞在する時間は、前記許容延長時間
より短く、
　前記第１可変入賞装置が前記特殊動作態様で動作する特別遊技状態において前記第１可
変入賞装置が進入許容状態間の少なくとも１回の進入禁止状態に対する時間は、前記許容
延長時間より長い、
請求項１～３のいずれか一項に記載の遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、弾球遊技機に代表される遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の典型的な遊技機として、第１始動入賞装置への遊技球の進入に基づく第１特別図
柄に係る単位遊技において所定の条件が成立することよって多量の遊技媒体を得られる特
別遊技状態へ移行し、また、遊技媒体が進入できない進入禁止状態と遊技媒体が進入でき
る進入許容状態とをとる第２始動入賞装置への遊技球の進入に基づく第２特別図柄に係る
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単位遊技において所定の条件が成立することによっても特別遊技状態へ移行すると共に、
第１特別図柄に係る単位遊技及び第２特別図柄に係る単位遊技の遊技進行に伴って通常遊
技状態からそれよりも遊技者にとって有利な特定遊技状態に昇格したり特定遊技状態から
通常遊技状態に降格したりする遊技機が知られている。この遊技機において、第２始動入
賞装置は、通常遊技状態においては第２特別図柄に係る単位遊技の実行頻度が第１特別図
柄に係る単位遊技の実行頻度よりも大幅に低い第１制御態様で制御され、一方、特定遊技
状態においては第２特別図柄に係る単位遊技の実行頻度が第１特別図柄に係る単位遊技の
実行頻度よりも大幅に高い第２制御態様で制御される。具体的には、始動装置を更に備え
ており、始動装置への遊技媒体の進入に基づく普通図柄に係る単位遊技に要する時間が短
く設定されていたり、普通図柄に係る単位遊技において第２始動入賞装置を作動させるか
否かを決定する抽選の当選確率が第１制御態様よりも第２制御態様の方が高く設定されて
いたり、第２始動入賞装置が進入許容状態に滞在する時間が長く設定されていたりする。
また、第１特別図柄に係る単位遊技によっては、通常遊技状態及び特定遊技状態の各々か
ら通常遊技状態及び特定遊技状態のいずれにも移行し、一方、第２特別図柄に係る単位遊
技によっては、通常遊技状態から特定遊技状態には移行せず又は極めて低い確率でしか移
行せず、特定遊技状態から通常遊技状態及び特定遊技状態のいずれにも移行する。また、
この遊技機は、遊技者による遊技媒体の打ち出し強度の調整によって、主に第１始動入賞
装置に遊技媒体を向かわせる第１手法で遊技するか、主に第２始動入賞装置に遊技媒体を
向かわせる第２手法で遊技するかを選択できるように構成されている。したがって、遊技
者は、通常遊技状態においては第１手法で遊技を行い、一方、特定遊技状態においては第
２手法で遊技を行うこととなる。
【０００３】
　この遊技機は機構的に遊技媒体を振り分ける可変入賞装置を更に備えており、第１特別
図柄に係る単位遊技において特別遊技状態へ移行するか否か及びその移行後に特定遊技状
態に移行するか否かは電子的な抽選によって決定され、一方、第１特別図柄に係る単位遊
技において特別遊技状態へ移行するか否か及びその移行後に特定遊技状態に移行するか否
かは第２始動入賞装置への遊技媒体の進入に基づく電子的な抽選と可変入賞装置による遊
技媒体の振分結果とによって決定される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００７－３１９３６１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上述のような遊技機では、通常遊技状態において開始された第２特別図柄に係る単位遊
技によっては遊技者が極めて幸運な場合には特別遊技状態が発生することもあるものの、
一般的には遊技者にとって多大な不利益を伴う遊技となる。したがって、このような遊技
が行われないようにするために、不利益を伴う遊技であることを認識させることが好まし
い。更に、通常の遊技者によって通常遊技状態において第２特別図柄に係る単位遊技が行
われると、不正行為によって強制的に発生させられた特別遊技状態と上記のような正常な
遊技に伴って発生した特別遊技状態との識別力が低下することともなる。これは、不正行
為者が強制的に特別遊技状態を発生させるような不正行為を行う場合、特に、機構的な遊
技媒体の振り分けで特別遊技状態を発生させるか否かが決定される構成の遊技機に対して
不正行為を行う場合には、通常遊技状態における第２特別図柄に係る単位遊技が不正の対
象となり易いことによる。
【０００６】
　そこで、本発明に係る遊技機では、特別遊技状態の発生契機の認知を容易化させる。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
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　上記の課題を解決するために、本発明に係る遊技機は、
　遊技媒体の進入を禁止する進入禁止状態と遊技媒体の進入を許容する進入許容状態とを
とる始動入賞装置と、
　第１制御態様と前記第１制御態様より遊技媒体が前記始動入賞装置へ進入し易い第２制
御態様とのいずれかで前記始動入賞装置を制御する始動入賞装置制御手段と、
　前記始動入賞装置に進入した遊技媒体を検出する始動入賞装置進入媒体検出手段と、
　前記始動入賞装置進入媒体検出手段による遊技媒体の検出に基づき所定の条件が成立し
た場合に特別遊技状態を発生させる特別遊技状態発生手段と、
　遊技媒体の進入を禁止する進入禁止状態と遊技媒体の進入を許容する進入許容状態とを
とる第１可変入賞装置と、
　前記特別遊技状態において前記第１可変入賞装置を所定の回数だけ断続的に進入許容状
態にする特別遊技動作制御手段と、
　遊技進行に応じた演出を行う演出手段と、
を含む遊技機であって、
　前記特別遊技動作制御手段は、前記第２制御態様による前記始動入賞装置の制御に基づ
いて発生する特別遊技状態においては前記第１可変入賞装置を標準動作態様で動作させ、
前記第１制御態様による前記始動入賞装置の制御に基づいて発生する特別遊技状態におい
ては前記第１可変入賞装置を前記標準動作態様より進入禁止状態である時間が長い特殊動
作態様で動作させ、
　前記演出手段は、前記標準動作態様の特別遊技状態においては標準演出態様で演出を行
い、前記特殊動作態様の特別遊技状態においては前記標準演出態様の演出と異なる特殊な
演出を含む特殊演出態様で演出を行う、
ことを特徴としている。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明に係る遊技機であれば、特別遊技状態の発生契機の認知が容易化される。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】遊技機の一例を表す斜視図
【図２】遊技機の一例を開放状態で表す斜視図
【図３】遊技機の一例を他の開放状態で表す斜視図
【図４】遊技機の一例を更に他の開放状態で表す斜視図
【図５】遊技機の一例を表す正面図
【図６】遊技盤の一例を表す斜視図
【図７】遊技盤の一例を表す正面図
【図８】第２特別図柄に係る始動入賞装置の一例を表す斜視図
【図９】第２特別図柄に係る始動入賞装置の一例を表す断面図
【図１０】上大入賞装置の一例を表す斜視図
【図１１】上大入賞装置の一例を表す正面図
【図１２】遊技機の一例を表す斜視図
【図１３】遊技機の一例を表す背面図
【図１４】遊技機の電気的な構成の一例を表すブロック図
【図１５】主制御メイン処理の一例を表すフローチャート
【図１６】主制御割込み処理の一例を表すフローチャート
【図１７】主制御割込み処理における不正検知処理の一例を表すフローチャート
【図１８】不正検知処理における不正下大入賞監視処理の一例を表すフローチャート
【図１９】主制御割込み処理における入賞検知応答処理の一例を表すフローチャート
【図２０】主制御割込み処理における特別図柄関連処理の一例を表すフローチャート
【図２１】特別図柄関連処理における特別図柄変動開始処理の一例を表すフローチャート
【図２２】特別図柄関連処理における特別図柄確定表示処理の一例を表すフローチャート
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【図２３】特別図柄確定表示処理における特別遊技状態移行設定処理の一例を表すフロー
チャート
【図２４】特別図柄関連処理における下大入賞装置作動開始処理の一例を表すフローチャ
ート
【図２５】特別図柄関連処理における下大入賞許容中処理の一例を表すフローチャート
【図２６】特別図柄関連処理における下大入賞禁止中処理の一例を表すフローチャート
【図２７】下大入賞禁止中処理における進入許容状態移行数更新処理の一例を表すフロー
チャート
【図２８】特別図柄関連処理における下大入賞装置作動終了処理の一例を表すフローチャ
ート
【図２９】特別図柄関連処理における上大入賞装置作動処理の一例の前半部を表すフロー
チャート
【図３０】特別図柄関連処理における上大入賞装置作動処理の一例の後半部を表すフロー
チャート
【図３１】特別図柄関連処理における上大入賞装置停止処理の一例を表すフローチャート
【図３２】上大入賞装置停止処理における特別遊技状態移行設定処理の一例を表すフロー
チャート
【図３３】第１特別図柄抽選及び第２特別図柄抽選における抽選結果と特別遊技態様識別
値との相関の一例を表す説明図
【図３４】特別遊技態様識別値と特別遊技状態における最大進入許容時間、最終回以外の
進入許容状態後の進入禁止時間及び最終回の進入許容状態後の進入禁止時間との相関の一
例を表す説明図
【図３５】特別遊技状態における第１態様の遊技進行の一例を表すタイミングチャート
【図３６】特別遊技状態における第２態様の遊技進行の一例を表すタイミングチャート
【図３７】特別遊技状態における第３態様の遊技進行の一例を表すタイミングチャート
【図３８】特別遊技状態における第４態様の遊技進行の一例を表すタイミングチャート
【図３９】特別遊技状態における第１態様の遊技進行の他の一例を表すタイミングチャー
ト
【図４０】特別遊技状態における第２態様の遊技進行の他の一例を表すタイミングチャー
ト
【図４１】特別遊技状態における第３態様の遊技進行の他の一例を表すタイミングチャー
ト
【図４２】特別遊技状態における第４態様の遊技進行の他の一例を表すタイミングチャー
ト
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　本発明に係る遊技機の形態について説明する。なお、本発明に係る遊技機の各種の概念
的な構成について説明した後に、それらの具体的な構成について説明する。
【００１１】
　［概念的な構成］
　（第１概念構成の遊技機）
　本発明に係る遊技機は、
　遊技媒体の進入を禁止する進入禁止状態と遊技媒体の進入を許容する進入許容状態とを
とる始動入賞装置と、
　第１制御態様と前記第１制御態様より遊技媒体が前記始動入賞装置へ進入し易い第２制
御態様とのいずれかで前記始動入賞装置を制御する始動入賞装置制御手段と、
　前記始動入賞装置に進入した遊技媒体を検出する始動入賞装置進入媒体検出手段と、
　前記始動入賞装置進入媒体検出手段による遊技媒体の検出に基づき所定の条件が成立し
た場合に特別遊技状態を発生させる特別遊技状態発生手段と、
　遊技媒体の進入を禁止する進入禁止状態と遊技媒体の進入を許容する進入許容状態とを
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とる第１可変入賞装置と、
　前記特別遊技状態において前記第１可変入賞装置を所定の回数だけ断続的に進入許容状
態にする特別遊技動作制御手段と、
　遊技進行に応じた演出を行う演出手段と、
を含む遊技機であって、
　前記特別遊技動作制御手段は、前記第２制御態様による前記始動入賞装置の制御に基づ
いて発生する特別遊技状態においては前記第１可変入賞装置を標準動作態様で動作させ、
前記第１制御態様による前記始動入賞装置の制御に基づいて発生する特別遊技状態におい
ては前記第１可変入賞装置を前記標準動作態様より進入禁止状態である時間が長い特殊動
作態様で動作させ、
　前記演出手段は、前記標準動作態様の特別遊技状態においては標準演出態様で演出を行
い、前記特殊動作態様の特別遊技状態においては前記標準演出態様の演出と異なる特殊な
演出を含む特殊演出態様で演出を行う、
ことを特徴としている。
【００１２】
　第１概念構成の遊技機であれば、特別遊技状態における第１可変入賞装置の動作態様の
相違によって、始動入賞装置が第１制御態様で制御される単位遊技に伴い発生し、第１可
変入賞装置が標準動作態様で動作する特別遊技状態（以下、「特殊態様の特別遊技状態」
とも称す）であるのかそれとも始動入賞装置が第２制御態様で制御される単位遊技に伴い
発生し、第１可変入賞装置が特殊動作態様で動作する特別遊技状態（以下、「通常態様の
特別遊技状態」とも称す）であるのかの識別的な認知、つまり、特別遊技状態の発生契機
の認知が容易化される。なお、「単位遊技」とは、所定の媒体検出手段による遊技媒体の
検出に基づいて開始される一連の制御によって進行する遊技を意味し、上記においては、
始動装置進入媒体検出手段が所定の媒体検出手段に相当する。また、特殊態様の特別遊技
状態において、第１可変入賞装置が進入禁止状態である時間が通常態様の特別遊技状態よ
りも長いことによって、特別遊技状態において獲得できる遊技媒体の個数は概ね同一であ
ったとしても特殊態様の特別遊技状態の消化に要する時間が通常態様の特別遊技状態より
も長くなり、また、通常態様の特別遊技状態と略同数の遊技媒体を獲得するためには進入
禁止状態ごとに遊技媒体の打ち出しを停止したり進入許容状態ごとに遊技媒体の打ち出し
を再開したりしなければならず遊技媒体の打ち出し操作が煩雑となる。これによって、特
殊態様の特別遊技状態後において、通常の遊技者によって第１制御態様で始動入賞装置が
制御される単位遊技が実行されることを抑制できる。なお、標準態様の特別遊技状態は、
従来の典型的な特別遊技状態と同様に、進入許容状態である時間が所定の最大時間に到達
するか又は所定の個数の遊技媒体が第１可変入賞装置に進入した場合に１回の進入許容状
態が終了し、各進入許容状態間において進入禁止状態である時間は数秒程度の短い時間で
あるために、その特別遊技状態に亘って遊技媒体を連続的に打ち出すことによって消化で
き、また、各進入許容状態は、通常、第１可変入賞装置への所定の個数の遊技媒体の進入
によって終了するために、本構成と異なり特殊態様の特別遊技状態において進入許容状態
を標準態様の特別遊技状態よりも長くしたとしても上記のような効果は発現しない。
【００１３】
　更に、特別遊技状態における演出手段の演出態様の相違、つまり、特殊演出態様におい
て通常演出態様では発生しない特殊な演出が含まれていることによっても、特殊態様の特
別遊技状態であるのかそれとも通常態様の特別遊技状態であるのかの識別的な認知が容易
化される。また、極めて稀ではあるが特殊態様の特別遊技状態が発生する場合もあり、特
殊演出態様において通常演出態様では発生しない特殊な演出が含まれていることによって
、標準態様の特別遊技状態よりも長い特殊態様の特別遊技状態の消化にあったて遊技者に
与える不快感を低減させることができる。
【００１４】
　また、上述のように通常の遊技者によって第１制御態様で始動入賞装置が制御される単
位遊技が実行されることを抑制できることや、第１可変入賞装置の動作態様の相違及び演
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出手段の演出態様の相違によって遊技者のみならず近隣の遊技者や従業者によっても特殊
態様の特別遊技状態の発生を発見し易くなることによって、不正行為の検知精度が向上し
、轢いては、不正遊技者によって不正行為が実行されることを抑制することができる。こ
れは、特殊態様の特別遊技状態中においてその特別遊技状態の発生前に何らかの異常が検
知されていなかったかを確認したり、その特別遊技状態後の遊技を監視したりでき、今回
又は次回以降の特殊態様の特別遊技状態において、不正行為に基づく特殊態様の特別遊技
状態であるか通常の遊技で偶然に発生した特殊態様の特別遊技状態であるかを良好に判断
できることによる。
【００１５】
　ここで、「特殊な演出」としては、演出手段が画像表示による視覚的な演出手段である
場合には、画像表示の表示形態、画調、画質、背景場面、登場キャラクタや登場キャラク
タの動作が標準演出態様と異なる構成、演出手段が発光による視覚的な演出手段である場
合には、特殊演出態様による発光色や発光パターンが標準演出態様と異なる構成が挙げら
れ、演出手段が音声又は音楽等の音響による聴覚的な演出手段である場合には、特殊演出
態様による音響強度や音響パターンが標準演出態様と異なる構成が挙げられる。なお、特
殊な演出は、標準演出態様の場合の演出との差異が明瞭であれば、標準演出態様の場合の
演出よりも質素な演出であってもよいが、標準演出態様の場合の演出よりも派手な演出と
することが好ましい。
【００１６】
　（第２概念構成の遊技機）
　上記の第１概念構成の遊技機において、
　前記特別遊技状態発生手段は、
　前記始動入賞装置進入媒体検出手段による遊技媒体の検出に基づいて抽選を行う抽選手
段と、
　遊技媒体の進入を禁止する進入禁止状態と遊技媒体の進入を許容する進入許容状態とを
とる第２可変入賞装置と、
　前記抽選の結果が所定の抽選結果である場合に前記第２可変入賞装置を進入許容状態に
する可変入賞装置動作制御手段と、
　前記第２可変入賞装置に形成された特定領域に進入した遊技媒体を検出する特定領域進
入媒体検出手段と、
　前記特定領域進入媒体検出手段による遊技媒体の検出に基づく前記条件の成立により特
別遊技状態に移行させる特別遊技状態移行制御手段と、
を含む、
構成である。
【００１７】
　第２概念構成の遊技機であれば、不正行為の対象と成り易い第２可変入賞装置に対する
不正行為の検知精度が向上する。
【００１８】
　（第３概念構成の遊技機）
　上記の第１概念構成の遊技機において、
　前記特別遊技状態発生手段が、
　前記始動入賞装置進入媒体検出手段による遊技媒体の検出に基づいて抽選を行う抽選手
段と、
　前記抽選の結果が所定の抽選結果であることによる前記条件の成立により特別遊技状態
に移行させる特別遊技状態移行制御手段と、
を含む、
構成である。
【００１９】
　第３概念構成の遊技機であれば、始動入賞装置に対する不正行為の検知精度が向上する
。
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【００２０】
　（第４概念構成の遊技機）
　上記の第１概念構成の遊技機において、
　前記特別遊技状態発生手段における前記条件は、第１条件と第２条件とを含み、
　前記特別遊技状態発生手段は、
　前記始動入賞装置進入媒体検出手段による遊技媒体の検出に基づいて抽選を行う抽選手
段と、
　遊技媒体の進入を禁止する進入禁止状態と遊技媒体の進入を許容する進入許容状態とを
とる第２可変入賞装置と、
　前記抽選手段による前記抽選の結果が所定の第１の抽選結果である場合に前記第２可変
入賞装置を進入許容状態に移行させる可変入賞装置動作制御手段と、
　前記第２可変入賞装置に形成された特定領域に進入した遊技媒体を検出する特定領域進
入媒体検出手段と、
　前記抽選の結果が所定の第１の抽選結果であることによる前記第１条件の成立により特
別遊技状態に移行させ、前記特定領域進入媒体検出手段による遊技媒体の検出に基づく前
記第２条件の成立により特別遊技状態に移行させる特別遊技状態移行制御手段と、
を含み、
　前記特別遊技動作制御手段は、前記始動入賞装置の前記第２制御態様での制御に基づい
て発生する特別遊技状態に対しては標準動作態様で前記第１可変入賞装置を動作させ、前
記始動入賞装置の前記第１制御態様での制御に基づいて発生した特別遊技状態に対しては
前記標準動作態様より進入禁止状態である時間が長い特殊動作態様で前記第１可変入賞装
置を動作させる、
構成である。
【００２１】
　第４概念構成の遊技機であれば、始動入賞装置に対する不正行為及び不正行為の対象と
成り易い第２可変入賞装置に対する不正行為の検知精度が向上する。
【００２２】
　（第５概念構成の遊技機）
　上記の第１概念構成～第４概念構成の遊技機において、
　前記始動入賞装置と異なる他の始動入賞装置と、
　前記他の始動入賞装置に進入した遊技媒体を検出する他始動入賞装置進入媒体検出手段
と、
　前記始動入賞媒体検出手段による遊技媒体の検出に基づく単位遊技及び前記他始動入賞
媒体検出手段による遊技媒体の検出に基づく単位遊技の遊技進行に応じて、通常遊技状態
及び特定遊技状態を含む複数種類の遊技状態から１種の遊技状態を選択する遊技状態制御
手段と、
を更に含み、
　始動入賞装置制御手段は、前記通常遊技状態においては前記第１制御態様で前記始動入
賞装置を制御し、前記特定遊技状態においては前記第２制御態様で前記始動入賞装置を制
御する、
構成である。
【００２３】
　第５概念構成の遊技機であれば、一般的に、遊技者が通常遊技状態において始動入賞媒
体検出手段による遊技媒体の検出に基づく単位遊技を実行した場合には遊技者にとって極
めて多大な不利益を伴う設定とされるために、始動入賞装置が第１制御態様で制御される
単位遊技に伴い発生する特別遊技状態と始動入賞装置が第２制御態様で制御される単位遊
技に伴い発生する特別遊技状態とを識別的に認知できることが重要となり、これらを識別
的に認知できる場合の効果は更に高くなる。また、通常の遊技者による通常遊技状態にお
ける始動入賞媒体検出手段による遊技媒体の検出に基づく単位遊技に基づいては、ほとん
ど特別遊技状態は発生せず、また、通常の遊技者がその単位遊技を実行することも極めて
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少ないために、その単位遊技に対する不正行為の検知精度が更に向上する。
【００２４】
　（第６概念構成の遊技機）
　上記の第５概念構成の遊技機において、
　遊技状態制御手段は、前記他始動入賞媒体検出手段による遊技媒体の検出に基づく単位
遊技の遊技進行に応じて、遊技状態の維持、前記通常遊技状態から前記特定遊技状態への
遊技状態の移行及び前記特定遊技状態から前記通常遊技状態への遊技状態の移行を制御す
ると共に、前記始動入賞媒体検出手段による遊技媒体の検出に基づく単位遊技の遊技進行
に応じて、遊技状態の維持及び前記特定遊技状態から前記通常遊技状態への遊技状態の移
行を制御する、
構成である。
【００２５】
　第６概念構成の遊技機であれば、始動入賞媒体検出手段による遊技媒体の検出に基づく
単位遊技によっては通常遊技状態から特定遊技状態へは移行しないために、通常の遊技者
がその単位遊技を実行することも極めて少ないために、その単位遊技に対する不正行為の
検知精度が更に向上する。
【００２６】
　（第７概念構成の遊技機）
　上記の第５概念構成～第６概念構成の遊技機において、
　特別遊技状態発生手段は、前記他始動入賞媒体検出手段による遊技媒体の検出に基づく
単位遊技において所定の特別遊技状態移行条件が成立した場合に特別遊技状態を発生させ
、
　前記特別遊技動作制御手段は、前記特別遊技状態移行条件の成立に基づいて発生する特
別遊技状態において前記第１可変入賞装置を少なくとも初回の進入許容状態への移行から
最終回の進入禁止状態への移行までは標準動作態様と同一の態様で動作させる、
構成である。
【００２７】
　第７概念構成の遊技機であれば、他始動入賞媒体検出手段による遊技媒体の検出に基づ
く単位遊技に伴う特別遊技状態における第１可変入賞装置の動作の主要な制御が特定遊技
状態での始動入賞媒体検出手段による遊技媒体の検出に基づく単位遊技に伴う特別遊技状
態における第１可変入賞装置の動作の制御と同一となるために、第１可変入賞装置の動作
の制御が簡素化される。
【００２８】
　（第８概念構成の遊技機）
　上記の第１概念構成～第７概念構成の遊技機において、
　前記第１可変入賞装置が前記特殊動作態様で動作する特別遊技状態において前記第１可
変入賞装置が進入許容状態間の進入禁止状態に滞在する総時間は、前記標準動作態様の特
別遊技状態において前記第１可変入賞装置が進入許容状態間の進入禁止状態に滞在する総
時間よりも長い、
構成である。
【００２９】
　第８概念構成の遊技機であれば、特殊動作態様の特別遊技状態と標準動作態様の特別遊
技状態とを良好に識別できる。これは、一般的な特別遊技状態において、遊技媒体を連続
的に打ち出して遊技できるように進入許容状態間の進入禁止状態には微少な時間しか滞在
させていないが、第１回目の進入許容状態に移行する前及び最終回の進入許容状態後には
進入許容状態間の進入禁止状態の場合よりも十分に長い時間だけ進入禁止状態に滞在させ
るために、進入許容状態間の進入禁止状態に滞在する時間が特殊動作態様の特別遊技状態
と標準動作態様の特別遊技状態とで異なる方がそれらの差が明確になって識別力が向上す
ることによる。
【００３０】
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　（第９概念構成の遊技機）
　上記の第８概念構成の遊技機において、
　前記第１可変入賞装置が前記標準動作態様で動作する特別遊技状態と前記特殊動作態様
で動作する特別遊技状態とに対する進入許容状態間の同一回の進入禁止状態に滞在する時
間は、前記特殊動作態様の方が前記標準態様の場合より長い、
構成である。
【００３１】
　第９概念構成の遊技機であれば、進入許容状態間の各進入禁止状態において第１可変入
賞装置が標準動作態様で動作しているか特殊動作態様で動作しているかを判別できるため
に標準態様の特別遊技状態であるか特殊態様の特別遊技状態であるかを簡便かつ正確に識
別できる。
【００３２】
　（第１０概念構成の遊技機）
　上記の第９概念構成の遊技機において、
　前記第１可変入賞装置が前記標準動作態様で動作する特別遊技状態において前記第１可
変入賞装置が進入許容状態間の各回の進入禁止状態に滞在する時間は、同一である、
構成である。
【００３３】
　第１０概念構成の遊技機であれば、進入許容状態間の各進入禁止状態において第１可変
入賞装置が標準動作態様で動作しているか特殊動作態様で動作しているかを標準動作態様
の場合の時間を基準とする対比によって簡便に判別できるために、標準態様の特別遊技状
態であるか特殊態様の特別遊技状態であるかを更に簡便かつ更に正確に識別できる。
【００３４】
　（第１１概念構成の遊技機）
　上記の第１０概念構成の遊技機において、
　前記第１可変入賞装置が前記特殊動作態様で動作する特別遊技状態において前記第１可
変入賞装置が進入許容状態間の各回の進入禁止状態に滞在する時間は、同一である、
構成である。
【００３５】
　第１１概念構成の遊技機であれば、進入許容状態間の各進入禁止状態において第１可変
入賞装置が標準動作態様で動作しているか特殊動作態様で動作しているかを標準動作態様
の場合の時間及び特殊動作態様の場合の時間の双方を基準とする対比によって更に簡便に
判別できるために、標準態様の特別遊技状態であるか特殊態様の特別遊技状態であるかを
極めて簡便かつ極めて正確に識別できる。
【００３６】
　（第１２概念構成の遊技機）
　上記の第１概念構成～第１１概念構成の遊技機において、
　前記第１可変入賞装置に進入した遊技媒体を検出する第１可変入賞装置進入媒体検出手
段と、
　所定の検出許容期間以外における前記第１可変入賞装置進入媒体検出手段による遊技媒
体の検出に基づいて進入異常を検知する進入異常検知手段と、
を更に含み、
　前記所定の検出許容期間は、前記第１可変入賞装置の進入許容状態への移行開始に基づ
いて開始され、当該進入許容状態から進入禁止状態への移行開始からの所定の許容延長時
間の経過に基づいて終了する期間であり、
　前記第１可変入賞装置が前記標準動作態様で動作する特別遊技状態において前記第１可
変入賞装置が進入許容状態間の各回の進入禁止状態に滞在する時間は、前記許容延長時間
より短く、
　前記第１可変入賞装置が前記特殊動作態様で動作する特別遊技状態において前記第１可
変入賞装置が進入許容状態間の少なくとも１回の進入禁止状態に対する時間は、前記許容
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延長時間より長い、
構成である。
【００３７】
　第１２概念構成の遊技機であれば、第１可変入賞装置を強制的に進入許容状態に移行さ
せるような第１可変入賞装置に対する不正行為を検知できる。
【００３８】
　（第１３概念構成の遊技機）
　上記の第１２概念構成の遊技機において、
　前記第１可変入賞装置が前記特殊動作態様で動作する特別遊技状態において前記第１可
変入賞装置が進入許容状態間の各回の進入禁止状態に滞在する時間は、前記許容延長時間
より長い、
構成である。
【００３９】
　第１３概念構成の遊技機であれば、進入許容状態間の各回の進入禁止状態において第１
可変入賞装置を強制的に進入許容状態に移行させられていないかを判別でき、第１可変入
賞装置に対する不正行為の検知精度が向上する。
【００４０】
　（第１４概念構成の遊技機）
　上記の第１概念構成～第１３概念構成の遊技機において、
　前記標準演出態様と前記特殊演出態様とは、前記第１可変入賞装置が進入許容状態間の
各回の進入禁止状態に滞在する期間において異なる、
構成である。
【００４１】
　第１４概念構成の遊技機であれば、進入許容状態間の各進入禁止状態において演出手段
が標準演出態様で動作しているか特殊演出態様で動作しているかを簡便に判別できるため
に、標準態様の特別遊技状態であるか特殊態様の特別遊技状態であるかを簡便かつ正確に
識別できる。また、演出手段の演出態様の相違と共に第１可変入賞装置の動作態様の相違
との双方によって標準態様の特別遊技状態であるか特殊態様の特別遊技状態であるかを識
別できるためにその識別精度が向上する。
【００４２】
　［具体的な構成］
　本発明に係る遊技機の具体的な形態について図面を参照しながら詳細に説明する。ここ
では、遊技機として弾球遊技機の一具体例を挙げて説明するが、本発明の主旨から逸脱し
ない限り適宜に設計が変更されてもよい。
【００４３】
　実施形態の遊技機について説明する。なお、以下においては、遊技機の構造的な構成と
電気的な構成、各種の制御処理について概説した後に、本実施形態の特徴部分について纏
めて説明する。
【００４４】
　〔構造的な構成〕
　図１～図４は遊技機の一例を表す斜視図であり、図１には遊技機１００の閉鎖状態が示
され、図２には外枠１０１に対して前ブロック１０２及び中間ブロック１０３が一体的に
開放されている状態が示され、図３には中間ブロック１０３に対して前ブロック１０２が
開放されている状態が示され、図４には中間ブロック１０３に対して後ブロック１０４が
開放されている状態が示されている。なお、図２～図４において各種の配線は省略されて
おり、また、図３において遊技盤４００の詳細な構成は省略されている。
【００４５】
　遊技機１００は、図１～図４に示されたように、外枠１０１と、前ブロック１０２と、
中間ブロック１０３と、後ブロック１０４と、外枠１０１に対して中間ブロック１０３を
開閉自在及び着脱自在に支持する中間ブロック支持機構と、中間ブロック１０３に対して
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前ブロック１０２を開閉自在及び着脱自在に支持する前ブロック支持機構と、中間ブロッ
ク１０３に対して後ブロック１０４を開閉自在及び着脱自在に支持する後ブロック支持機
構とを備えている。
【００４６】
　外枠１０１は、図２に示されたように、天板１１１、底板１１２、左側板１１３及び右
側板１１４が組み付けられた略四辺形状の枠体であり、遊技機１００を設置する遊技ホー
ルに設けられた遊技機設置設備（通称、「島設備」：図示せず）に嵌め込まれると共に固
定具（図示せず）によって強固に固定される。外枠１０１は、更に、外枠１０１に対する
中間ブロック１０３の閉鎖状態において中間ブロック１０３が載置される台座板１１５を
備えている。天板１１１、底板１１２及び左側板１１３は木材であり、右側板１１４は木
材よりも剛性の高い金属材であり、台座板１１５は樹脂材である。
【００４７】
　中間ブロック支持機構は、図１に示されたように、外枠１０１に設けられた上側軸受け
構造体１２１及び下側軸構造体１２２と、中間ブロック１０３に設けられた上側軸構造体
１２６及び下側軸受け構造体１２７とを備えており、上側軸構造体１２６及び下側軸構造
体１２２が、それぞれ、上側軸受け構造体１２１及び下側軸受け構造体１２７に装着され
ることによって、中間ブロック１０３が外枠１０１に対して支持される。
【００４８】
　前ブロック支持機構は、図１又は図３に示されたように、中間ブロック１０３に設けら
れた上側軸構造体１３１（図３のみ）及び下側軸構造体１３２（図１のみ）と、前ブロッ
ク１０２に設けられた上側軸受け構造体１３３（図３のみ）及び下側軸受け構造体１３４
（図１のみ）とを備えており、上側軸受け構造体１３３及び下側軸受け構造体１３４が、
それぞれ、上側軸構造体１３１及び下側軸構造体１３２に装着されることによって、前ブ
ロック１０２が中間ブロック１０３に対して支持される。同様に、後ブロック支持機構は
、図４に示されたように、中間ブロック１０３に設けられた上側軸受け構造体１３６及び
下側軸受け構造体１３７（図１２参照）と、前ブロック１０２に設けられた上側軸構造体
１３８及び下側軸構造体１３９（図１２参照）とを備えており、上側軸構造体１３８及び
下側軸構造体１３９が、それぞれ、上側軸受け構造体１３６及び下側軸受け構造体１３７
に装着されることによって、後ブロック１０４が中間ブロック１０３に対して支持される
。
【００４９】
　また、遊技機１００は、外枠１０１に対する中間ブロック１０３の開閉を規制する中間
ブロック施錠機構と、中間ブロック１０３に対する前ブロック１０２の開閉を規制する前
ブロック施錠機構と、中間ブロック施錠機構及び前ブロック施錠機構の開錠や閉錠を行う
ために操作される錠開閉操作機構とを備えている。図３に示されたように、中間ブロック
１０３に設けられ、前ブロック１０２の開口を通して遊技機１００の前面側に露出してい
る錠開閉操作機構のキーシリンダ１４１（図１も参照）に対する所定の操作キー（図示せ
ず）による右回転操作に応じて、中間ブロック１０３に設けられた中間ブロック施錠機構
の可動爪１４３が作動し、外枠１０１に設けられた中間ブロック施錠機構の固定爪１４２
と可動爪１４３との係合が解除されて、中間ブロック１０３は外枠１０１に対して開閉許
容状態となる。一方、キーシリンダ１４１に対する所定の操作キーによる左回転操作に応
じて、中間ブロック１０３に設けられた前ブロック施錠機構の可動爪１４４と前ブロック
１０２に設けられた前ブロック施錠機構の固定爪１４５との係合が解除されて、前ブロッ
ク１０２は中間ブロック１０３に対して開閉許容状態となる。
【００５０】
　また、遊技機１００は、中間ブロック１０３に対する後ブロック１０４の開閉を規制す
る後ブロック開閉規制機構を備えている。後ブロック開閉規制機構は、図２及び図４に示
されたように、３つの開閉規制部１５０Ａ～１５０Ｃで構成され、それらの各々において
、中間ブロック１０３に設けられ、後ブロック１０４に形成された開口１０４Ａ～１０４
Ｃを通して遊技機１００の背面側に突出している回動片１５１Ａ～１５１Ｃに対する回転
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操作に応じて、回動片１５１Ａ～１５１Ｃが開口１０４Ａ～１０４Ｃを通過できない開閉
禁止姿勢から回動片１５１Ａ～１５１Ｃが開口１０４Ａ～１０４Ｃを通過できる開閉許容
姿勢へ移動すると、中間ブロック１０３と回動片１５１Ａ～１５１Ｃとによる後ブロック
１０４に形成された被挟持片１５２Ａ～１５２Ｃ（図４のみ）の挟持が解除されて、後ブ
ロック１０４は中間ブロック１０３に対して開閉許容状態となる。
【００５１】
　また、遊技機１００は、中間ブロック１０３から前ブロック１０２への遊技球の移動を
規制する遊技球移動規制機構を備えている。遊技球移動規制機構は、図３に示されたよう
に、中間ブロック１０３に設けられ、前面ブロック１０２側へ付勢された流下規制片１６
１と、前ブロック１０２に設けられた規制変更突起１６２とを備えており、中間ブロック
１０３から前ブロック１０２への遊技球の移動は、中間ブロック１０３に対する前ブロッ
ク１０２の閉鎖状態において流下規制片１６１が規制変更突起１６２により中間ブロック
１０２側へ押圧された移動許容姿勢となることによって許容され、一方、中間ブロック１
０３に対する前ブロック１０２の開放状態において流下規制片１６１が規制変更突起１６
２による押圧が解除されて前ブロック１０２側へ突出する移動禁止姿勢となることによっ
て禁止される。
【００５２】
　また、遊技機１００は、前ブロック１０２における後述の中央パネル２２０と中間ブロ
ック１０３における後述の遊技盤４００との間隔の一定性を厳密化する間隔規制機構を備
えている。間隔規制機構は、図３に示されたように、中央パネル２２０に設けられ、前ブ
ロック１０２の背面側において中間ブロック１０３と前面ブロック１０２との開閉軸側に
突出する突出片１７１と、中間ブロック１０３に設けられ、中間ブロック１０３の正面側
においてその開閉軸側と反対側に突出する突出片１７２とを備えており、中間ブロック１
０３に対する前ブロック１０２の閉鎖方向への移動に伴って突出片１７１が突出片１７２
の後方側に入り込み、最終的に中間ブロック１０３に対する前ブロック１０２の閉鎖状態
において突出片１７１の前面と突出片１７２の後面とが押圧状態で当接する。
【００５３】
　また、遊技機１００は、図２に示されたように、外枠１０１に対して中間ブロック１０
３が開放されているか閉鎖されているか否かを検出する開閉検出スイッチ１０８と、図３
に示されたように、中間ブロック１０３に対して前ブロック１０２が閉鎖されているか否
かを検出する開閉検出スイッチ１０９とを備えている。
【００５４】
　前ブロック１０２は、図１及び図３に示されたように、開口２０１Ａ（図３のみ）を有
する基枠２０１と、基枠２０１の前面側に設けられ、開口２０１Ａの一部に連通する開口
２１０Ａ（図１のみ）を有する前面パネル２１０と、開口２０１Ａを塞ぐように基枠２０
１の背面側に設けられた中央パネル２２０と、遊技球を貯留する主貯留機構２３０（図１
のみ）と、遊技球を貯留する補助貯留機構２４０（図１のみ）と、主貯留機構２３０に貯
留されている遊技球を順次に遊技盤４００（図３のみ）に発射するために遊技者によって
操作される発射操作装置２５０（図１のみ）とを備えている。
【００５５】
　前面パネル２１０は、図１に示されたように、開口２１０Ａの周縁の開口周縁部２１１
と、開口周縁部２１１の下方において前方に突出し、主貯留機構２３０が配置される上側
突出部２１７と、上側突出部２１７の下方において前方に突出し、補助貯留機構２４０が
配置される下側突出部２１８と、下側突出部２１８の右方において概ね平坦であり、発射
操作装置２５０が配置される平坦部２１９とを含んでいる。
【００５６】
　中央パネル２２０は、図１又は図３に示されたように、基枠２０１の後方側から取着さ
れるパネル枠２２１（図３のみ）と、パネル枠２２１に嵌め込まれた光透過性の前方板２
２２（図１のみ）と、パネル枠２２１に前方板２２２と所定の間隙を隔てて略平行に嵌め
込まれた光透過性の後方板２２３（図３のみ）とを備えている。なお、上述の間隔規制機



(14) JP 5700208 B2 2015.4.15

10

20

30

40

50

構の突出片１７１は、パネル枠２２１と一体形成されている。
【００５７】
　主貯留機構２３０は、図１に示されたように、遊技球の流入口２３１Ａ、流出口（図示
せず）及び流出口より上流側に形成される放出口（図示せず）を有する貯留桶２３１と、
放出口の開閉により貯留桶２３１から放出される遊技球の放出先を流出口と放出口との間
で切り換える球抜き機構と、その球抜き機構を作動させる球抜き操作部材２３２とを備え
ている。遊技進行に応じて獲得した遊技球や後述する貸出操作装置２９２に対する貸出操
作に応じて貸し出された遊技球は主に流入口２３１Ａを通して貯留桶２３１に流入し、貯
留桶２３１に流入した遊技球は一列に整列させられながら流出口及び放出口の形成されて
いる方向（図５中の右方）へ順次に案内される。球抜き操作部材２３２に対する球抜き操
作（例えば、押下操作）が行われていない場合には遊技球は流出口を通して中間ブロック
１０３における後述する発射装置３３０（図３参照）に誘導される。一方、球抜き操作部
材２３２に対する球抜き操作が行われている場合には、遊技球は放出口を通して補助貯留
機構２４０（図１参照）に誘導される。
【００５８】
　補助貯留機構２４０は、図１又は図５に示されたように、遊技球の流入口２４１Ａ（図
５のみ）及び放出口２４１Ｂを有する貯留桶２４１と、放出口２４１Ｂを開閉させる球抜
き機構２４３と、その球抜き機構を作動させる球抜き操作部材２４２とを備えている。遊
技進行に応じて獲得した遊技球等は主に主貯留機構２３０に流入するが貯留桶２３１が満
杯であれば流入口２４１Ａを通して貯留桶２４１に流入し、また、球抜き操作部材２３２
に対する球抜き操作に応じて貯留桶２３１から誘導された遊技球は流入口２４１Ｃを通し
て貯留桶２４１に流入する。貯留桶２４１の底面は放出口２４１Ｂに向けてすり鉢上に傾
斜しており、球抜き操作部材２４２に対する球抜き操作（例えば、右スライド操作）に応
じた放出口２４１Ｂの開放によって、貯留桶２４１に貯留されている全ての遊技球を順次
に遊技機１００の外部に放出できる。なお、球抜き操作部材２４２に対する球抜き操作に
よって放出口２４１Ｂが完全に開放された場合には、球抜き操作部材２４２に対する復帰
操作（例えば、押圧操作又は微少な左スライド操作）がなされるまで、その状態に維持さ
れる。流入口２４１Ａの奥方には貯留桶２４１に過剰に遊技球が貯留されているか否かを
検出する球溢れ検出スイッチ２４９（図１４参照）が設けられている。
【００５９】
　発射操作装置２５０は、図１及び図５に示されたように、周縁パネル２１０の平坦部２
１９から前方に突出する台座２５１と、台座２５１の周囲に設けられた回動自在な発射ハ
ンドル２５２と、発射ハンドル２５２の回転操作量を検出する可変抵抗器２５３（図１４
参照）と、発射ハンドル２５２に遊技者が接触していることを検出する接触センサ２５４
（図１４参照）と、遊技者によって操作され、発射ハンドル２５２の回転操作に伴う遊技
球の射出を無効化する発射停止スイッチ２５５（図５のみ）とを含んでいる。遊技者によ
る発射ハンドル２５２の回転操作に応じて、その回転操作量に対応する強度で発射装置３
３０（図３参照）から遊技球が射出される。なお、接触センサ２５４によって発射ハンド
ル２５２と遊技者との接触が検出されていない場合や、発射停止スイッチ２５５の操作に
よって発射操作が無効化されている場合には、発射ハンドル２５２が回転操作されていて
も発射装置３３０から遊技球は射出されない。
【００６０】
　前ブロック１０２は、基枠２０１に設けられ、前面パネル２１０の開口周縁部２１１の
奥方に配置された発光装置群を備えており、枠発光装置群は、図５に示されたように、開
口周縁部２１１における上方中央部２１１Ａ、上方中央部２１１Ａの左方の上方左角部２
１１Ｂ、上方中央部２１１Ａの右方の上方右角部２１１Ｃ、上方左角部２１１Ｂの下方の
左中間部２１１Ｄ及び上方右角部２１１Ｃの下方の右中間部２１１Ｅのそれぞれに対応し
て配置された上中央枠発光装置２７１、左上枠発光装置２７２、右上枠発光装置２７３、
左中間枠発光装置２７４及び右中間枠発光装置２７５（図１４参照）で構成されている。
【００６１】
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　また、前ブロック１０２は、基枠２０１に設けられ、前面パネル２１０の開口周縁部２
１１の奥方において、開口周縁部２１１に形成された左上音響出力口２１１Ｆ及び右上音
響出力口２１１Ｇのそれぞれに対応して配置された左上音響装置２８１及び右上音響装置
２８２を備えている。
【００６２】
　また、前ブロック１０２は、図１に示されたように、上側突出部２１７に設けられた遊
技球貸出装置２９０を備えており、遊技球貸出装置２９０は、遊技機１００の側方に配置
され遊技機１００の構成要素でないカードユニット（図示せず）に投入された紙幣やカー
ド等の残額に応じた数値を表示する度数表示装置（図示せず）と、遊技球の貸し出しを受
ける際に遊技者によって操作される貸出操作装置２９２と、カードユニットに投入された
紙幣やカード等を返却させる際に遊技者によって操作される返却操作装置２９３とを含ん
でいる。カードユニットに紙幣やカード等の投入によってそれらの金額に対応する数値が
度数表示装置に表示されている有効状態において貸出操作装置２９２に対して貸出操作が
行われると、貸出操作に応じて所定の個数の遊技球が後ブロック１０４の払出装置５４０
から貸し出され、遊技球の貸し出しに伴って度数表示装置の表示が更新される。一方、有
効状態において返却操作装置２９３に対して返却操作が行われると、返却操作に応じて残
額に対応する紙幣の等価物や残額を記録したカードがカードユニットから返却される。
【００６３】
　中間ブロック１０３は、図３及び図４に示されたように、開口（図示せず）を有する基
枠３０１と、基枠３０１の前面側に取着されて開口を覆う遊技盤４００（図３のみ）と、
基枠３０１に対して遊技盤４００を回動自在及び着脱自在に支持する遊技盤支持機構と、
基枠３０１に対して遊技盤４００の位置を固定する遊技盤固定機構と、遊技盤４００に遊
技球を射出する発射装置３３０（図３のみ）と、遊技盤４００の背面側に設けられた取り
付け台３６０（図４のみ）と、取り付け台３６０に装着された遊技進行を統括的に制御す
る主制御装置３７０（図４のみ）と、主制御装置３７０からの命令に基づいて遊技演出や
状態報知を制御する副制御装置３９０（図４のみ）とを備えている。
【００６４】
　基枠３０１には、後述する払出装置５４０（図１２参照）から放出された遊技球を前ブ
ロック１０２に誘導する誘導通路３０１Ａや前ブロック１０２の基枠２０１に設けられた
各種の枠発光装置２７１～２７５や音響装置２８１，２８２と主制御装置３７０や副制御
装置３９０とを電気的に接続するための配線（図示せず）や信号中継装置（図示せず）が
挿通される遊技盤４００の切り欠きに基づく開孔３０１Ｂが形成されている。
【００６５】
　遊技盤４００は、図６及び図７に示されたように、排出口４０１Ａ等の各種の貫通孔（
図示せず）を有する平板状の基体４０１と、基体４０１の左下から右上に亘り滑らかに湾
曲し、後述する発射装置３３０から発射された遊技球を誘導する外レール４０２と、基体
４０１の右下から左上に亘り滑らかに湾曲する内レール４０３と、内レール４０３の左上
側の先端に取着され、外レール４０２及び内レール４０３が平行に対向する部分で形成さ
れる発射通路４０１Ｂから一旦放出された遊技球が発射通路４０１Ｂに戻ることを防止す
る戻り球防止機構４０４と、外レール４０２の右上側の先端に取着され、遊技盤４００の
中央を越えて左側に移動するような遊技球の大幅な反跳を防止する反跳防止部材４０５と
、発射通路４０１Ｂを構成する部分の外レール４０２の外縁を保護する保護部材４０６と
を備えている。図３に示されたように、発射装置３３０から発射通路４０１Ｂへ遊技球を
誘導する誘導部材３３５と外レール４０２との間には間隙があり、発射装置３３０から発
射されたが戻り球防止機構４０４を超えるに至らず発射通路４０１Ｂを逆戻りする遊技球
は、基枠２０１に形成され、この間隙の下方に配置される戻り球通路２０１Ｂを介して流
入口２４１Ｂ（図５参照）から補助貯留機構２４０（図５参照）に返却される。なお、概
ね外レール４０２及び内レール４０３とで区画され、戻り球防止機構４０４を超えた遊技
球が移動可能な略円形状の遊技領域に設けられる構造物については後述する。
【００６６】
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　遊技盤支持機構は、図３に示されたように、保護部材４０６に設けられた支軸部３１１
（図７も参照）と、基枠３０１に形成され、遊技盤４００の基体４０１の一部が載置され
る載置部３１２と、基枠３０１に形成され、支軸部３１１と係合する軸受け部３１３とで
構成され、遊技盤４００を回動自在かつ着脱自在に支持している。遊技盤４００が回動自
在に支持されている場合において、所定の角度以上だけ回転させた後に、基体４０１にお
ける載置部３１２と当接する部位を支点として遊技盤４００を回転軸から傾けると、支軸
部３１１と軸受け部３１３との係合が外れる。これによって、遊技盤４００を基枠３０１
から離脱させることができる。逆に、遊技盤４００を基枠３０１に装着する場合には、遊
技盤４００の所定の部位を載置部３１２に載置した後に、支軸部３１１を軸受け部３１３
に係合させる。
【００６７】
　遊技盤固定機構は、基枠３０１に設けられた３つの固定具３２０（図３において２つの
固定具のみが図示されている）で構成され、それらの各々は、基枠３０１から前方に突出
する回動自在な回転軸体（図示せず）と、回転軸体の先端に固着され、遊技盤４００の基
体４０１に形成された切り欠き部４０１Ｃを通して通過できない挿抜禁止姿勢と切り欠き
部４０１Ｃを通して通過できる挿抜許容姿勢とをとる回動片３２２と、回動片３２２より
後方に配置された押圧板（図示せず）と、回動片３２２が挿抜禁止姿勢である場合に押圧
板を回動片３２２側に付勢する付勢体（図示せず）とを備えている。遊技盤４００が基枠
３０１に固定されている着脱禁止状態において、回動片３２２は、切り欠き部４０１Ｃを
通して基体４０１の前方に突出すると共に挿抜禁止姿勢となっており、基体４０１は、回
動片３２２と押圧板とによって押圧状態で挟持されている。これによって、基枠３０１に
対する遊技盤４００の前後方向の位置決めが正確に行えるために、誘導部材３３５から発
射通路４０１Ｂへの遊技球の移動が阻害されることを防止できる。回動片３２２対する回
転操作に応じて、回動片３２２が挿抜禁止姿勢から回動片３２２が切り欠き部４０１Ｃを
通過できる挿抜許容姿勢へ回転すると、付勢体からの押圧板の付勢が解除され、また、回
動片３２２と押圧板とによる基体４０１の挟持が解除される。全ての回動片３２２が挿抜
許容姿勢である場合には、基枠３０１に対して遊技盤４００が回動自在になる。逆に、遊
技盤４００を基枠３０１に固定する場合には、全ての回動片３２２が挿抜許容姿勢である
状態で、遊技盤４００を回転させて各回動片３２２を切り欠き部４０１Ｃに挿通させた後
に、全ての回動片３２２を挿抜禁止姿勢に回転させる。
【００６８】
　発射装置３３０は、図３に示されたように、主貯留機構２３０に貯留されている遊技球
を順次に発射位置に送り出す球送り機構３３１と、球送り機構３３１を駆動する球送りソ
レノイド３３２（図１４参照）と、発射位置に配置された遊技球を射出する発射機構３３
３と、発射機構３３３を駆動する発射ソレノイド３３４（図１４参照）と、発射機構３３
３から発射された遊技球を遊技盤４００の発射通路４０１Ｂに誘導する誘導部材３３５と
を備えている。発射装置３３０は、上述のように発射操作装置２５０に対する発射操作に
応じて作動する。
【００６９】
　取り付け台３６０は、図４に示されたように、基枠３０１に設けられた軸受け構造体（
図示せず）と、取り付け台３６０に形成され、軸受け構造体に係合する軸構造体（図示せ
ず）とを含む支持機構を介して、基枠３０１に対して回動自在に支持されている。
【００７０】
　主制御装置３７０は、図４に示されたように、主制御基板９２０（図１４参照）と、主
制御基板９２０を収容する２つ割り構造の基板ケース３７１とを備えている。主制御基板
９２０は、痕跡を残さずには開封できないように基板ケース３７１に封止されている。
【００７１】
　副制御装置３９０は、副制御基板９４０（図１４参照）と、副制御基板９４０を収容す
る２つ割り構造の基板ケース３９１とを備えており、副制御基板９４０は、基板ケース３
９１に封止されている。
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【００７２】
　ここで、遊技盤４００において、遊技領域に配置される各種の構造物について詳細に説
明する。図６は、遊技盤の一例を表す斜視図であり、図７は、遊技盤の一例を表す正面図
である。図８及び図９は、それぞれ、遊技盤における第２特別図柄に係る始動入賞装置の
一例を表す斜視図及び断面図である。図８（Ａ）及び図９（Ａ）には始動入賞装置におけ
る進入規制機構が進入禁止姿勢である場合が示され、図８（Ｂ）及び図９（Ｂ）には進入
規制機構が進入許容姿勢である場合が示されている。なお、図９は図７におけるＸ－Ｘ’
矢視断面である。図１０は、遊技盤における上大入賞装置の一例を表す斜視図であり、図
１０（Ａ）及び図１０（Ｂ）にそれぞれ上大入賞装置における進入規制機構の進入禁止姿
勢及び進入許容姿勢である場合が示されている。なお、図１０（Ｂ）においては、一部の
部材を省略している。図１１は、遊技盤における上大入賞装置の一例を表す正面図であり
、図１１（Ａ）及び図１１（Ｂ）にそれぞれ上大入賞装置における振分機構の誘導姿勢及
び非誘導姿勢が示されている。
【００７３】
　遊技盤４００は、図６及び図７に示されたように、基体４０１と、遊技球の流下方向や
流下速度に変化を与える釘４１１や風車（図示せず）等の流下変化部材と、基体４０１の
概ね中央に配置され、進入口４２１Ａから流入した遊技球を第１特別図柄に係る始動入賞
装置４３１の近傍に誘導する中央構造体４２０と、中央構造体４２０の中央の下方に配置
された第１特別図柄に係る始動入賞装置４３１と、始動入賞装置４３１に進入した遊技球
を検出する始動入賞スイッチ４４１（以下において「中始動入賞スイッチ」とも称す）（
図１４参照）と、中央構造体４２０の中央の右側に配置された第２特別図柄に係る始動入
賞装置４３２と、始動入賞装置４３２に進入した遊技球を検出する始動入賞スイッチ４４
２（以下において「右始動入賞スイッチ」とも称す）（図９及び図１４参照）と、始動入
賞装置４３１の下方に配置された下大入賞装置４３３と、下大入賞装置４３３に進入した
遊技球を検出する下大入賞スイッチ４４３（図１４参照）と、始動入賞装置４３２の下方
に配置された上大入賞装置４３４と、上大入賞装置４３４に進入した遊技球を検出する上
大入賞スイッチ４４４（図１４参照）と、上大入賞装置４３４の内部に形成された非特定
通路６０Ｃ（図１１参照）に進入した遊技球を検出する非特定通路スイッチ４４７（図１
１及び図１４参照）と、上大入賞装置４３４の内部に形成された特定通路６０Ｅ（図１１
参照）に進入した遊技球を検出する特定通路スイッチ４４８（図１１及び図１４参照）と
、始動入賞装置４３２の上側に配置された普通図柄に係る始動装置４３６と、始動装置４
３６に進入した遊技球を検出する始動スイッチ４４６（図１４参照）と、下大入賞装置４
３３の左上方に配置された３つの一般入賞装置４３９Ａと、下大入賞装置４３３の右上方
に配置された一般入賞装置４３９Ｂと、３つの一般入賞装置４３９Ａに進入した遊技球を
共通で検出する一般入賞スイッチ４４９Ａ（図１４参照）と、一般入賞装置４３９Ｂに進
入した遊技球を検出する一般入賞スイッチ４４９Ｂ（図１４参照）とを備えている。中央
構造体４２０、始動装置４３６に進入した遊技球は遊技領域に放出されるが、各入賞装置
、具体的には、始動入賞装置４３１、始動入賞装置４３２、下大入賞装置４３３、上大入
賞装置４３４及び一般入賞装置４３９Ａ，４３９Ｂに進入した遊技球は基体４０１に形成
された貫通孔を通して基体４０１の背面側に形成された回収排出通路（図示せず）に案内
される。また、各入賞装置に進入しなかった遊技球は排出口４０１Ａを通して回収排出路
へ案内される。回収排出通路に案内された遊技球は、遊技機１００から遊技機設置設備（
図示せず）に設けられた遊技球循環装置（図示せず）に排出される。いずれかの入賞装置
に遊技球が進入した場合には、入賞装置の種類に応じた所定の個数の遊技球が払出装置５
４０から払い出されることとなる。
【００７４】
　第１特別図柄に係る始動入賞装置４３１及び一般入賞装置４３９Ａ，４３９Ｂの各々は
、それらへの遊技球の進入確率を変化させず、進入した遊技球を基体４０１の背面側へ誘
導する。
【００７５】



(18) JP 5700208 B2 2015.4.15

10

20

30

40

50

　第２特別図柄に係る始動入賞装置４３２は、図８及び図９に示されたように、進入禁止
姿勢（図８（Ａ）及び図９（Ａ））と進入許容姿勢（図８（Ｂ）及び図９（Ｂ））との間
の移行によって進入確率を変化させる進入規制機構４５２と、進入規制機構４５２を駆動
する進入規制ソレノイド（以下において「右進入規制ソレノイド」とも称す）４６２とを
備えている。進入規制機構４５２は、右進入規制ソレノイド４６２によって駆動される可
動爪片４５２Ａと、可動爪片４５２Ａと連動する可動舌片４５２Ｂとを備えており、進入
規制機構４５２が進入禁止姿勢である場合には、可動舌片４５２Ｂが進入口４３２Ａの奥
方に陥入配置されると共に可動爪片４５２Ａが進入口４３２Ａを狭窄することによって遊
技球は始動入賞装置４３２に進入できないが、進入規制機構４５２が進入許容姿勢である
場合には、可動舌片４５２Ｂの少なくとも一部が進入口４３２Ａよりも前面側に突出配置
されると共に可動爪片４５２が進入口４３２Ａを開放することによって遊技球は始動入賞
装置４３２に進入できるようになる。進入規制機構４５２は、普通図柄に係る始動装置４
３６へ進入した遊技球の始動スイッチ４４６による検出に基づく抽選（以下において「普
通図柄抽選」とも称す）で当りに当選した場合に、右進入規制ソレノイド４６２による駆
動に応じて所定の回数及び所定の時間だけ進入許容姿勢に移行する。
【００７６】
　下大入賞装置４３３は、進入禁止姿勢と進入許容姿勢とをとり、その内部への遊技球の
進入を規制する進入規制機構４５３と、進入規制機構４５３の姿勢を変化させる進入規制
ソレノイド（以下において「下進入規制ソレノイド」とも称す）４６３（図１４参照）と
を備えている。進入規制機構４５３が進入禁止姿勢である場合には、進入規制機構４５３
が進入口を閉鎖することによって遊技球は下大入賞装置４３３に進入できないが、進入規
制機構４５３が進入許容姿勢である場合には、進入規制機構４５３が進入口を開放するこ
とによって遊技球は下大入賞装置４３３に進入できるようになる。
【００７７】
　上大入賞装置４３４は、図１０（Ａ）及び図１０（Ｂ）並びに図１１（Ａ）及び図１１
（Ｂ）に示されたように、進入禁止姿勢（図１０（Ａ））と進入許容姿勢（図１０（Ｂ）
、図１１（Ａ）及び図１１（Ｂ））とをとり、その内部への遊技球の進入を規制する進入
規制機構４５４と、進入規制機構４５４の姿勢を変化させる進入規制ソレノイド（以下に
おいて「上進入規制ソレノイド」とも称す）４６４（図１４参照）と、非誘導姿勢（図１
１（Ａ））と誘導姿勢（図１１（Ｂ））とをとり、上大入賞装置４３４に進入した遊技球
を特定通路６０Ｅ（図１１のみ）又は非特定通路６０Ｃ（図１１のみ）に振り分ける振分
機構４５５（図１１のみ）と、振分機構４５５の姿勢を変化させて遊技球の誘導先を切り
換える振分切換ソレノイド４６５（図１４参照）とを備えている。上大入賞装置４３４の
進入規制機構４５４が図１０（Ａ）に示されたような進入禁止姿勢である場合には、進入
規制機構４５４が進入口４３４Ａを閉鎖することによって遊技球は上大入賞装置４３４に
進入できないが、進入規制機構４５４が図１０（Ｂ）に示されたような進入許容姿勢であ
る場合には、進入規制機構４５４が進入口４３４Ａを開放することによって遊技球は大入
賞装置４３４に進入できるようになる。また、大入賞装置４３４に進入した遊技球は、振
分機構４５５が図１１（Ａ）に示されたような非誘導姿勢である場合には非特定通路６０
Ｃに案内され、振分機構４５５が図１１（Ｂ）に示されたような誘導姿勢である場合には
特定通路６０Ｅに誘導される。
【００７８】
　上大入賞装置４３４の進入規制機構４５４は、第２特別図柄に係る始動入賞装置４３２
へ進入した遊技球の右始動入賞スイッチ４４２による検出に基づく抽選（以下において「
第２特別図柄抽選」とも称す）によって小当りに当選した場合に、上進入規制ソレノイド
４６４の作動に応じて所定の時間だけ進入許容姿勢に移行する。また、振分機構４５５は
、進入規制機構４５４の進入許容姿勢への移行から所定の時間後に振分切換ソレノイド４
６５の作動に応じて誘導姿勢に移行し、更に誘導姿勢への移行から所定の時間後に振分切
換ソレノイド４６５の停止に応じて誘導姿勢に戻る。
【００７９】
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　下大入賞装置４３３の進入規制機構４５３は、第１特別図柄に係る始動入賞装置４３１
へ進入した遊技球の中始動入賞スイッチ４４１による検出に基づく抽選（以下において「
第１特別図柄抽選」とも称す）によって大当りに当選した場合と、第２特別図柄抽選によ
って大当りに当選した場合と、第２特別図柄抽選によって小当りに当選すると共に所定の
期間内において特定通路６０Ｅに流入した遊技球が特定通路スイッチ４４８で検出された
場合とに、下進入規制ソレノイド４６３の作動に応じて所定の回数及び所定の時間だけ進
入許容姿勢に移行する。
【００８０】
　また、遊技盤４００は、図６及び図７に示されたように、第１特別図柄抽選に伴って、
第１特別図柄を変動表示したり、第１特別図柄を抽選結果に応じた停止図柄で確定表示し
たりする第１特別図柄に係る特別図柄表示装置４７１と、第２特別図柄抽選に伴って、第
２特別図柄を変動表示したり、第２特別図柄を抽選結果に応じた停止図柄で確定表示した
りする第２特別図柄に係る特別図柄表示装置４７２と、第１特別図柄に係る単位遊技の保
留回数を表示する特別図柄保留表示装置４７６とを備えている。第１特別図柄に係る単位
遊技は最大４回まで保留される。なお、第１特別図柄に係る単位遊技が最大回数まで保留
されている場合に、第１始動入賞装置４３１に進入した遊技球が中始動入賞スイッチ４４
１によって検出されたとしても第１特別図柄に係る単位遊技の権利は追加されない。また
、第２特別図柄に係る単位遊技は保留されない。
【００８１】
　第１特別図柄に係る特別図柄表示装置４７１は、４個の単色の発光部（図示せず）で構
成されており、主制御基板９２０（図１４参照）によって第１特別図柄の表示が制御され
る。第１特別図柄は、４個の発光部の発光パターンによって表現される。第２特別図柄に
係る特別図柄表示装置４７２は、１２個の単色の発光部（図示せず）で構成されており、
主制御基板９２０によって第２特別図柄の表示が制御される。第２特別図柄は、１２個の
発光部の発光パターンによって表現される。特別図柄保留表示装置４７６は、２個の単色
の発光部（図示せず）の発光状態（消灯、点灯、点滅）の組合せによって保留回数を表示
する。
【００８２】
　また、遊技盤４００は、普通図柄抽選に伴って、普通図柄を変動表示したり、普通図柄
を抽選結果に応じた停止図柄で確定表示したりする普通図柄表示装置４７３と、普通図柄
抽選の権利の保留状態（保留個数）を表示する普通図柄保留表示装置４７８とを備えてい
る。普通図柄に係る単位遊技は最大４回まで保留される。なお、普通図柄に係る単位遊技
が最大回数まで保留されている場合に、始動装置４３６に進入した遊技球が始動スイッチ
４４６によって検出されたとしても普通図柄に係る単位遊技の権利は追加されない。
【００８３】
　普通図柄表示装置４７３は、２個の２色の発光部（図示せず）で構成されており、主制
御基板９２０（図１４参照）によって表示が制御される。各発光部は、例えば赤色と緑色
との２色で選択的に発光し、普通図柄は、２個の発光部の発光色の組合せによって表現さ
れる。また、普通図柄保留表示装置４７８は、２個の単色の発光部（図示せず）の発光状
態（消灯、点灯、点滅）の組合せによって保留回数を表示する。
【００８４】
　また、遊技盤４００は、中央構造体４２０に設けられ、第１特別図柄及び第２特別図柄
の少なくとも一方に係る単位遊技において、装飾図柄を変動表示したり、装飾図柄を確定
表示したりする装飾図柄表示装置４７９を備えている。副制御基板９４０による制御に基
づく装飾図柄の変動表示及び確定表示は、主制御基板９２０による第１特別図柄や第２特
別図柄の変動表示及び確定表示と実質的に同期している。装飾図柄の変動表示においては
、第１特別図柄や第２特別図柄の変動表示よりも複雑かつ多様な演出が実行される。
【００８５】
　中央構造体４２０は、枠体４２１と、進入口４２１Ａから進入し、転動ステージ４２１
Ｂに案内された遊技球を第１特別図柄に係る始動入賞装置４３１に極めて高確率で案内す
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る誘導通路４２１Ｃへの誘導を規制する誘導規制機構４２２と、誘導規制機構４２２を駆
動する誘導規制モータ４２３（図１４参照）とを備えている。
【００８６】
　また、遊技盤４００は、各種の構造物の裏側に設けられた盤面発光装置４９０（図１４
参照）を備えており、盤面発光装置４９０は、副制御装置９４０による制御に基づいて遊
技進行に伴う各種の発光演出や発光による状態報知を実行する。
【００８７】
　ここで、遊技盤４００の主要な装置の動作について説明する。なお、それらの説明に先
立って、各種の遊技状態及び遊技状態間の移行について説明する。通常時の遊技状態（以
下において「通常遊技状態」とも略記する）は、第１特別図柄及び普通図柄の変動表示時
間が長い状態（以下において「非時短状態」とも称す）である。第１特別図柄抽選又は第
２特別図柄抽選において時短大当りに当選した場合には、特別遊技状態を経て第１特別図
柄及び普通図柄の変動表示時間が非時短状態よりも短い状態（以下において「時短状態」
とも称す）である遊技状態（以下において「時短遊技状態」とも称す）となり、一方、第
１特別図柄抽選又は第２特別図柄抽選において通常大当りに当選した場合には、特別遊技
状態を経て通常遊技状態となる。時短遊技状態は、第１特別図柄及び第２特別図柄に係る
単位遊技の総数が所定の回数（例えば、１００回）となるまで維持されるが、その後は通
常遊技状態に戻る。また、第２特別図柄抽選において通常移行可能小当りに当選した場合
であって所定の期間内に特定通路スイッチ４４８によって遊技球が検出された場合には、
特別遊技状態を経て通常遊技状態となり、一方、第２特別図柄抽選において時短移行可能
小当りに当選した場合であって所定の期間内に特定通路スイッチ４４８によって遊技球が
検出された場合には、特別遊技状態を経て時短遊技状態となる。なお、時短移行可能小当
り又は通常移行可能小当りに当選した場合であっても所定の期間内に特定通路スイッチ４
４８によって遊技球が検出されなかった場合には、現在の遊技状態が維持される。但し、
上述のように、時短遊技状態における最終回の単位遊技であった場合にはその終了に基づ
いて、遊技状態は通常遊技状態に戻ることとなる。また、特別遊技状態は、非時短状態で
ある。
【００８８】
　遊技盤４００の主要な装置の動作について概ね時系列に沿って説明する。主制御基板９
２０において、特別図柄（第１特別図柄及び第２特別図柄で共通）に係る当選乱数、大当
り図柄乱数、小当り図柄乱数、停止パターン乱数、各種の変動パターン乱数が生成されて
おり、各種の遊技状態において第１特別図柄に係る始動入賞装置４３１に進入した遊技球
が中始動入賞スイッチ４４１によって検出されると、第１特別図柄に係る単位遊技の権利
が最大回数まで保留されていない場合には、特別図柄に係る当選乱数、大当り図柄乱数及
び停止パターン乱数が取得されて、主制御基板９２０のＲＡＭの所定の領域に格納される
。このとき、特別遊技状態でなく、第１特別図柄又は第２特別図柄に係る単位遊技制御中
でもなく、第１特別図柄に係る単位遊技の権利が保留されていない場合には、それらの格
納の直後に、その取得された当選乱数に基づいて大当りに当選したか否かが判定され、ま
た、特別遊技状態でない場合であって、第１特別図柄又は第２特別図柄に係る単位遊技制
御中や第１特別図柄に係る単位遊技の権利が保留されている場合には、既得の全ての特別
図柄に係る単位遊技の権利に基づく単位遊技制御の終了後にその判定が行われ、特別遊技
状態である場合には、特別遊技状態後であって既得の全ての第１特別図柄に係る単位遊技
の権利に基づく単位遊技制御の終了後にその判定が行われる。第１特別図柄抽選において
大当りに当選した場合には、更に、取得された大当り図柄乱数に基づいて第１特別図柄に
係る停止図柄が決定される。この停止図柄の種類によって、通常大当り及び時短大当りの
いずれの大当りであるかが決定される。なお、各種の大当りの振分確率は、現在の遊技状
態（時短遊技状態又は通常遊技状態）によって変化し、具体的には、時短大当りへの振分
確率が時短遊技状態において通常遊技状態よりも高い。また、第１特別図柄抽選において
大当りに当選しなかった場合には、停止図柄として所定のハズレ図柄が設定される。
【００８９】
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　第１特別図柄抽選の後に、現在の遊技状態、抽選結果、停止パターン乱数の値、各種の
変動パターン乱数の値、第１特別図柄に係る単位遊技の権利の保留回数に基づいて、第１
特別図柄の変動表示時間が決定されると共に、装飾図柄の変動パターンが選択される。そ
の後、第１特別図柄表示装置４７１における第１特別図柄の変動表示及び装飾図柄表示装
置４７９における装飾図柄の変動表示（変動演出）が開始され、第１特別図柄にあっては
変動表示時間に亘って一定のパターンによる変動表示が継続され、装飾図柄にあっては変
動表示時間に亘って変動パターンに従った変動表示が継続される。変動表示時間の経過に
伴って、第１特別図柄に係る停止図柄が確定表示され、また、装飾図柄として第１特別図
柄の停止図柄に対応する図柄が確定表示される。第１特別図柄及び装飾図柄の確定表示は
少なくとも所定の一定時間に亘って継続される。
【００９０】
　第１特別図柄に係る停止図柄が大当り図柄である場合には、第１特別図柄の確定表示後
に、遊技状態は特別遊技状態に移行する。特別遊技状態において、下大入賞装置４３３の
進入規制機構４５３が所定の回数だけ間欠的に進入許容姿勢となる。進入規制機構４５３
の各回の進入許容姿勢中において、所定の個数（例えば、１０球）の遊技球が下大入賞ス
イッチ４４３によって検出された場合及び所定の最大進入許容時間が経過した場合のいず
れかの場合に、進入規制機構４５３は進入許容姿勢に移行する。その後、所定の進入禁止
時間の経過後に、再度、進入規制機構４５３は進入許容姿勢に移行する。この進入規制動
作が所定の回数だけ繰り返される。なお、特別遊技状態の開始から所定の待機時間が経過
した後（オープニング期間後）に進入規制機構４５３は初回の進入許容姿勢に移行し、ま
た、最終回の進入禁止姿勢への移行から進入禁止時間が経過し、更にその後に所定の待機
時間が経過した後（エンディング期間後）に特別遊技状態は終了する。特別遊技状態の終
了後には、上述のように、今回の大当りの種類に応じた遊技状態に移行する。
【００９１】
　各種の遊技状態において、第２特別図柄に係る始動入賞装置４３２に進入した遊技球が
右始動入賞スイッチ４４２によって検出されると、特別遊技状態でなく第１特別図柄又は
第２特別図柄に係る単位遊技制御中でもない場合には、特別図柄に係る当選乱数、大当り
図柄乱数、小当り図柄乱数及び停止パターン乱数が取得されて、主制御基板９２０のＲＡ
Ｍの所定の領域に格納され、その格納の直後に、その取得された当選乱数の値に基づいて
大当りに当選したか否かが判定される。なお、第２特別図柄に係る単位遊技の権利につい
て第１特別図柄の場合のような保留機能を備えておらず、また、第２特別図柄に係る単位
遊技制御よりも第１特別図柄に係る単位遊技制御が優先して実行される。第２特別図柄抽
選において大当りに当選した場合には、更に、取得された大当り図柄乱数の値に基づいて
第２特別図柄の停止図柄が決定される。この停止図柄の種類によって、通常大当り及び時
短大当りのいずれの大当りであるかが決定される。なお、各種の大当りの振分確率は、現
在の遊技状態（時短遊技状態又は通常遊技状態）によって変化し、具体的には、時短大当
りへの振分確率が時短状態において通常遊技状態よりも高い。また、第２特別図柄抽選に
おいて大当りに落選したときであっても小当りに当選した場合には、取得された小当り図
柄乱数の値に基づいて第２特別図柄の停止図柄が決定される。この停止図柄の種類によっ
て、通常移行可能小当り及び時短移行可能小当りのいずれの小当りであるかが決定される
。また、大当りにも小当りにも当選しなかった場合には、停止図柄として所定のハズレ図
柄が設定される。
【００９２】
　第２特別図柄抽選の後に、現在の遊技状態、抽選結果、停止パターン乱数の値に基づい
て、装飾図柄の変動パターンが選択される。その後、第２特別図柄表示装置４７２におけ
る第２特別図柄の変動表示が開始され、変動表示時間に亘って一定のパターンによる変動
表示が継続され、所定の変動表示時間の経過に伴って、第２特別図柄に係る停止図柄が確
定表示される。第２特別図柄の確定表示は少なくとも所定の一定時間に亘って継続される
。また、装飾図柄表示装置４７３においては、変動パターンに基づく演出が変動表示時間
に亘って継続され、変動表示時間の経過に伴って、第２特別図柄の停止図柄に対応する演
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出が行われる。
【００９３】
　第２特別図柄に係る停止図柄が大当り図柄である場合には、第２特別図柄の確定表示後
に、遊技状態は特別遊技状態に移行する。特別遊技状態において、下大入賞装置４３３の
進入規制機構４５３が所定の回数だけ間欠的に進入許容姿勢となる。特別遊技状態の終了
後には、上述のように、今回の大当りの種類に応じた遊技状態に移行する。
【００９４】
　第２特別図柄に係る停止図柄が小当り図柄である場合には、第２特別図柄の確定表示後
に、上大入賞装置４３４の進入規制機構４５４が進入許容姿勢に移行する。進入規制機構
４５４の進入許容姿勢中において、所定の個数（例えば１０球）の遊技球が上大入賞スイ
ッチ４４４によって検出された場合及び所定の最大進入許容時間が経過した場合のいずれ
かの場合に、進入規制機構４５４は進入禁止姿勢に移行する。また、進入規制機構４５４
の進入許容姿勢中において、その進入許容姿勢への移行から所定の時間後に振分機構４５
５が遊技球を特定通路６０Ｅに誘導する誘導姿勢に移行し、更に誘導姿勢への移行から所
定の時間後に遊技球を特定通路６０Ｅに誘導せず遊技球が非特定通路６０Ｃに案内される
こととなる非誘導姿勢に戻る。所定の期間内に特定通路６０Ｅに流入した遊技球が特定通
路スイッチ４４８によって検出された場合には、特別遊技状態を経て、今回の小当りの種
類に応じた遊技状態に移行する。特別遊技状態において、下大入賞装置４３３の進入規制
機構４５３が所定の回数だけ間欠的に進入許容姿勢となる。一方、所定の有効期間内に遊
技球が特定通路スイッチ４４８によって検出されなかった場合には、遊技状態は特別遊技
状態に移行することなく現在の遊技状態に維持される。
【００９５】
　各種の遊技状態において、始動装置４３６に進入した遊技球が始動スイッチ４４６によ
って検出されると、普通図柄に係る単位遊技の権利が最大回数まで保留されていない場合
には、普通図柄に係る当選乱数が取得されて、主制御基板９２０のＲＡＭの所定の領域に
格納される。このとき、普通図柄に係る単位遊技制御中でなければ格納の直後に、また、
普通図柄に係る単位遊技制御中であれば既得の普通図柄に係る単位遊技の権利に基づく単
位遊技制御の終了後に、その取得された普通図柄に係る当選乱数の値に基づいて当りに当
選したか否かが判定される。なお、上述のように、普通図柄抽選において当りに当選した
場合には、停止図柄として所定の当り図柄が設定され、普通図柄抽選において当りに当選
しなかった場合には、停止図柄として所定のハズレ図柄が設定される。普通図柄抽選後に
、普通図柄表示装置４７３において普通図柄の変動表示が開始され、非時短状態にあって
は所定の変動表示時間に亘って一定のパターンによる変動表示が継続され、時短状態にあ
っては非時短状態よりも短い所定の変動表示時間に亘って一定のパターンによる変動表示
が継続される。遊技状態に応じた所定の時間の経過に伴って、普通図柄に係る停止図柄が
一定時間に亘って確定表示される。
【００９６】
　普通図柄に係る停止図柄が当り図柄である場合には、普通図柄の確定表示後に、第２特
別図柄に係る始動入賞装置４３２の進入規制機構４５２が少なくとも１回は進入許容姿勢
に移行する。具体的には、非時短状態（通常遊技状態及び特別遊技状態）において当りに
当選した場合には、始動入賞装置４３２が所定の回数（例えば、１回）だけ所定の最大進
入許容時間（例えば、０．２秒）に亘って進入許容状態へ移行し、時短状態（時短遊技状
態）における当選の場合には、始動入賞装置４３２が非時短状態の場合よりも多い所定の
回数（例えば、２回）だけ非時短状態の場合より長い所定の最大進入許容時間（例えば、
４．８秒）に亘って間欠的に進入許容姿勢に移行する。但し、所定の個数（例えば、１０
球）の遊技球が右始動入賞スイッチ４３２によって検出された場合には、進入規制機構４
５２は最大進入許容時間の経過を待たずに進入禁止姿勢に移行し、また、進入許容姿勢へ
の移行回数が所定の回数に到達していなくても、今回の普通図柄に係る単位遊技における
始動入賞装置４３２の動作が終了する。
【００９７】



(23) JP 5700208 B2 2015.4.15

10

20

30

40

50

　本実施形態の遊技機１００の遊技性について簡単に説明する。第２特別図柄抽選を受け
るためには、まず、普通図柄抽選において当りに当選しなければならず、更に、その当選
に基づく第２特別図柄に係る始動入賞装置４３２の進入許容状態において遊技球が始動入
賞装置４３２へ進入しなければならない。通常遊技状態における普通図柄に係る当りの当
選確率は時短遊技状態における当選確率と同一であるが、通常遊技状態における当りの当
選に基づく始動入賞装置４３２の進入許容状態の滞在時間（例えば、約０．１秒×１回）
が時短遊技状態における滞在時間（例えば、約４．８秒×３回）に比べて極めて短く設定
されているために、通常遊技状態において、第２特別図柄抽選を受けられる単位時間当り
の頻度は、第１特別図柄抽選を受けられる単位時間当りの頻度よりも大幅に小さい。また
、時短遊技状態において第２特別図柄抽選を経由して特別遊技状態へ移行した場合には時
短遊技状態へ移行する確率（例えば、６６／１００）は比較的に高く設定されているが、
通常遊技状態において第２特別図柄抽選を経由して特別遊技状態へ移行したとしても時短
遊技状態へ移行する確率（例えば、０／１００）は極めて低く設定されている。また、時
短遊技状態において第１特別図柄抽選を経由して特別遊技状態へ移行した場合と第２特別
図柄抽選を経由して特別遊技状態へ移行した場合とで、その特別遊技状態後に時短遊技状
態へ移行する確率は略同一（例えば、約２／３）に設定されている。更に、時短遊技状態
において、始動入賞装置４３２や上大入賞装置４３４への頻繁な遊技球の進入が期待でき
るために、それらの進入に基づいて獲得する遊技球によって、遊技者は、少なくとも遊技
球を大幅に減らすことなく遊技を行える。
【００９８】
　したがって、通常遊技状態においては、第１特別図柄に係る大当りの当選確率と第２特
別図柄に係る大当りの当選確率とは同一であるが、上述のように、通常遊技状態における
第１特別図柄に係る単位時間当りの抽選頻度が第２特別図柄に係る単位時間当りの抽選頻
度よりも大幅に大きいために、遊技者は、第１特別図柄抽選における大当りの当選、特に
、時短大当りの当選を目指して遊技することとなる。一方、時短遊技状態においては、第
１特別図柄に係る大当りの当選確率と第２特別図柄に係る大当りの当選確率とが同一であ
ったとしても、上述のように、通常遊技状態の場合とは逆に、第２特別図柄に係る単位時
間当りの抽選頻度が第１特別図柄に係る単位時間当りの抽選頻度よりも大きく、更に、第
２特別図柄に係る小当りの当選率（例えば、４４０／４４３）が極めて高くかつその小当
りの当選ごとに特別遊技状態へ移行する可能性（例えば、特定通路６０Ｅへの振分率；約
１／５）があるために、第２特別図柄抽選において大当りや小当りに当選することを目指
して遊技することとなる。具体的には、遊技盤４００（図６及び図７参照）の構造から分
かるように、主に中央構造体４２０の左側から遊技球を流下させる遊技手法（左打ち遊技
手法）と、主に中央構造体４２０の右側から遊技球を流下させる遊技手法（右打ち遊技手
法）とが選択的に行える構成となっており、遊技者は、通常遊技状態においては、左打ち
遊技手法によって遊技を行い、時短遊技状態に移行した後は、右打ち遊技手法によって遊
技を行うこととなる。また、遊技盤４００の構造から分かるように、中央構造体４２０の
左側から遊技球を流下させるよりもその右側から遊技球を流下させた方が遊技球は下大入
賞装置４３３に効率よく誘導されるために、特別遊技状態においても右打ち遊技手法によ
って遊技を行うこととなる。
【００９９】
　後ブロック１０４について説明する。図１２及び図１３は、それぞれ、遊技機の一例を
表す斜視図及び背面図である。後ブロック１０４は、図１２及び図１３に示されたように
、基体５０１と、中間ブロック１０３に対して基体５０１を開閉自在に支持する支持機構
（図示せず）と、基体５０１に取着され、遊技機固定設備（図示せず）から供給される遊
技球を貯留する遊技球タンク５１０と、遊技球タンク５１０の下流側において基体５０１
に取着され、積層貯留されている遊技球を２条に整流させると共に１段に整列させるタン
クレール５２０と、タンクレール５２０の下流側において基体５０１に取着され、タンク
レール５２０から流入した遊技球を誘導するケースレール５３０と、ケースレール５３０
の下流側において基体５０１に取着され、遊技球の払い出しや遊技球の貸し出しを実行す
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る払出装置５４０と、払出装置５４０の下流側において基体５０１に取着され、払出装置
５４０から流出した遊技球を基体５０１に形成された誘導通路（図示せず）に誘導する誘
導部材５５０と、払出装置５４０による遊技球の払い出しや遊技球の貸し出しを制御する
払出制御装置５６０と、外部電力を各種の装置等で必要とする所定の電圧の電力に変換し
て出力すると共に、発射操作装置２５０に対する発射操作に基づく遊技球の射出を主制御
基板９２０と協同して制御する電源・発射制御装置９００と、払出制御装置５６０及び遊
技球貸出装置２９０（図１参照）と遊技機１００の側方に配置されるカードユニット（図
示せず）との間の信号を中継する中継装置９５０とを備えている。
【０１００】
　基体５０１は、樹脂（例えば、ＡＢＳ樹脂）により一体成型されており、略平坦状のベ
ース部５０２と、ベース部５０２よりも後方に突出した保護カバー部５０３とを含んでい
る。保護カバー部５０３は左右側方及び上方が閉鎖されかつ下方の一部のみが開放されて
いる。保護カバー部５０３の背面には、主制御装置３７０及び副制御装置３９０における
発熱の放熱性を向上させる多数の通気孔５０２Ａが形成されている。
【０１０１】
　遊技球タンク５１０は、上方に開口した横長の箱型容器であり、その長手方向の一端か
ら遊技機固定設備の球循環装置（図示せず）から供給される遊技球が逐次補給される。遊
技球タンク５１０における遊技球の供給される側と異なる長手方向の一端の底面には開口
（図示せず）が形成されている。遊技球タンク５１０の底面は長手方向に緩やかに傾斜し
、遊技球タンク５１０に供給された遊技球は開口側に自重によって移動する。また、長手
方向と直交する方向（前後方向）に対して更に穏やかに傾斜し、前方側（基体５０１への
取り付け面側）に優位に遊技球を誘導する。また、遊技球タンク５１０には、球循環装置
から遊技球の供給される一端から中央近傍にかけて少なくとも一部の底部を覆う帯電防止
板５１１（図８のみ）が取着されており、帯電防止板５１１は接地電位に接続されている
。
【０１０２】
　タンクレール５２０は、遊技球タンク５１０の下方に取り付けられ、タンクレール５２
０には遊技球タンク５１０の開口を通して遊技球が流入する。タンクレール５２０は、仕
切り片（図示せず）によって仕切られた２列（２条）の樋状通路（図示せず）を形成する
桶状部材５２１と、桶状部材５２１に対して回動自在に軸支され桶状部材５２１を流下す
る遊技球の球詰まりを防止させながら２条に整流させると共に１段に整列させる一対の整
流部材５２２とを備えている。各樋状通路５２１は、下流側に向けて緩やかに傾斜してお
り、遊技球タンク５１０から流入した側と長手方向の反対側へ遊技球を誘導する。整流部
材５２２は遊技球との接触によって振り子のように動作する。
【０１０３】
　ケースレール５３０は、保護カバー部５０３の一側面部に沿うように縦向きに配置され
ており、タンクレール５２０からの遊技球が流入する。ケースレール５３０には、遊技球
が勢いよく流れないように波状のうねりをもって前後左右に湾曲する２条の球通路（図示
せず）が形成されている。また、球通路の上流側には、球切れ検出スイッチ５３９が取着
されている。球切れ検出スイッチ５３９は、ケースレール５３０の内部に遊技球が十分に
ないこと、つまりケースレール５３０よりも上流側で球詰りが発生してケースレール５３
０に遊技球が補給されていないこと等を検出する。
【０１０４】
　払出装置５４０は、遊技球を送り出す送出機構５４１と、送出機構を駆動する払出モー
タ５４２とを備えている。払出制御装置５６０による制御に基づく払出モータ５４２の作
動に応じて、２条の球通路に貯留されている遊技球を交互に放出する。
【０１０５】
　払出制御装置５６０は、払出制御基板９３０と、払出制御基板９３０を収容する基板ケ
ースとを備えており、払出制御基板９３０は、主制御基板９２０と同様に、開封の痕跡を
残さずに開封できないように基板ケースによって実質的に封止されている。
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【０１０６】
　〔電気的な構成及び各種制御処理〕
　次に、遊技機１００の電気的構成について説明する。図１４は、遊技機の電気的構成の
一例を表すブロック図である。遊技機１００は、図１４に示されたように、電源・発射制
御装置９００、電源監視基板９１０、主制御基板９２０、払出制御基板９３０、副制御基
板９４０等の制御回路装置を備えている。なお、図１４において、各種の信号を中継する
だけの中継回路装置については省略している。以下に、これらの主要な制御回路装置を個
別に詳細に説明する。
【０１０７】
　電源・発射制御装置９００は、遊技機１００の各部に電源供給路（図中の破線）を介し
て所定の電圧の電力を供給する電源部９０１と、発射操作装置２５０の操作に応じて発射
装置３３０の駆動を制御する発射制御部９０２と、初期化スイッチ９０７からの初期化信
号や球溢れ検出スイッチ２４９からの球溢れ信号を中継する信号中継部９０３とを備えて
いる。
【０１０８】
　電源部９０１は、外部より供給される外部電力（例えば、交流２４ボルト）を取り込ん
で内部電力（例えば、直流２４ボルト）に変換すると共に、その内部電力から各種のソレ
ノイドや各種のモータ等の機器を駆動するための駆動用電圧（例えば、直流１２ボルト）
の電力、各種のスイッチを駆動したり制御処理を実行したりするための制御用電圧（例え
ば、直流５ボルト）の電力、主制御基板９２０のＲＡＭ及び払出制御基板９３０のＲＡＭ
の内容を保持させるためのバックアップ用電圧の電力等を生成して、電源監視基板９１０
、主制御基板９２０、払出制御基板９３０、副制御基板９４０等に供給する。具体的には
、電源監視基板９１０に対して内部電力、駆動用電圧、制御用電圧及びバックアップ電圧
の電力が供給され、主制御基板９２０に対して駆動用電圧、制御用電圧及びバックアップ
電圧の電力が電源監視基板９１０の電源監視部９１１を介して供給され、払出制御基板９
３０に対して駆動用電圧、制御用電圧及びバックアップ電圧の電力が直接的に供給され、
副制御基板９４０に対して駆動用電圧及び制御用電圧の電力が直接的に供給され、発射制
御部９０２に対して駆動用電圧及び制御用電圧の電力が供給される。電源部９０１には、
電源スイッチ９０９が接続されており、電源スイッチ９０９がオフ状態である場合には外
部電力の取り込みが停止される。なお、電源スイッチ９０９をオフ状態にしたり、電源ス
イッチ９０９を介して電源部９０１に接続される電源プラグ（図示せず）を外部電力の供
給コンセント（図示せず）から抜脱したりすることによって遊技機１００の内部への電力
の供給が停止している状態や、外部電力自体の供給が停止している状態を「停電状態」と
総称する。電源部９０１は、停電状態への移行後においても所定の期間にわたり制御用電
圧の電力を正常に出力するように構成されている。これによって、主制御基板９２０及び
払出制御基板９３０は、現在の制御状態に復帰できるように状態を保存して制御を終了さ
せることができる。
【０１０９】
　発射制御部９０２は、主制御基板９２０と協同して、発射装置２５０（図１参照）の球
送りソレノイド３３２及び発射ソレノイド３３４の駆動を制御する。なお、球送りソレノ
イド３３２及び発射ソレノイド３３４は、所定条件が整っている場合に作動が許可される
。具体的には、遊技者が発射ハンドル２５２（図１参照）に触れていることが接触センサ
２５４からの接触センサ信号に基づいて検知されていること、発射を停止させるための発
射停止スイッチ２５５が操作されていないことを条件に、発射制御部９０２はオン状態の
発射許可信号を主制御基板９２０に出力する。また、発射許可信号と発射異常信号とに基
づいて主制御基板９２０は発射ソレノイド制御信号及び球送りソレノイド制御信号を発射
制御部９０２に出力する。発射制御部９０２は、オン状態の球送り制御信号に基づいて球
送りソレノイド３３２を作動させ、オン状態の発射ソレノイド制御信号の受信と可変抵抗
器２５３の抵抗値とに基づいて発射ソレノイド３３４を作動させる。これによって、発射
装置２５０から可変抵抗器２５３の抵抗値（発射ハンドル２５２の回転操作量）に応じた
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強さで遊技球が順次に発射される。
【０１１０】
　信号中継部９０３は、初期化スイッチ９０７が押下された場合に、主制御基板９２０へ
オン状態の初期化信号を出力する。なお、主制御基板９２０においては、オン状態の初期
化信号の受信に応じて主制御基板９２０のＲＡＭに保存された保存情報が初期化されるこ
ととなる。また、信号中継部９０３は、球溢れ検出スイッチ２４９が遊技球を検出した場
合に、主制御基板９２０へオン状態の球溢れ信号を出力する。なお、主制御基板９２０に
おいては、オン状態の球溢れ信号の検知に基づいて払出制御基板９３０に低速払出信号を
出力することとなり、低速払出信号を受信した払出制御基板９３０は、払出モータ５４２
の回転速度（払出装置５４０からの遊技球の払出速度）を低速化させることとなる。逆に
、オフ状態の球溢れ信号の検知に基づいて払出制御基板９３０に高速払出信号を出力する
こととなり、高速払出信号を受信した払出制御基板９３０は、払出モータ５４２の回転速
度を高速化させることとなる。
【０１１１】
　電源監視基板９１０は、電源・発射制御装置９００からの電力供給状態を監視し、停電
状態への移行に応じて、主制御基板９２０及び払出制御基板９３０へ停電信号を出力する
電源監視部９１１と、電源・発射制御装置９００と主制御基板９２０との間の電力供給及
び各種の信号の伝達を中継する信号中継部９１２とを含んでいる。電源監視部９１１は、
具体的には、電源部９０１から出力される最大電圧である直流安定２４ボルトの電圧を監
視しており、この電圧が２２ボルト未満である状態が所定の時間だけ継続した場合に停電
状態であると判断して、オン状態の停電信号を主制御基板９２０及び払出制御基板９３０
へ出力する。主制御基板９２０及び払出制御基板９３０は、オン状態の停電信号の受信に
よって停電状態への移行を認識することとなる。
【０１１２】
　主制御基板９２０は、遊技機１００の動作を統括的に制御する。主制御基板９２０には
、１チップマイコンとしてのＭＰＵ（図示せず）が搭載されている。ＭＰＵは、演算処理
装置としてのＣＰＵ（図示せず）と、ＣＰＵにより実行される各種の制御プログラムや固
定データを記憶したＲＯＭ（図示せず）と、制御プログラムの実行に際して一時的に各種
のデータ等を記憶するＲＡＭ（図示せず）とを含んでいる。主制御基板９２０には、その
他、タイマ回路（図示せず）、カウンタ回路（図示せず）、クロック発生回路（図示せず
）、信号送受信回路（図示せず）等の各種回路が搭載されている。主制御基板９２０のＲ
ＡＭは、停電状態への移行後においても電源・発射制御装置９００からのバックアップ電
圧の電力供給によって内部データを維持（バックアップ）できる構成となっている。
【０１１３】
　払出制御基板９３０は、主制御基板９２０からの指示に応じた払出装置５４０による遊
技球の払い出し動作や遊技球貸出装置２９０の操作に応じた払出装置５４０による遊技球
の貸し出し動作を制御する。払出制御基板９３０は、主制御基板９２０と同様に、ＣＰＵ
（図示せず）、ＲＯＭ（図示せず）及びＲＡＭ（図示せず）を含む１チップマイコンとし
てのＭＰＵ（図示せず）、タイマ回路（図示せず）、カウンタ回路（図示せず）、クロッ
ク発生回路（図示せず）、信号送受信回路（図示せず）等の各種回路が搭載されている。
払出制御基板９３０のＲＡＭも、主制御基板９２０のＲＡＭと同様に、停電状態において
も内部データを維持できる構成となっている。
【０１１４】
　副制御基板９４０は、主制御基板９２０からの指示に基づいて、各種の演出装置や各種
の発光装置や各種の音響装置等の動作を制御する。
【０１１５】
　（主制御基板における制御処理）
　主制御基板９２０によって実行される各種の制御処理について説明する。主制御基板９
２０における制御処理は、大別すると、停電状態からの復帰に伴い起動されるメイン処理
と、定期的に（本形態では４ｍｓ（ミリ秒）」周期で）メイン処理に割込みをかけて実行



(27) JP 5700208 B2 2015.4.15

10

20

30

40

50

されるタイマ割込み処理とで構成されている。
【０１１６】
　主制御基板９２０によって実行されるメイン処理について説明する。図１５は主制御基
板のメイン処理の一例を表すフローチャートである。主制御基板９２０のメイン処理（図
中では「主制御メイン処理」と略記）において、図１５に示されたように、まず、主制御
基板９２０の立ち上げや各種の情報を初期設定するための一連の制御開始処理（Ｓ１００
１～Ｓ１０２０）が一度だけ実行され、その後は、割込みを禁止する割込み禁止処理Ｓ１
０２１と、特別図柄に係る当選乱数初期値カウンタ（ＲＡＭの一部の領域）、特別図柄に
係る大当り図柄乱数初期値カウンタ（ＲＡＭの一部の領域）、特別図柄に係る小当り図柄
乱数初期値カウンタ（ＲＡＭの一部の領域）、普通図柄に係る当選乱数初期値カウンタ（
ＲＡＭの一部の領域）及び普通図柄に係る当選乱数初期値カウンタ（ＲＡＭの一部の領域
）の値を更新する乱数初期値更新処理Ｓ１０２２と、変動時間や変動パターン等を決定す
るための第１の変動種別カウンタ～第４の変動種別カウンタ（ＲＡＭの一部の領域）の値
を更新する変動用カウンタ更新処理Ｓ１０２３と、割込みを許可する割込み許可処理Ｓ１
０２４とが繰り返し実行される。なお、タイマ割込みの要求が発生した場合には、割込み
許可処理Ｓ１０２４の直後にタイマ割込み処理が実行される。
【０１１７】
　制御開始処理において、まず、プログラムの実行を制御するスタックポインタ（ＲＡＭ
の一部の領域）に初期値を設定するプログラム開始処理Ｓ１００１と、割込みモードを設
定する割込みモード設定処理Ｓ１００２と、払出制御基板９３０及び副制御基板９４０等
が立ち上がるまで所定の時間だけ待機する立上待機処理Ｓ１００３とが実行される。その
後、電源・発射制御装置９００の初期化スイッチ９０７からの初期化信号の出力状態の判
定Ｓ１００４、停電情報（ＲＡＭの一部の領域）の値の判定Ｓ１００５及び保存情報の記
憶状態の判定Ｓ１００７に基づいてＲＡＭの実質的に全領域の情報を消去する否かが判定
される。なお、保存情報の記憶状態は、ＲＡＭの所定の範囲の記憶領域に対するチェック
サム値を算出して（Ｓ１００６）、その現在のチェックサム値と前回の停電状態への移行
に伴い停電情報更新処理Ｓ１１０２において算出されたチェックサム値の２の補数である
ＲＡＭ判定値との排他的論理和が「０」であるか否か（Ｓ１００７）によって現在のチェ
ックサム値と停電状態への移行時のチェックサム値とが同一であるか否かが判定される。
初期化信号がオン状態である場合（Ｓ１００４：Ｙ）や停電情報が停電状態への移行時に
保存情報を保存して終了したことを表す所定の停電値でない場合（Ｓ１００５：Ｎ）や保
存情報が正常に保持されていない場合（Ｓ１００７：Ｎ）には、ＲＡＭの実質的に全領域
の情報を消去するＲＡＭクリア処理Ｓ１００８が実行される。また、主制御基板９２０に
接続されている各種の装置を初期化するハードウェア初期化処理Ｓ１００９が実行され、
また、停電情報が停電値である場合（Ｓ１０１０：Ｎ）には、保持情報の復帰を含め各種
の情報を初期設定するＲＡＭ復帰設定処理Ｓ１０１１とその設定完了を表す復帰コマンド
を設定する復帰コマンド設定処理Ｓ１０１２とが実行され、一方、停電情報が停電値でな
い場合（Ｓ１０１０：Ｙ）には、保持情報の復帰は行わずに各種の情報を初期設定するＲ
ＡＭ初期設定処理Ｓ１０１３とその設定完了を表す初期化コマンドを設定する初期化コマ
ンド設定処理Ｓ１０１４とが実行される。ＲＡＭ復帰設定処理Ｓ１０１１における保持情
報の復帰によって、前回の停電状態への移行直前の制御状態に復帰することとなる。なお
、ＲＡＭ復帰設定処理Ｓ１０１１及びＲＡＭ初期設定処理Ｓ１０１３において、停電情報
も停電値と異なる所定の通電値に設定され、また、前回の停電状態への移行直前において
不正検知エラー等の各種のエラー状態が発生していたとしてもそれらのエラー状態は全て
解除される。また、復帰コマンドや初期化コマンドが主制御基板９２０から払出制御基板
９３０及び副制御基板９４０の双方に出力されることとなり、復帰コマンドや初期化コマ
ンドを受信した払出制御基板９３０及び副制御基板９４０の各々においても所定の初期化
処理が実行されることとなる。
【０１１８】
　また、スイッチ異常信号の出力状態が判定され（Ｓ１０１５）、オン状態である場合（
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Ｓ１０１５：Ｙ）には、接続異常コマンドを設定する接続異常コマンド設定処理Ｓ１０１
６が実行される。なお、接続異常コマンドは副制御基板９４０に出力されることとなり、
副制御基板９４０は、そのコマンドの受信に基づいて接続異常の発生状態であることを装
飾図柄表示装置４７９に報知させることとなる。また、時短状態であるか非時短状態であ
るかが判定され（Ｓ１０１７）、時短状態である場合（Ｓ１０１７：Ｙ）には時短コマン
ドを設定する時短コマンド設定処理Ｓ１０１８が実行され、一方、非時短状態である場合
（Ｓ１０１７：Ｎ）には時短コマンドを設定する非時短コマンド設定処理Ｓ１０１９が実
行される。また、特別図柄に係る当選乱数カウンタ（ＲＡＭの一部の領域）の値を初期化
する乱数初期設定処理Ｓ１０２０が実行される。
【０１１９】
　主制御基板９２０によって実行されるタイマ割込み処理について説明する。図１６は、
主制御基板によって実行されるタイマ割込み処理を示したフローチャートである。主制御
基板９２０のタイマ割込み処理（図中では「主制御割込み処理」と略記）では、図１６に
示されたように、まず、タイマ割込みを開始させるための割込み開始処理Ｓ１１０１が実
行される。具体的には、割込み制御レジスタに所定の値が設定される。その後に、遊技機
１００の実質的な制御に係る停電情報更新処理Ｓ１１０２～外部情報設定処理Ｓ１１２１
が順次に実行される。最後に、次回のタイマ割込みを許可するタイマ割込み許可処理が実
行されて、今回のタイマ割込み処理が終了する。但し、各種の不正の検知に基づいて遊技
進行が停止されている場合（Ｓ１００７：Ｙ）には、制御信号出力処理Ｓ１１０８～外部
情報設定処理Ｓ１１２１は実行されない。以下において、各種の主要な処理について個別
に説明する。
【０１２０】
　停電情報更新処理Ｓ１１０２において、電源監視装置９１０の電源監視部９１１から出
力されている停電信号の出力状態に基づいて停電情報（ＲＡＭの一部の領域）の値が更新
される。具体的には停電信号の出力状態が３度に亘り確認され、３度ともオン状態の停電
信号が検出された場合に停電状態であると判定され、停電情報の値がＲＡＭ復帰設定処理
Ｓ１０１１及びＲＡＭ初期設定処理Ｓ１０１３において設定された通電値から所定の停電
値に変更される。一方、停電状態であると判定されなかった場合には、停電情報は通電値
に維持される。また、停電情報が停電値に変更された場合には、ＲＡＭの所定の範囲の記
憶領域に対するチェックサム値を算出し、そのチェックサム値の２の補数をＲＡＭ判定値
として設定する。
【０１２１】
　乱数更新処理Ｓ１１０３において、特別図柄に係る当選乱数カウンタ、大当り図柄乱数
カウンタ、小当り図柄乱数カウンタ、停止パターン選択カウンタ及び普通図柄に係る当選
乱数カウンタが更新される。具体的には、特別図柄に係る当選乱数カウンタの値が、規定
最大値（例えば、「５７６」）と異なる値である場合には、現在値より「１」だけ大きい
値に変更され、特別図柄に係る当選乱数カウンタの値が規定最大値である場合には、規定
最小値（「０」）に変更される。但し、変更後の値が特別図柄に係る当選乱数カウンタに
対する循環初期値と同一の値となる場合には、特別図柄に係る当選乱数カウンタの値が、
特別図柄に係る当選乱数初期値カウンタと同一の値に設定され、また、循環初期値も当選
乱数初期値カウンタと同一の値に設定される。大当り図柄乱数カウンタ、小当り図柄乱数
カウンタ、停止パターン選択カウンタ及び普通図柄に係る当選乱数カウンタについても、
規定最大値や規定最小値がそれらのカウンタに固有の値であること及びそれらのカウンタ
ごとの循環初期値に基づく初期設定においてそれらのカウンタに固有の初期値カウンタが
参照される以外は特別図柄に係る当選乱数カウンタの場合と同様にして更新される。なお
、特別図柄に係る当選乱数カウンタと特別図柄に係る当選乱数初期値カウンタとは値の範
囲が同一であり、大当り図柄乱数カウンタと大当り図柄乱数初期値カウンタとは値の範囲
が同一であり、小当り図柄乱数カウンタと小当り図柄乱数初期値カウンタとは値の範囲が
同一であり、普通図柄に係る当選乱数カウンタと普通図柄に係る当選乱数初期値カウンタ
とは値の範囲が同一である。
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【０１２２】
　乱数初期値更新処理Ｓ１１０４において、特別図柄に係る当選乱数初期値カウンタ、大
当り図柄乱数初期値カウンタ、小当り図柄乱数初期値カウンタ及び普通図柄に係る当選乱
数初期値カウンタが更新される。具体的には、特別図柄に係る当選乱数初期値カウンタの
値が規定最大値（例えば、「５７６」）と異なる値である場合には、現在値より「１」だ
け大きい値に変更され、特別図柄に係る当選乱数初期値カウンタの値が規定最大値である
場合には、規定最小値（「０」）に変更される。特別図柄に係る図柄乱数初期値カウンタ
及び普通図柄に係る当選乱数初期値カウンタについても、規定最大値や規定最小値がそれ
らのカウンタに固有の値であること以外は、特別図柄に係る当選乱数初期値カウンタの場
合と同様にして更新される。
【０１２３】
　変動用カウンタ更新処理Ｓ１１０５において、変動時間や変動パターン等を決定するた
めの第１の変動種別カウンタ～第４の変動種別カウンタの値が更新される。具体的には、
第１の変動種別カウンタの値が規定最大値（例えば、「１８７」）と異なる値である場合
には、現在値より「１」だけ大きい値に変更され、特別図柄に係る当選乱数初期値カウン
タの値が規定最大値である場合には、規定最小値（「０」）に変更される。第２の変動種
別カウンタ～第４の変動種別カウンタについても、規定最大値や規定最小値がそれらのカ
ウンタに固有の値であること以外は、第１の変動種別カウンタの場合と同様にして更新さ
れる。
【０１２４】
　遊技停止判定処理Ｓ１１０６において、不正検知情報が不正検知値である場合には、遊
技停止値に更新されると共に、遊技進行を停止させるための各種の情報が設定される。一
方、不正検知情報が不正検知値でない場合や既に遊技停止値である場合には、実質的な処
理は実行されずに遊技停止判定処理Ｓ１１０６は終了する。なお、不正検知情報は、不正
検知処理Ｓ１１１１において各種の不正の発生が検知された場合に不正検知値に設定され
る。また、判定処理Ｓ１１０７においては、不正検知情報が遊技停止値であるか否かによ
って遊技停止中であるか否かが判定される。
【０１２５】
　制御信号出力処理Ｓ１１０８において、出力バッファに格納された制御データに基づい
て、第１の特別図柄に係る特別図柄表示装置４７１、第２の特別図柄に係る特別図柄表示
装置４７２及び普通図柄に係る普通図柄表示装置４７３等の各種の報知装置を制御する信
号が出力される。また、出力バッファに格納された制御データに基づいて、球送りソレノ
イド３３２、発射ソレノイド３３４、各種の進入規制ソレノイド４６２，４６３，４６４
、誘導規制モータ４２３等の各種のアクチュエータを制御する信号が出力される。
【０１２６】
　スイッチ読込処理Ｓ１１０９において、中始動入賞スイッチ４４１、右始動入賞スイッ
チ４４２、下大入賞スイッチ４４３、上大入賞スイッチ４４４、始動スイッチ４４６及び
一般入賞スイッチ４４９Ａ，４４９Ｂの各々からの信号状態が読み込まれて、各種のスイ
ッチによる遊技球の検出状態の変化が検知される。具体的には、スイッチ読込処理Ｓ１０
０９において、各種のスイッチからの信号状態が所定の時間間隔を隔てて２度に亘り入力
バッファ（ＲＡＭの一部の領域）に読み込まれ、各種のスイッチからの信号ごとに、１回
目に読み込まれた信号状態（以下において「第１の信号状態」と略記する）と、２回目に
読み込まれた信号状態（以下において「第２の信号状態」と略記する）と、前回のタイマ
割込みで検知された検出状態（以下において「前回の検出状態」と略記する）とに基づい
て、各種のスイッチの検出状態の変化が検知される。更に具体的には、各スイッチに対し
て、前回の検出状態がオフ状態である場合において、第１の信号状態がオン状態であり、
第２の信号状態がオン状態である場合にオン状態移行と判断されて、スイッチの種類に応
じた検出フラグ（ＲＡＭの一部の領域）が設定される。
【０１２７】
　タイマ更新処理Ｓ１１１０において、特別図柄関連制御タイマ、普通図柄関連制御タイ
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マ、上大入賞制御タイマ、不正下大入賞監視遅延タイマ、不正上大入賞監視遅延タイマ、
整合エラー解除遅延タイマ、振動センサ遊技停止監視タイマ及び電波センサ監視遅延タイ
マ等の各種のタイマ（ＲＡＭの所定の領域）が更新される。具体的には、特別図柄関連制
御タイマの値が所定の解除値（例えば「０」）でない場合には、現在値から「１」だけ減
じた値に変更され、現在の値が解除値である場合には解除値に維持される。
【０１２８】
　不正検知処理Ｓ１１１１において、各種の入賞装置に強制的に遊技球を進入させたり、
各種の入賞装置に強制的に作動させたりするような不正行為が検知される。具体的には、
図１７に示されたように、上大入賞装置４３４の進入規制機構４５４が進入禁止姿勢であ
るか進入許容姿勢であるかを検知する開閉センサ４９４からの信号に基づいて、進入規制
機構４５４を上進入規制切換ソレノイド４６４の作動に基づかずに強制的に進入許容姿勢
に移行させる不正行為が検知され、上大入賞装置４３４の振分機構４５５が非誘導姿勢で
あるか誘導姿勢であるか検知する振分センサ４９５からの信号に基づいて、振分機構４５
５を上振分切換ソレノイド４６５の作動に基づかずに強制的に誘導姿勢に移行させる不正
行為が検知される（Ｓ１２０１）。また、振動誘導監視期間における上大入賞スイッチ４
４４、非特定通路スイッチ４４７及び特定通路スイッチ４４８の検出フラグの設定状況に
基づいて、遊技機１００への不正な振動によって特定通路６０Ｅに遊技球を強制的に誘導
する不正行為が検知される（Ｓ１２０２）。なお、振動誘導監視期間であるか否かは後述
の振動センサ監視処理Ｓ１２０５において決定される。また、電波を検出する電波センサ
４９３からの信号に基づいて、進入規制機構４５４を進入許容姿勢に移行させるように上
進入規制切換ソレノイド４６４を強制的に作動させる不正行為が検知される（Ｓ１２０３
）。また、磁気を検出する磁気センサ４９１からの信号に基づいて、始動入賞装置４３１
、上大入賞装置４３４等の各種の入賞装置に遊技球を磁気的作用によって強制的に誘導し
たり、上大入賞装置４３４における特定通路６０Ｅに遊技球を強制的に誘導したりする不
正行為が検知される（Ｓ１２０４）。振動を検出する振動センサ４９２からの信号に基づ
いて、振動誘導監視期間とするか否かが決定される（Ｓ１２０５）。また、正常な遊技に
おいて実質的に右始動入賞スイッチ４４２によって遊技球が検出されることのない期間に
おける右始動入賞スイッチ４４２の検出フラグの設定状況に基づいて、始動入賞装置４３
２に遊技球を強制的に進入させたり、右始動入賞スイッチ４４２を強制的に感知させたり
する不正行為が検知される（Ｓ１２０６）。また、正常な遊技において実質的に上大入賞
スイッチ４４４によって遊技球が検出されることのない期間における上大入賞スイッチ４
４４の検出フラグの設定状況に基づいて、上大入賞装置４３４に遊技球を強制的に進入さ
せたり、上大入賞スイッチ４４４を強制的に感知させたりする不正行為が検知される（Ｓ
１２０７）。また、正常な遊技において実質的に下大入賞スイッチ４４３によって遊技球
が検出されることのない期間における下大入賞スイッチ４４３の検出フラグの設定状況に
基づいて、下大入賞装置４３３に遊技球を強制的に進入させたり、下大入賞スイッチ４４
３を強制的に感知させたりする不正行為が検知される（Ｓ１２０８）。
【０１２９】
　ここで、不正下大入賞監視処理Ｓ１２０８について更に詳細に説明する。不正下大入賞
監視処理Ｓ１２０８において、不正下大入賞監視遅延タイマが解除されており、かつ、特
別図柄関連状態識別値が下大入賞装置４３３の進入許容状態中の制御状態を表す「４」で
ない場合（Ｓ１３０１：Ｎ，Ｓ１３０２：Ｎ）であって、下大入賞スイッチ４４３の検出
フラグが設定されている場合には（Ｓ１３０３：Ｎ）、下大入賞スイッチ４４３の検出フ
ラグが解除され（Ｓ１３０４）、不正検知カウンタ（ＲＡＭの所定の領域）が現在値より
「１」だけ大きい値に更新され（Ｓ１３０５）、また、不正検知コマンドが設定される（
Ｓ１３０６）。
【０１３０】
　図１６に示された入賞検知応答処理Ｓ１１１２において、図１９に示されたように、中
始動入賞スイッチ４４１による遊技球の検出に基づいて中始動入賞カウンタ（ＲＡＭの所
定の領域）及び第１払出カウンタ（ＲＡＭの所定の領域）が更新され（Ｓ１４０１）、右
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始動入賞スイッチ４４２による遊技球の検出に基づいて第１払出カウンタが更新され（Ｓ
１４０２）、上大入賞スイッチ４４４による遊技球の検出に基づいて上大入賞カウンタ（
ＲＡＭの所定の領域）及び第１払出カウンタが更新され（Ｓ１４０３）、下大入賞スイッ
チ４４３による遊技球の検出に基づいて第２払出カウンタ（ＲＡＭの所定の領域）が更新
され（Ｓ１４０４）、一般入賞スイッチ４４９Ａ，４４９Ｂのいずれかによる遊技球の検
出に基づいて第２払出カウンタが更新される（Ｓ１４０５）。また、始動スイッチ４４６
による遊技球の検出に基づいて始動スイッチ４４６の検出フラグが設定されている場合（
Ｓ１４０６：Ｎ）には、右打コマンドが設定される（Ｓ１４０７）。また、中始動入賞ス
イッチ４４１による遊技球の検出に基づいて中始動入賞スイッチ４４１の検出フラグが設
定されている場合（Ｓ１４０８：Ｎ）には、左打コマンドが設定される（Ｓ１４０９）。
【０１３１】
　図１６に示された発射制御処理Ｓ１１１３において、発射装置３３０による遊技球の発
射を制御するための発射関連情報が更新される。具体的には、球送り機構３３１を駆動す
る球送りソレノイド３３２の作動フラグ及び発射機構３３３を駆動する発射ソレノイド３
３４の作動フラグが更新される。
【０１３２】
　入力信号監視処理Ｓ１１１４において、払出制御基板９３０を介した開閉検出スイッチ
１０８からの信号の出力状態に基づいて、外枠１０１に対して中間ブロック１０３が開放
されているか閉鎖されているか否かが検知される。また、払出制御基板９４０を介した開
閉検出スイッチ１０９からの信号の出力状態に基づいて、中間ブロック１０３に対して前
ブロック１０２が閉鎖されているか否かが検知される。
【０１３３】
　払出状態監視処理Ｓ１１１５において、払出制御基板９３０から出力される払出制御状
態を表す情報が監視され、必要に応じて、払出制御状態に応じた各種の払出状態コマンド
が設定される。なお、払出状態コマンドを受信した副制御基板９４０は、払出状態コマン
ドの種類に応じた報知を装飾図柄表示装置４７９及び音響装置２８１，２８２等に実行さ
せることとなる。
【０１３４】
　払出信号出力処理Ｓ１１１６において、必要に応じて、第１払出カウンタ及び第２払出
カウンタの値に基づいて各種の賞球コマンドを設定し、払出制御基板９３０に出力する。
なお、第１払出カウンタ及び第２払出カウンタは、賞球コマンドの設定に応じて更新され
る。
【０１３５】
　特別図柄関連処理Ｓ１１１７において、第１特別図柄に係る単位遊技の権利の保留制御
並びに第１特別図柄及び第２特別図柄に係る単位遊技制御が実行される。具体的には、第
１特別図柄に係る単位遊技の権利の保留制御において、特別図柄保留表示装置４７６の動
作制御が実行される。また、第１特別図柄に係る単位遊技制御において、第１特別図柄に
係る特別図柄表示装置４７１の動作制御が実行され、第１特別図柄抽選において大当りに
当選した場合には、下大入賞装置４３３の動作制御が更に実行される。また、第２特別図
柄に係る単位遊技制御において、第２特別図柄に係る特別図柄表示装置４７２の動作制御
が実行され、第２特別図柄抽選において大当りに当選した場合には、下大入賞装置４３３
の動作制御が更に実行され、一方、第２特別図柄抽選において小当りに当選した場合には
、上大入賞装置４３４の動作制御が更に実行される。更に、大入賞装置４３４の作動中に
おいて所定の条件を満たした場合には、下大入賞装置４３３の動作制御も実行される。
【０１３６】
　普通図柄関連処理Ｓ１１１８において、普通図柄に係る単位遊技の権利の保留制御並び
に普通図柄に係る単位遊技制御が実行される。具体的には、普通図柄に係る単位遊技の権
利の保留制御において、普通図柄保留表示装置４７８の動作制御が実行される。普通図柄
に係る単位遊技制御において、普通図柄に係る普通図柄表示装置４７３の動作制御が実行
され、普通図柄抽選において当りに当選した場合には更に右始動入賞装置４３２の動作制
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御が実行される。
【０１３７】
　表示制御処理Ｓ１１１９において、特別図柄関連処理Ｓ１１１７における第１特別図柄
に係る特別図柄表示装置４７１、第２特別図柄に係る特別図柄表示装置４７２及び特別図
柄保留表示装置４７６等の動作を制御するために更新される各種の情報に基づいて、それ
らの装置を具体的に作動させるための出力データが合成される。なお、合成された出力デ
ータは、次回の割込み処理における制御信号出力処理Ｓ１１０８において各装置に出力さ
れることとなる。
【０１３８】
　モータ制御処理Ｓ１１２０において、中央構造体４２０の誘導規制機構４２１を駆動す
る誘導規制モータ４２３の動作制御が実行される。具体的には、誘導規制モータ４２３と
してのステッピングモータを作動させるための励磁パターンデータが設定される。なお、
設定された励磁パターンデータは、次回の割込み処理における制御信号出力処理Ｓ１１０
８において誘導規制モータ４２３に出力されることとなる。
【０１３９】
　外部情報設定処理Ｓ１１２１において、遊技機１００に電気的に接続されるデータ表示
装置（図示せず）や管理装置（図示せず）等の外部装置に出力する出力データが設定され
る。なお、この出力データは、次回の割込み処理における制御信号出力処理Ｓ１１０８に
おいて各装置に出力されることとなる。
【０１４０】
　ここで、特別図柄関連処理Ｓ１１１７について詳細に説明する。図２０は、特別図柄関
連処理の一例を表すフローチャートである。また、図２９及び図３０は、それぞれ、特別
図柄関連処理における上大入賞装置作動処理の一例の前半部及び後半部を表すフローチャ
ートであり、図３１は、特別図柄関連処理における上大入賞装置停止処理の一例を表すフ
ローチャートである。
【０１４１】
　特別図柄関連処理Ｓ１１１７において、図２０に示されたように、中始動入賞スイッチ
４４１の検出フラグが設定されているか否かが判定され（Ｓ１５０１）、その検出フラグ
が設定されている場合には、中始動入賞処理Ｓ１５０２が実行される。また、特別図柄関
連制御タイマが設定されているか（その値が「０」以外であるか）又は解除されているか
（その値が「０」であるか）が判定されて、特別図柄関連制御タイマが解除されている場
合には、ゼロフラグが設定される。なお、特別図柄変動開始処理Ｓ１５０４～上大入賞装
置停止処理Ｓ１５１２における特別図柄関連制御タイマが設定されているか（作動中）又
は解除されているか（停止中）は、ゼロフラグに基づいて判定される。その後、特別図柄
関連状態識別値に応じて、特別図柄変動開始処理Ｓ１５０４～上大入賞装置停止処理Ｓ１
５１２のいずれか１つが選択的に実行される。ここで、特別図柄関連状態識別値は、第１
特別図柄及び第２特別図柄に係る単位遊技制御の進行段階を識別する値であり、特別図柄
関連制御タイマは、各進行段階における時間制御を行うためのタイマであり、全ての進行
段階において共通で使用される。以下において、主要な処理について処理別に説明する。
【０１４２】
　中始動入賞処理Ｓ１５０２において、第１特別図柄に係る単位遊技の権利の保留数（以
下において「特別図柄保留数」とも略記する）が最大許容数以上でない場合には、特別図
柄保留数が更新され、特別図柄に係る当選乱数カウンタ、大当り図柄カウンタ及び停止パ
ターン選択カウンタから一組の乱数が取得され、また、副制御基板９４０に送信されるこ
ととなる特別図柄保留数の情報を含むコマンドが設定される。
【０１４３】
　特別図柄変動開始処理Ｓ１５０４において、図２１に示されたように、特別図柄保留数
が「０」であるか否かが判定され（Ｓ１６０１）、特別図柄保留数が「０」でない場合（
Ｓ１６０１：Ｎ）には、第１特別図柄に係る単位遊技制御を開始させるために各種の情報
が初期設定される（Ｓ１６０２）と共に、既に取得されている特別図柄に係る当選乱数カ
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ウンタ、大当り図柄カウンタ及び停止パターン選択カウンタに基づく各組の乱数がＲＡＭ
（図示せず）の所定の領域に取得順序を保持して順送りされる（Ｓ１６０３）。これによ
って、最先で取得された一組の乱数が今回の第１特別図柄抽選における当選判定対象に決
定される。一方、特別図柄保留数が「０」である場合（Ｓ１６０１：Ｙ）には、右始動入
賞スイッチ４４２の検出フラグが設定されているか否かが判定され（Ｓ１６０４）、その
検出フラグが設定されている場合（Ｓ１６０４：Ｎ）には、第２特別図柄に係る単位遊技
制御を開始させるために各種の情報が初期設定される（Ｓ１６０５）と共に、特別図柄に
係る当選乱数カウンタ、大当り図柄カウンタ、小当り図柄カウンタ及び停止パターン選択
カウンタから一組の乱数が取得される（Ｓ１６０６）。これによって、取得された一組の
乱数が今回の第２特別図柄抽選における当選判定対象に決定される。
【０１４４】
　また、今回の当選判定対象である一組の乱数のうち当選乱数カウンタから取得された乱
数に基づいて当選判定が行われる（Ｓ１６０７）。具体的には、第１特別図柄に係る単位
遊技制御においては、大当りであるかハズレであるかが決定され、大当りである場合には
、大当りフラグ（ＲＡＭの所定の領域）が設定されると共に、今回の当選判定対象である
一組の乱数のうち大当り図柄カウンタから取得された乱数に基づいて第１特別図柄に係る
停止図柄が非時短大当りに対応する図柄（以下において「非時短大当り図柄」とも略記す
る）及び時短大当りに対応する図柄（以下において「時短大当り図柄」とも略記する）の
いずれであるかが決定される。なお、ハズレである場合には、第１特別図柄に係る停止図
柄が所定のハズレ図柄に決定される。また、第２特別図柄に係る単位遊技制御においては
、大当りであるか小当りであるかハズレであるかが決定され、大当りである場合には、大
当りフラグが設定されると共に、今回の当選判定対象である一組の乱数のうち大当り図柄
カウンタから取得された乱数に基づいて第２特別図柄に係る停止図柄が非時短大当り図柄
であるか時短大当り図柄であるかが決定され、一方、小当りである場合には、小当りフラ
グが設定されると共に、今回の抽選対象である一組の乱数のうち小当り図柄カウンタから
取得された乱数に基づいて通常移行可能小当りに対応する図柄（以下において「通常移行
可能小当り図柄」とも略記する）であるか時短移行可能小当りに対応する図柄（以下にお
いて「時短移行可能小当り図柄」とも略記する）であるかが決定される。なお、ハズレで
ある場合には、第２特別図柄に係る停止図柄が所定のハズレ図柄に決定される。停止図柄
の決定後に、特別図柄の種類及び停止図柄の種類に応じて、大当りの種類を表す停止パタ
ーン識別値、特別遊技状態における遊技態様を表す特別遊技態様識別値、並びに、特別遊
技状態後の遊技状態の態様を表す時短フラグが設定される。
【０１４５】
　また、今回の当選判定対象である一組の乱数のうち停止パターン選択カウンタから取得
された乱数及び新たに第１変動種別カウンタ～第４変動種別カウンタから取得される乱数
に基づいて第１特別図柄や第２特別図柄に係る変動表示時間が決定され、その変動表示時
間に対応する値に特別図柄関連制御タイマが設定され、装飾図柄に係る演出態様を決定す
る変動パターンが選択されて変動コマンドが設定される（Ｓ１６０８）。その後、第１特
別図柄や第２特別図柄の変動表示を開始させるために各種の情報が設定される（Ｓ１６０
９）。このとき、特別図柄関連状態識別値は「１」に変更される。これによって、次回以
降のタイマ割込みにおいては、特別図柄変動表示処理Ｓ１５０５が実行されることとなる
。
【０１４６】
　また、特別図柄保留数が「０」であって右始動入賞スイッチ４４２の検出フラグが設定
されていない場合（Ｓ１６０１：Ｙ，Ｓ１６０４：Ｙ）には、装飾図柄表示装置４７９の
表示を所定のデモンストレーション表示へ変更させるか否かを判定するための処理（Ｓ１
６１０～Ｓ１６１２）が実行される。
【０１４７】
　特別図柄変動表示処理Ｓ１５０５において、第１特別図柄の変動表示制御や第２特別図
柄の変動表示制御が実行される。具体的には、変動表示の開始から変動表示時間が経過し
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ておらず特別図柄関連制御タイマが設定されている場合には、第１特別図柄や第２特別図
柄の変動表示が継続される。なお、副制御装置９４０における変動コマンドの受信によっ
て、特別図柄変動開始処理Ｓ１５０４において選択された変動パターンに応じた変動演出
態様で装飾図柄の演出表示も行われる。一方、変動表示の開始から変動表示時間が経過し
たことによって特別図柄関連制御タイマが解除されている場合には、第１特別図柄や第２
特別図柄の確定表示を開始させるために、第１特別図柄や第２特別図柄に係る停止図柄が
表示図柄として設定され、特別図柄関連制御タイマが所定の確定表示時間に対応する値に
設定され、特別図柄関連状態識別値が「２」に変更される。これによって、次回以降のタ
イマ割込みにおいては、特別図柄確定表示処理Ｓ１５０６が実行されることとなる。
【０１４８】
　特別図柄確定表示処理Ｓ１５０６において、第１特別図柄の確定表示制御や第２特別図
柄の確定表示制御が実行される。具体的には、確定表示の開始から確定表示時間が経過し
ておらず特別図柄関連制御タイマが設定されている場合には、第１特別図柄や第２特別図
柄の確定表示が継続される。なお、副制御装置９４０における変動コマンドの受信によっ
て、特別図柄変動開始処理Ｓ１５０４において選択された変動パターンに応じた確定演出
態様で装飾図柄の演出表示も行われる。一方、確定表示の開始から確定表示時間が経過し
たことによって特別図柄関連制御タイマが解除されている場合には、抽選結果に応じて、
大当りに当選している場合にあっては下大入賞装置４３３の作動制御に移行させるために
各種の情報が更新され、小当りに当選している場合にあっては上大入賞装置４３４の作動
制御に移行させるために各種の情報が更新され、大当りにも小当りにも当選していない場
合にあっては第１特別図柄や第２特別図柄に係る次回の単位遊技制御に移行させるために
各種の情報が更新される。このとき、大当りに当選している場合には、特別図柄関連状態
識別値は「３」に変更され、特別図柄関連制御タイマは下大入賞装置４３４に対する所定
の作動開始待機時間（オープニング時間）に対応する値に設定され、小当りに当選してい
る場合には、特別図柄関連状態識別値は「７」に変更され、ハズレである場合には、特別
図柄関連状態識別値は「０」に変更され、特別図柄関連制御タイマは解除される。特別図
柄関連状態識別値の変更に応じて、次回以降のタイマ割込みにおいて、下大入賞装置作動
開始処理Ｓ１５０７、上大入賞装置作動処理Ｓ１５１１又は特別図柄変動開始処理Ｓ１５
０４が実行されることとなる。また、大当たりフラグが設定されていないときであって時
短遊技状態における最終回の単位遊技制御である場合には、時短遊技状態を終了させて通
常遊技状態に移行させるために各種の情報が更新される。なお、小当りに当選している場
合には、上進入規制ソレノイド４５４の作動フラグが設定されるために、次回のタイマ割
込みにおいて、上大入賞装置４３４が進入許容状態への移行を開始することとなる。
【０１４９】
　ここで、特別図柄確定表示処理Ｓ１５０６について詳細に説明する。特別図柄確定表示
処理Ｓ１５０６において、特別図柄関連制御タイマが設定されているか否かが判定され（
Ｓ１７０１）、特別図柄関連制御タイマが設定されている場合（Ｓ１７０１：Ｙ）には、
確定表示の開始から確定表示時間が経過していないために実質的な処理は実行されずに本
特別図柄確定表示処理Ｓ１５０６が終了する。一方、特別図柄関連制御タイマが設定され
ていない場合（Ｓ１７０１：Ｎ）には、大当りフラグが設定されているか否かが判定され
る（Ｓ１７０２）。大当りフラグが設定されていない場合には（Ｓ１７０２：Ｎ）、変動
選択状態カウンタが更新される（Ｓ１７０３）。また、時短状態カウンタが設定されてい
るか否かが判定されて（Ｓ１７０４）、時短状態カウンタが設定されている場合（Ｓ１７
０４：Ｎ）には、その値が現在値より「１」だけ小さい値に変更される（Ｓ１７０５）。
その後、再度、時短状態カウンタが設定されているか否かが判定されて（Ｓ１７０６）、
時短状態カウンタが解除されている場合（Ｓ１７０６：Ｎ）には、時短遊技状態における
規定回数の最終回の特別図柄に係る単位遊技制御であるために、時短状態フラグが解除さ
れ（Ｓ１７０７）、非時短遊技状態コマンドが設定される（Ｓ１７０８）。時短状態フラ
グの解除によって、時短遊技状態が終了して通常遊技状態に戻ることとなる。また、小当
りフラグが設定されているか否かが判定される（Ｓ１７０９）。
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【０１５０】
　大当りフラグも小当りフラグも設定されていない場合（Ｓ１７０２：Ｎ，Ｓ１７０９：
Ｎ）、つまり、当選判定処理Ｓ１６０７（図２１参照）における抽選結果がハズレであっ
た場合には、特別図柄関連状態識別値が「０」に変更され、特別図柄関連制御タイマが解
除される（Ｓ１７１０）。
【０１５１】
　小当りフラグが設定されている場合（Ｓ１７０２：Ｎ，Ｓ１７０９：Ｙ）、つまり、当
選判定処理Ｓ１６０７（図２１参照）における抽選結果が小当りであった場合には、小当
り当選コマンドが設定される（Ｓ１７１１）と共に、特別図柄関連状態識別値が「７」に
変更され、特別図柄関連制御タイマが小当りに伴い作動する上大入賞装置４３４における
上大入賞スイッチ４４４の最大有効時間に対応する値に設定され、上進入規制ソレノイド
４６４の作動フラグが設定される（Ｓ１７１２）。なお、小当り開始設定処理Ｓ１７１２
においては、更に、上大入賞装置４３４の作動制御に用いられる各種の情報が解除される
。
【０１５２】
　大当りフラグが設定されている場合（Ｓ１７０２：Ｙ）、つまり、当選判定処理Ｓ１６
０７（図２１参照）における抽選結果が大当りであった場合には、遊技状態を特別遊技状
態に移行させるために各種の情報を設定する特別遊技状態移行設定処理Ｓ１７１３が実行
される。具体的には、特別遊技状態移行設定処理Ｓ１７１３において、図２３に示された
ように、特別遊技態様識別値が「１」であるか否かが判定され（Ｓ１０１）、特別遊技態
様識別値が「１」でない場合（Ｓ１０１：Ｙ）、つまり、特別遊技態様識別値が「０」で
ある場合には、特別図柄関連制御タイマが所定の作動開始待機時間に対応する値（ＲＯＭ
の所定の領域に格納）に設定され、最大進入許容時間バッファ（ＲＡＭの所定の領域）が
最大進入許容時間に対応する値（ＲＯＭの所定の領域）に設定され、中間進入禁止時間バ
ッファ（ＲＡＭの所定の領域）が所定の標準進入禁止時間に対応する値（ＲＯＭの所定の
領域）に設定され、最終進入禁止時間バッファ（ＲＡＭの所定の領域）が所定の標準進入
禁止時間に対応する値（ＲＯＭの所定の領域に格納）に設定され、作動終了待機時間バッ
ファ（ＲＡＭの所定の領域）が所定の作動終了待機時間に対応する値（ＲＯＭの所定の領
域に格納）に設定され、大入賞許容カウンタが所定の進入許容状態移行回数（例えば、１
５回）に設定される（Ｓ１０２）。また、特別遊技状態開始コマンドが設定される（Ｓ１
０３）。一方、特別遊技態様識別値が「１」である場合には、特別図柄関連制御タイマが
所定の作動開始待機時間に対応する値に設定され、最大進入許容時間バッファ（ＲＡＭの
所定の領域）が最大進入許容時間に対応する値（ＲＯＭの所定の領域）に設定され、中間
進入禁止時間バッファ（ＲＡＭの所定の領域）が所定の拡張進入禁止時間に対応する値（
ＲＯＭの所定の領域）に設定され、最終進入禁止時間バッファ（ＲＡＭの所定の領域）が
所定の標準進入禁止時間に対応する値（ＲＯＭの所定の領域）に設定され、作動終了待機
時間バッファ（ＲＡＭの所定の領域）が所定の作動終了待機時間に対応する値に設定され
、大入賞許容カウンタが所定の進入許容状態移行回数（例えば、１５回）に設定される（
Ｓ１０４）。なお、第２態様特別遊技状態移行設定処理Ｓ１０４は、中間進入禁止時間バ
ッファの設定値が異なる以外は第１態様特別遊技状態移行設定処理Ｓ１０２と同一の処理
である。また、特別遊技状態開始コマンドが設定され（Ｓ１０５）、特殊特別遊技状態移
行コマンドが設定される（Ｓ１０６）。
【０１５３】
　また、特別遊技状態移行設定処理Ｓ１７１３の後に、図２２に示されたように、特別図
柄関連状態識別値が「３」に変更され、時短状態カウンタが解除され、変動選択状態カウ
ンタが解除され、時短フラグが解除され、特別遊技状態識別値が解除される（Ｓ１７１４
）。
【０１５４】
　また、抽選結果に応じた処理（Ｓ１７１０，Ｓ１７１２，１７１４）の後に、大当りフ
ラグや小当りフラグが解除されると共に、特別図柄の表示制御に用いられた各種の情報が
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解除される（Ｓ１７１５）。
【０１５５】
　下大入賞装置作動開始処理Ｓ１５０７において、下大入賞装置４３３の作動を開始させ
るための処理が実行される。具体的には、図２４に示されたように、確定表示の終了から
作動開始待機時間が経過しておらず特別図柄関連制御タイマが設定されている場合（Ｓ１
８０１：Ｙ）には、待機状態が継続される。一方、確定表示の終了から作動開始待機時間
が経過したことによって特別図柄関連制御タイマが解除されている場合（Ｓ１８０１：Ｎ
）には、特別図柄関連制御タイマが下大入賞装置４３３の各回の最大進入許容時間に対応
する値に設定され（Ｓ１８０２）、特別図柄関連状態識別値が「４」に変更され（Ｓ１８
０３）、下大入賞装置４３３に進入する遊技球の個数を各回の進入許容状態ごとに計測す
る大入賞カウンタが解除され（Ｓ１８０４）、下進入規制ソレノイド４６３の作動フラグ
が設定される（Ｓ１８０５）。これによって、次回のタイマ割込みにおいて下大入賞装置
４３３が初回の進入許容状態への移行を開始し、また、次回以降のタイマ割込みにおいて
、特別図柄関連状態識別値が「４」に変更されたことによって下大入賞許容中処理Ｓ１５
０８が実行されることとなる。また、下大入賞装置４３３を進入許容状態に移行させる残
り回数を表す大入賞許容カウンタが現在の値から「１」だけ減じた値に変更され、下大入
賞装置４３３を進入許容状態に移行させる回数を表す副大入賞許容カウンタが現在の値か
ら「１」だけ加えた値に変更され、変更後の大入賞許容カウンタの値に応じた大入賞許容
コマンドが設定される（Ｓ１８０６）。
【０１５６】
　下大入賞許容中処理Ｓ１５０８において、下大入賞装置４３３が進入許容状態である場
合の処理が実行される。具体的には、図２５に示されたように、下大入賞装置４３３の進
入許容状態への移行の開始から最大進入許容時間が経過しておらず特別図柄関連制御タイ
マが設定されているとき（Ｓ１９０１：Ｎ）であって、下大入賞スイッチ４４３の検出フ
ラグが設定されている場合（Ｓ１９０２：Ｎ）には、大入賞カウンタの値が現在値より「
１」だけ大きい値に変更され（Ｓ１９０３）、変更後の大入賞カウンタの値が規定数（例
えば、１０球）未満である場合（Ｓ１９０４：Ｙ）には、進入許容状態が継続される。一
方、下大入賞装置４３３の進入許容状態への移行の開始から最大進入許容時間が経過した
ことによって特別図柄関連制御タイマが解除されているとき（Ｓ１９０１：Ｙ）又は大入
賞カウンタの値が規定数以上であるとき（Ｓ１９０４：Ｎ）には、特別図柄関連制御タイ
マが、最終回の進入許容状態であり大入賞許容カウンタが「０」である場合にあっては最
終進入禁止時間バッファに格納されている標準進入禁止時間に対応する値に設定され（Ｓ
１９０６）、最終回以外の進入許容状態であり大入賞許容カウンタが「０」でない場合に
あっては中間進入禁止時間バッファに格納されている標準進入禁止時間又は拡張進入禁止
時間に対応する値に設定され（Ｓ１９０７）、特別図柄関連状態識別値が「５」に変更さ
れ（Ｓ１９０８）、下大入賞規制ソレノイド４６３の作動フラグが解除され（Ｓ１９０９
）、不正下大入賞監視遅延タイマが所定の下大入賞監視遅延時間に対応する値に設定され
る（Ｓ１９１０）。
【０１５７】
　下大入賞禁止中処理Ｓ１５０９において、下大入賞装置４３３が進入禁止状態である場
合の処理が実行される。具体的には、図２６に示されたように、下大入賞装置４３３の進
入禁止状態への移行の開始から最終回の進入許容状態後にあっては標準進入禁止時間、最
終回以外の進入許容状態後にあっては標準進入禁止時間又は拡張進入禁止時間が経過して
おらず特別図柄関連制御タイマが設定されている場合（Ｓ２００１：Ｙ）には、進入禁止
状態が継続される。一方、下大入賞装置４３３の進入禁止状態への移行の開始から標準進
入禁止時間又は拡張進入禁止時間が経過したことによって特別図柄関連制御タイマが解除
されている場合（Ｓ２００１：Ｎ，Ｓ２００２：Ｎ）には、次回の進入許容状態に移行さ
せるために、特別図柄関連制御タイマが下大入賞装置４３３の各回の最大進入許容時間に
対応する値に設定され（Ｓ２００３）、特別図柄関連状態識別値が「４」に変更され（Ｓ
２００４）、大入賞カウンタが解除され（Ｓ２００５）、不正下大入賞監視遅延タイマが
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解除され（Ｓ２００６）、下進入規制ソレノイド４６３の作動フラグが設定される（Ｓ２
００７）。更に、進入許容状態移行数更新処理Ｓ２００８が実行され、図２７に示された
ように、進入許容状態移行数更新処理Ｓ２００８において、大入賞許容カウンタが現在値
より「１」だけ小さい値に変更され（Ｓ２１０１）、副大入賞許容カウンタが現在値より
「１」だけ大きい値に変更され（Ｓ２１０２）、変更後の副大入賞許容カウンタの値に応
じて、その値が所定の進入許容状態移行回数（図中は規定回数と略記）未満である場合（
Ｓ２００３：Ｎ）には、進入許容状態移行コマンドが設定され（Ｓ２１０４）、その値が
所定の進入許容状態移行回数以上である場合（Ｓ２００３：Ｙ）には、最終進入許容状態
移行コマンドが設定される（Ｓ２１０５）。また、下大入賞装置４３３の進入禁止状態へ
の移行の開始から最終回の最大進入禁止時間が経過したことによって特別図柄関連制御タ
イマが解除されている場合（Ｓ２００１：Ｎ，Ｓ２００２：Ｙ）には作動終了待機状態に
移行させるために、特別図柄関連制御タイマが作動終了待機時間バッファに格納されてい
る作動終了待機時間（エンディング時間）に対応する値に設定され（Ｓ２００９）、特別
遊技状態への移行契機の種類に応じて、時短フラグが設定されない（Ｓ２０１０：Ｙ）第
１特別図柄及び第２特別図柄の通常大当りに基づく特別遊技状態並びに第２特別図柄の通
常移行可能小当りを経由した特別遊技状態にあっては通常状態移行演出コマンド（Ｓ２０
１１）、時短フラグが設定される（Ｓ２０１０：Ｙ）第１特別図柄及び第２特別図柄の時
短大当りに基づく特別遊技状態並びに第２特別図柄の時短移行可能小当りを経由した特別
遊技状態にあっては時短状態移行演出コマンドが設定され（Ｓ２０１２）、特別図柄関連
状態識別値が「６」に変更される（Ｓ２０１３）。これによって、最終回以外の進入禁止
状態にあっては、次回のタイマ割込みにおいて下大入賞装置４３３が進入許容状態への移
行を開始し、また、次回以降のタイマ割込みにおいて下大入賞許容中処理Ｓ１５０８が実
行されることとなり、一方、最終回の進入禁止状態にあっては、次回以降のタイマ割込み
において下大入賞装置４３３の進入禁止状態が維持され、下大入賞装置作動終了処理Ｓ１
５１０が実行されることとなる。
【０１５８】
　下大入賞装置作動終了処理Ｓ１５１０において、下大入賞装置４３３の作動制御を終了
させるための処理が実行される。具体的には、図２８に示されたように、下大入賞装置４
３３の作動終了待機状態の開始から作動終了待機時間が経過しておらず特別図柄関連制御
タイマが設定されている場合（Ｓ２２０１：Ｙ）には、作動終了待機状態が継続される。
一方、下大入賞装置４３３の作動終了待機状態の開始から作動終了待機時間が経過してお
り特別図柄関連制御タイマが解除されているとき（Ｓ２２０１：Ｎ）であって、第１特別
図柄及び第２特別図柄に係る時短大当りに基づく特別遊技状態並びに第２特別図柄に係る
時短移行可能小当りを経由した特別遊技状態である場合には、時短状態フラグが設定され
（Ｓ２２０２）、時短状態カウンタが最大時短遊技回数に設定され（Ｓ２２０３）、第１
特別図柄及び第２特別図柄に係る通常大当りに基づく特別遊技状態並びに第２特別図柄の
通常移行可能小当りを経由した特別遊技状態である場合には、時短状態フラグが解除状態
に維持され（Ｓ２２０２）、時短状態カウンタが解除状態に維持される（Ｓ２２０３）。
また、時短状態フラグが設定されない場合（Ｓ２２０４：Ｎ）には、特別遊技状態後の所
定の規定回数の単位遊技制御における第１特別図柄に係る変動パターンの選択を他の単位
遊技制御と異ならせるための変動選択状態カウンタが所定の規定回数に対応する規定値（
例えば、「２０」）に設定される（Ｓ２２０５）と共に非時短コマンドが設定され（Ｓ２
２０６）、一方、時短状態フラグが設定される場合（Ｓ２２０４：Ｙ）には、変動選択状
態カウンタが解除状態に維持される（Ｓ２２０７）と共に時短コマンドが設定される（Ｓ
２２０８）。最後に、下大入賞装置４３３を停止させるために各種の情報が更新される（
Ｓ２２０９）。
【０１５９】
　上大入賞装置作動処理Ｓ１５１１において、上大入賞装置４３４の作動を制御するため
の処理が実行される。具体的には、図２９に示されたように、非特定通路スイッチ４４７
の検出フラグが設定されているか否かが判定され（Ｓ２３０１）、その検出フラグが設定
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されている場合（Ｓ２３０１：Ｎ）には、排出カウンタが現在値に「１」だけ加えた値に
変更される（Ｓ２３０２）。また、特定通路スイッチ４４８の検出フラグが設定されてい
るか否かが判定され（Ｓ２３０３）、その検出フラグが設定されている場合（Ｓ２３０３
：Ｎ）には、排出カウンタ（ＲＡＭの所定の領域）が現在値に「１」だけ加えた値に変更
され（Ｓ２３０４）、更に、上大入賞カウンタ（ＲＡＭの所定の領域）が設定されており
特定通路有効フラグ（ＲＡＭの所定の領域）が設定されている場合（Ｓ２３０５：Ｎ，Ｓ
２３０６：Ｙ）には、特別遊技状態に移行させるために各種の情報が設定される（Ｓ２３
０７）。具体的には、大当りフラグが設定され、時短状態カウンタが解除され、時短状態
フラグが解除され、特定通路有効フラグが解除され、進入許容状態移行カウンタに所定の
最大進入許容状態移行数が設定される。また、上大入賞スイッチ４４４が設定されている
か否かが判定され（Ｓ２３０８）、その検出フラグが設定されている場合（Ｓ２３０８：
Ｎ）には、上大入賞カウンタが現在値に「１」だけ加えた値に変更され（Ｓ２３０９）、
更に、大入賞カウンタが所定の規定数（例えば、「１０」）未満である場合（Ｓ２３１０
：Ｎ）には、大入賞カウンタも現在値に「１」だけ加えた値に変更される（Ｓ２３１１）
。変更後の大入賞カウンタが規定数以上であり上進入規制ソレノイド４５４の作動フラグ
が設定されている場合（Ｓ２３１２：Ｎ，Ｓ２３１３：Ｎ）には、上進入規制ソレノイド
４５４の作動フラグが解除され（Ｓ２３１４）、特別図柄関連制御タイマが上大入賞スイ
ッチ４４４の検出許容延長時間に対応する値に再設定される（Ｓ２３１５）。これによっ
て、上大入賞装置４３４に対する最大進入許容時間に関わらず上大入賞装置４３４が進入
禁止状態となる。
【０１６０】
　また、図３０に示されたように、上大入賞装置４３４の進入許容状態への移行の開始か
ら最大進入許容時間が経過しておらず特別図柄関連制御タイマが設定されているとき（Ｓ
２３１６：Ｎ）には、特別図柄関連制御タイマの値に応じて、上大入賞装置４３３の進入
許容状態への移行の開始から所定の誘導開始待機時間が経過したことを表す誘導開始値で
ある場合（Ｓ２３１８：Ｙ）にあっては振分切換ソレノイド４６４の作動フラグが設定さ
れると共に特定通路有効フラグが設定され（Ｓ２３１９，Ｓ２３２０）、誘導開始待機時
間の経過から更に最大誘導時間が経過したことを表す誘導終了値である場合（Ｓ２３２１
：Ｙ）にあっては振分切換ソレノイド４６４の作動フラグが解除され（Ｓ２３２２）、上
大入賞装置４３４の進入許容状態への移行の開始から最大進入許容時間が経過すると共に
最大誘導時間の経過から更に特定通路スイッチ４４８の検出許容延長時間が経過したこと
を表す有効期間終了値である場合（Ｓ２３２３：Ｙ）にあっては上進入規制ソレノイド４
６４の作動フラグが解除され（Ｓ２３２４）、特定通路有効フラグが解除され（Ｓ２３２
５）、ソレノイド作動終了フラグ（ＲＡＭの所定の領域）が設定される（Ｓ２３２６）。
なお、ソレノイド作動終了フラグの設定後においては、特別図柄関連制御タイマの中間値
に応じた判定を行う必要がなくなるために各種の判定処理及び判定に伴う各種の処理は実
行されない（Ｓ２３１７：Ｙ；Ｓ２３１８～Ｓ２３２６のスキップ）。一方、上大入賞装
置４３４の進入許容状態への移行の開始から大入賞スイッチ４４４の最大有効時間が経過
しており特別図柄関連制御タイマが解除されている場合（Ｓ２３１６：Ｙ）には、上大入
賞装置４３４を停止するために各種の情報が更新される（Ｓ２３２７）。これによって、
特別図柄関連制御タイマは下大入賞装置４３３の作動終了待機時間に対応する値に設定さ
れ、特別図柄関連状態識別値は「８」に変更される。
【０１６１】
　上大入賞装置停止処理Ｓ１５１２において、上大入賞装置４３４を停止するための処理
が実行される。具体的には、図３１に示されたように、上大入賞装置４３４の作動終了待
機状態の開始から上大入賞装置４３４の最短作動終了待機時間が経過しておらず特別図柄
関連制御タイマが設定されているとき（Ｓ２４０１：Ｙ）には、特定通路スイッチ４４８
の検出フラグが設定されている場合（Ｓ２４０６：Ｙ）に排出カウンタを現在値から「１
」だけ加えた値に変更する（Ｓ２４０７）と共に非特定通路スイッチ４４７の検出フラグ
が設定されている場合（Ｓ２４０８：Ｙ）に排出カウンタを現在値から「１」だけ加えた
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値に変更する（Ｓ２４０９）ことによって排出カウンタの値が上大入賞カウンタの値以上
となる（Ｓ２４１０：Ｙ）まで、作動終了待機状態が継続される（Ｓ２４１１～Ｓ２４１
５のスキップ）。また、排出カウンタの値が上大入賞カウンタの値以上とならずに上大入
賞装置４３４の作動終了待機状態の開始から上大入賞装置４３４の作動終了待機時間が経
過しており特別図柄関連制御タイマが解除されている場合（Ｓ２４０１：Ｎ）には、整合
異常解除遅延タイマが所定の整合異常解除遅延時間に対応する値に設定され（Ｓ２４０２
）、更に、排出異常送信済フラグが設定されていない場合（Ｓ２４０３：Ｎ）には排出異
常送信済フラグが設定されると共に排出異常コマンドが設定され（Ｓ２４０４，Ｓ２４０
５）、その後は上記の場合と同様に、排出カウンタの値が上大入賞カウンタの値以上とな
るまで作動終了待機状態が継続される。
【０１６２】
　上大入賞装置４３４の作動終了待機状態において、排出カウンタの値が上大入賞カウン
タの値以上となったとき（Ｓ２４１０：Ｎ）には、整合コマンドが設定される（Ｓ２４１
１）と共に、大当りフラグが設定されていない場合（Ｓ２４１２：Ｎ）にあっては次回の
特別図柄に係る単位遊技に移行するために各種の情報が更新され（Ｓ２４１３）、大当り
フラグが設定されている場合にあっては遊技状態を特別遊技状態に移行させるために各種
の情報を設定する特別遊技状態移行設定処理Ｓ２４１４が実行される。具体的には、図３
２に示されたように、特別遊技態様識別値が「３」であるか否かが判定され（Ｓ１０１）
、特別遊技態様識別値が「３」でない場合（Ｓ２０１：Ｙ）、つまり、特別遊技態様識別
値が「２」である場合には、特別図柄関連状態識別値が「３」に変更され、特別図柄関連
制御タイマが所定の作動開始待機時間に対応する値（ＲＯＭの所定の領域に格納）に設定
され、最大進入許容時間バッファ（ＲＡＭの所定の領域）が所定の最大進入許容時間に対
応する値（ＲＯＭの所定の領域）に設定され、中間進入禁止時間バッファ（ＲＡＭの所定
の領域）が所定の標準進入禁止時間に対応する値（ＲＯＭの所定の領域）に設定され、最
終進入禁止時間バッファ（ＲＡＭの所定の領域）が所定の標準進入禁止時間に対応する値
（ＲＯＭの所定の領域に格納）に設定され、作動終了待機時間バッファ（ＲＡＭの所定の
領域）が所定の作動終了待機時間に対応する値（ＲＯＭの所定の領域に格納）に設定され
、変動選択状態カウンタが解除される（Ｓ２０２）。なお、第３態様特別遊技状態移行設
定処理Ｓ２０３は、作動開始待機時間に対応する設定値が異なる以外は第１態様特別遊技
状態移行設定処理Ｓ１０２（図２３参照）と概ね同一の処理である。一方、特別遊技態様
識別値が「３」である場合には、特別図柄関連状態識別値が「３」に変更され、特別図柄
関連制御タイマが所定の作動開始待機時間に対応する値に設定され、最大進入許容時間バ
ッファ（ＲＡＭの所定の領域）が最大進入許容時間に対応する値（ＲＯＭの所定の領域）
に設定され、中間進入禁止時間バッファ（ＲＡＭの所定の領域）が所定の拡張進入禁止時
間に対応する値（ＲＯＭの所定の領域）に設定され、最終進入禁止時間バッファ（ＲＡＭ
の所定の領域）が所定の標準進入禁止時間に対応する値（ＲＯＭの所定の領域）に設定さ
れ、作動終了待機時間バッファ（ＲＡＭの所定の領域）が所定の作動終了待機時間に対応
する値に設定され、変動選択状態カウンタが解除される（Ｓ２０３）。なお、第４態様特
別遊技状態移行設定処理Ｓ２０３は、中間進入禁止時間バッファの設定値が異なる以外は
第１態様特別遊技状態移行設定処理Ｓ２０２と同一の処理である。また、特殊特別遊技状
態移行コマンドが設定される（Ｓ２０４）。
【０１６３】
　特別遊技状態移行設定処理Ｓ２４１４の後に、図３１に示されたように、大当りフラグ
が解除され、時短状態カウンタが解除され、時短フラグが解除され、特別遊技状態識別値
が解除される（Ｓ２４１５）。
【０１６４】
　これによって、大当りフラグが設定されていない場合には、特別図柄関連制御タイマは
解除されると共に特別図柄関連状態識別値は「０」に変更されて、次回以降のタイマ割込
みにおいて特別図柄変動開始処理Ｓ１５０４が実行されることとなり、大当たりフラグが
設定されている場合には、特別図柄関連制御タイマは所定の下大入賞装置４３３の作動開
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始待機時間に対応する値に設定されると共に特別図柄関連状態識別値は「３」に変更され
て、次回以降のタイマ割込みにおいて下大入賞装置作動開始処理Ｓ１５０７が実行される
こととなる。
【０１６５】
　（本発明の特徴部分の構成）
　本発明の主たる特徴部分である特別遊技状態における遊技進行及びそれに関連する構成
について纏めて詳細に説明する。遊技機１００は、既述のように、遊技盤４００（図７参
照）と、主制御基板９２０（図１４参照）と、副制御基板９４０と、音響装置２８１，２
８２（図３参照）と、各種の枠発光装置２７１～２７５（図１４参照）とを備えている。
【０１６６】
　遊技盤４００は、既述のように、第１特別図柄に係る始動入賞装置４３１（〔他の始動
入賞装置〕の一種；図６及び図７参照）と、中始動入賞スイッチ４４１（〔他始動入賞装
置進入媒体検出手段〕；図１４参照）と、進入規制機構４５２（図６及び図７参照）及び
右進入規制ソレノイド４６２（図１４参照）を含む第２特別図柄に係る始動入賞装置４３
２（〔始動入賞装置〕の一種；図６及び図７参照）と、右始動入賞スイッチ４４２（〔始
動入賞装置進入媒体検出手段〕；図１４参照）と、進入規制機構４５３（図６及び図７参
照）及び下進入規制ソレノイド４６３（図１４参照）を含む下大入賞装置４３３（〔第１
可変入賞装置〕の一種；図６及び図７参照）と、下大入賞スイッチ４４３（〔第１可変入
賞装置進入媒体検出手段〕の一種；図１４参照）と、進入規制機構４５４（図６及び図７
参照）、上進入規制ソレノイド４６４（図１４参照）、振分機構４５５（図１１参照）及
び振分切換ソレノイド４６５（図１４参照）を含む上大入賞装置４３４（〔特別遊技状態
発生手段〕の一種の一部及び〔第２可変入賞装置〕の一種；図６及び図７参照）と、上大
入賞スイッチ４４４（図１４参照）と、非特定通路スイッチ４４７（図１０及び図１４参
照）と、特定通路スイッチ４４８（〔特定領域進入媒体検出手段〕の一種；図１０及び図
１４参照）と、普通図柄に係る始動装置４３６（図６及び図７参照）と、始動スイッチ４
４６（図１４参照）と、装飾図柄表示装置４７９（〔演出手段〕の一種；図６及び図７参
照）と、盤面発光装置４９０（図１４参照）とを備えている。
【０１６７】
　主制御基板９２０は、既述のように、中始動入賞スイッチ４４１による遊技媒体の検出
に基づいて第１特別図柄を抽選により決定し、右始動入賞スイッチ４４２による遊技媒体
の検出に基づいて第２特別図柄を抽選により決定し（〔特別遊技状態発生手段〕の一種の
一部及び〔抽選手段〕の一種）、始動スイッチ４４６による遊技媒体の検出に基づいて普
通図柄を抽選により決定する（〔始動入賞装置制御手段〕の一種の一部）。
【０１６８】
　また、主制御基板９２０は、普通図柄抽選において当りに当選した場合に右進入規制ソ
レノイド４６２の動作を制御し（〔始動入賞装置制御手段〕の一種の一部）、第２特別図
柄抽選において通常移行可能小当り及び時短移行可能小当りのいずれか一方に当選した場
合に、上大入賞装置４３４における上進入規制ソレノイド４６４及び振分切換ソレノイド
４６５の動作を制御する（〔可変入賞装置動作制御手段〕の一種）。また、第１特別図柄
抽選において通常大当りに当選した場合（〔特別遊技状態移行条件〕の一種の一部）、第
１特別図柄抽選において時短大当りに当選した場合（〔特別遊技状態移行条件〕の一種の
一部）、第２特別図柄抽選において通常大当りに当選した場合（〔所定の条件〕の一種及
び〔第１条件〕の一種の一部）、第２特別図柄抽選において時短大当りに当選した場合（
〔所定の条件〕の一種及び〔第１条件〕の一種の一部）、第２特別図柄抽選において通常
移行可能小当りに当選したときであって所定の有効期間に特定通路スイッチ４４８によっ
て遊技球が検出された場合（〔所定の条件〕の一種及び〔第２条件〕の一種の一部）及び
第２特別図柄抽選において時短移行可能小当りに当選したときであって所定の有効期間に
特定通路スイッチ４４８によって遊技球が検出された場合（〔所定の条件〕の一種及び〔
第２条件〕の一種の一部）において、遊技状態を特別遊技状態に移行させて（〔特別遊技
状態移行制御手段〕の一種）、下大入賞装置４３３における下進入規制ソレノイド４６３
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の動作を制御する（〔特別遊技動作制御手段〕の一種）。
【０１６９】
　また、主制御基板９２０は、第１特別図柄抽選における通常大当りの当選、第２特別図
柄抽選における通常大当りの当選及び第２特別図柄抽選において通常移行可能小当りに当
選した後の所定の有効期間における特定通路スイッチ４４８による遊技球の検出を契機と
する特別遊技状態の終了に基づいて遊技状態を通常遊技状態（〔通常遊技状態〕の一種）
に設定し、一方、第１特別図柄抽選における時短大当りの当選、第２特別図柄抽選におけ
る時短大当りの当選及び第２特別図柄抽選における時短移行可能小当りに当選した後の所
定の有効期間における特定通路スイッチ４４８による遊技球の検出を契機とする特別遊技
状態の終了に基づいて遊技状態を時短遊技状態（〔特定遊技状態〕の一種）に設定する（
〔遊技状態制御手段〕の一種）。
【０１７０】
　また、主制御基板９２０は、副制御基板９４０に遊技進行や各種の異常の発生に応じて
各種のコマンドを送信して、装飾図柄表示装置４７９による画像表示や文字表示等の視覚
的な情報の報知や、音響装置２８１，２８２による音楽や音声等の聴覚的な情報の報知や
、各種の枠発光装置２７１～２７５及び盤面発光装置４９０による発光色や発光パターン
や照明等の視覚的な情報の報知を副制御基板９４０に実行させる。
【０１７１】
　副制御基板９４０は、主制御基板９２０からの各種のコマンドの受信に基づいて、装飾
図柄表示装置４７９による画像表示や文字表示等の視覚的な情報の報知や、音響装置２８
１，２８２による音楽や音声等の聴覚的な情報の報知や、各種の枠発光装置２７１～２７
５及び盤面発光装置４９０による発光色や発光パターンや照明等の視覚的な情報の報知を
制御する。
【０１７２】
　ここで、特別遊技状態における遊技進行の態様について説明する。通常遊技状態や特定
遊技状態における第１特別図柄抽選において大当り（通常大当り及び時短大当り）に当選
した場合及び特定遊技状態における第２特別図柄抽選において大当り（通常大当り及び時
短大当り）に当選した場合には下大入賞装置４３３が第１態様（〔標準動作態様〕の一種
）で動作する特別遊技状態（以下、「第１態様の特別遊技状態」と略記する）が進行する
。また、通常遊技状態における第２特別図柄抽選において大当り（通常大当り）に当選し
た場合には特別遊技状態において第２態様（〔特殊動作態様〕の一種）で特別遊技状態（
以下、「第２態様の特別遊技状態」と略記する）が進行する。また、特定遊技状態におい
て特定通路スイッチ４４８による遊技球の検出に基づいて大当りに当選した場合には第３
態様（〔標準動作態様〕の一種）で特別遊技状態（以下、「第３態様の特別遊技状態」と
略記する）が進行する。更に、通常遊技状態において特定通路スイッチ４４８による遊技
球の検出に基づいて大当りに当選した場合には第４態様（〔特殊動作態様〕の一種）で特
別遊技状態（以下、「第４態様の特別遊技状態」と略記する）が進行する。以下において
、図３３及び図３４を参照して各態様について個別に詳細に説明する。図３３は、第１特
別図柄抽選及び第２特別図柄抽選における抽選結果と特別遊技態様識別値との相関を表す
説明図であり、図３４は、特別遊技態様識別値と特別遊技状態における最大進入許容時間
、最終回以外の進入許容状態後の進入禁止時間（図中では最終回以外の進入禁止時間と略
記）及び最終回の進入許容状態後の進入禁止時間（図中では最終回の進入禁止時間と略記
）との相関を表す説明図である。
【０１７３】
　第１に、通常遊技状態や特定遊技状態における第１特別図柄抽選において大当りに当選
した場合及び特定遊技状態における第２特別図柄抽選において大当りに当選した場合には
、大当りフラグが設定されると共に、図３３に示されたように、特別遊技態様識別値が「
０」に設定される（当選判定処理Ｓ１６０７；図２１参照）。また、特別図柄の確定表示
後の特別遊技状態への移行時（Ｓ１７０１：Ｎ，Ｓ１７０２：Ｙ；図２２参照）において
特別遊技態様識別値が「０」であるために（Ｓ１０１：Ｙ；図２３参照）、図３４に示さ



(42) JP 5700208 B2 2015.4.15

10

20

30

40

50

れたように、開始待機時間バッファに開始待機時間（５０００ｍｓ）に対応する値（「１
２５０」）が格納され、最大進入許容時間バッファに最大進入許容時間（２９０００ｍｓ
）に対応する値（「７２５０」）が格納され、中間進入禁止時間バッファに最終回以外の
進入許容状態後の進入禁止時間として標準進入禁止時間（２０００ｍｓ）に対応する値（
「５００」）が格納され、最終進入禁止時間バッファに最終回の進入許容状態後の進入禁
止時間として標準進入禁止時間（２０００ｍｓ）に対応する値（「５００」）が格納され
、作動終了待機時間バッファに作動終了待機時間（１３０００ｍｓ）に対応する値（「３
２５０」）が格納される（第１態様特別遊技状態移行設定処理Ｓ１０２；図２３参照）。
【０１７４】
　第２に、通常遊技状態における第２特別図柄抽選において大当りに当選した場合には、
大当りフラグが設定されると共に、図３３に示されたように、特別遊技態様識別値が「１
」に設定される（当選判定処理Ｓ１６０７；図２１参照）。また、特別図柄の確定表示後
の特別遊技状態への移行時（Ｓ１７０１：Ｎ，Ｓ１７０２：Ｙ；図２２参照）において特
別遊技態様識別値が「１」であるために（Ｓ１０１：Ｎ；図２３参照）、図３４に示され
たように、開始待機時間バッファに開始待機時間（５０００ｍｓ）に対応する値（「１２
５０」）が格納され、最大進入許容時間バッファに最大進入許容時間（２９０００ｍｓ）
に対応する値（「７２５０」）が格納され、中間進入禁止時間バッファに最終回以外の進
入許容状態後の進入禁止時間として拡張進入禁止時間（６００００ｍｓ）に対応する値（
「１５００」）が格納され、最終進入禁止時間バッファに最終回の進入許容状態後の進入
禁止時間として標準進入禁止時間（２０００ｍｓ）に対応する値（「５００」）が格納さ
れ、作動終了待機時間バッファに作動終了待機時間（１３０００ｍｓ）に対応する値（「
３２５０」）が格納される（第２態様特別遊技状態移行設定処理Ｓ１０４；図２３参照）
。
【０１７５】
　第３に、特定遊技状態における第２特別図柄抽選において小当りに当選した場合には、
小当りフラグが設定されると共に、図３３に示されたように、特別遊技態様識別値が「２
」に設定される（当選判定処理Ｓ１６０７；図２１参照）。また、特定遊技状態における
小当りに伴う特定通路スイッチ４４８による遊技球の検出に基づいて大当りに当選した場
合には大当りフラグが改めて設定され（下大入賞装置作動開始設定処理Ｓ２３０７；図２
９参照）、排出カウンタの値が上大入賞カウンタの値以上となった特別遊技状態への移行
時（Ｓ２４１０：Ｎ，Ｓ２４１２：Ｙ；図３１参照）において特別遊技態様識別値が「２
」であるために（Ｓ２０１：Ｙ；図３２参照）、図３４に示されたように、開始待機時間
バッファに開始待機時間（２５００ｍｓ）に対応する値（「６２５」）が格納され、最大
進入許容時間バッファに最大進入許容時間（２９０００ｍｓ）に対応する値（「７２５０
」）が格納され、中間進入禁止時間バッファに最終回以外の進入許容状態後の進入禁止時
間として標準進入禁止時間（２０００ｍｓ）に対応する値（「５００」）が格納され、最
終進入禁止時間バッファに最終回の進入許容状態後の進入許容時間として標準進入禁止時
間（２０００ｍｓ）に対応する値（「５００」）が格納され、作動終了待機時間バッファ
に作動終了待機時間（１３０００ｍｓ）に対応する値（「３２５０」）が格納される（第
３態様特別遊技状態移行設定処理Ｓ２０２；図３２参照）。
【０１７６】
　第４に、通常遊技状態における第２特別図柄抽選において小当りに当選した場合には、
小当りフラグが設定されると共に、図３３に示されたように、特別遊技態様識別値が「３
」に設定される（当選判定処理Ｓ１６０７；図２１参照）。また、特定遊技状態における
小当りに伴う特定通路スイッチ４４８による遊技球の検出に基づいて大当りに当選した場
合には大当りフラグが改めて設定され（下大入賞装置作動開始設定処理Ｓ２３０７；図２
９参照）、排出カウンタの値が上大入賞カウンタの値以上となった特別遊技状態への移行
時（Ｓ２４１０：Ｎ，Ｓ２４１２：Ｙ；図３１参照）において特別遊技態様識別値が「３
」であるために（Ｓ２０１：Ｙ；図３２参照）、図３４に示されたように、開始待機時間
バッファに開始待機時間（２５００ｍｓ）に対応する値（「６２５」）が格納され、最大
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進入許容時間バッファに最大進入許容時間（２９０００ｍｓ）に対応する値（「７２５０
」）が格納され、中間進入禁止時間バッファに最終回以外の進入許容状態後の進入禁止時
間として拡張進入禁止時間（６００００ｍｓ）に対応する値（「１５０００」）が格納さ
れ、最終進入禁止時間バッファに最終回の進入許容状態後の進入禁止時間として標準進入
禁止時間（２０００ｍｓ）に対応する値（「５００」）が格納され、作動終了待機時間バ
ッファに作動終了待機時間（１３０００ｍｓ）に対応する値（「３２５０」）が格納され
る（第４態様特別遊技状態移行設定処理Ｓ２０３；図３２参照）。
【０１７７】
　特別遊技状態においては、適宜に、特別図柄関連制御タイマが、最大進入許容時間バッ
ファに格納されている値に設定されたり（特別図柄関連制御タイマ設定処理Ｓ１８０２；
図２４参照，特別図柄関連制御タイマ設定処理Ｓ２００３；図２６参照）、中間進入禁止
時間バッファに格納されている値に設定されたり（特別図柄関連制御タイマ設定処理Ｓ１
９０７；図２５参照）、最終進入禁止時間バッファに格納されている値に設定されたりす
る（特別図柄関連制御タイマ設定処理Ｓ１９０６；図２５参照）こととなる。これによっ
て、特別遊技状態における進入許容状態間の各進入禁止状態に対する状態維持時間は、通
常遊技状態における第２特別図柄抽選において大当りに当選して特別遊技状態に移行した
場合及び特定遊技状態における第２特別図柄抽選による小当りを経由して特別遊技状態に
移行した場合の方が、通常遊技状態や特定遊技状態における第１特別図柄抽選において大
当りに当選して特別遊技状態に移行した場合、特定遊技状態における第２特別図柄抽選に
おいて大当りに当選して特別遊技状態に移行した場合及び特定遊技状態における第２特別
図柄抽選による小当りを経由して特別遊技状態に移行した場合よりも長くなる。なお、特
別遊技状態における各進入許容状態に対する状態維持時間は、特別遊技状態への移行契機
に依存せずに同一である。
【０１７８】
　ここで、特別遊技状態における遊技進行の態様について概ね時系列に沿って説明する。
図３５～図３８は、それぞれ、特別遊技状態における第１態様～第４態様の遊技進行を表
すタイミングチャートである。
【０１７９】
　まず、特別遊技状態における第１態様の遊技進行について説明する。図３５に示された
ように、時刻ｔａにおいて特別図柄に係る単位遊技が開始されて、第１特別図柄又は第２
特別図柄の所定の変動表示時間に亘る変動表示（特別図柄関連状態識別値：「１」）及び
所定の確定表示時間に亘る確定表示（特別図柄関連状態識別値：「２」）の後の時刻ｔｂ
において、特別図柄関連制御タイマが作動開始待機時間ＴＡ（５０００ｍｓ）に対応する
値に設定され（Ｓ１０２）、特別図柄関連状態識別値が「２」から「３」に変更される（
Ｓ１７１４）。これによって、特別遊技状態が開始されることとなる。また、時刻ｔｂに
おいて、特別遊技状態開始コマンドが設定される（Ｓ１０３）。副制御装置９４０は、主
制御装置９２０からの特別遊技状態開始コマンドの受信に基づいて、装飾図柄表示装置４
７９、音響装置２８１，２８２、盤面発光装置４９０及び枠発光装置２７１～２７５等に
おける標準の特別遊技状態用の演出の制御を開始することとなる。これによって、装飾図
柄表示装置４７９においてはオープニング演出Ａ０が開始される。また、右打ち手法によ
る遊技を行うように指示する報知が装飾図柄表示装置４７９及び音響装置２８１，２８２
によって実行される。
【０１８０】
　時刻ｔｂから作動開始待機時間ＴＡが経過した後の時刻ｔｃにおいて、特別図柄関連制
御タイマが最大進入許容時間ＴＢ（２９０００ｍｓ）に対応する値に設定され（Ｓ１８０
２）、特別図柄関連状態識別値が「４」に変更され（Ｓ１８０３）、下進入規制ソレノイ
ド４６３の作動フラグが設定される（Ｓ１８０５）。これによって、下大入賞装置４３３
が進入禁止状態から１回目の進入許容状態に移行することとなり、下大入賞スイッチ４４
３によって検出される遊技球の個数を表す大入賞カウンタの値が規定数（「１０」）に到
達するか１回目の進入許容状態への移行から最大進入許容時間ＴＢが経過するまで、下大
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入賞装置４３３は進入許容状態に維持されることとなる。また、時刻ｔｃにおいて、大入
賞許容カウンタが「１５」から「１４」に変更され、副大入賞許容カウンタが「０」から
「１」に変更され、副大入賞許容カウンタの値に応じた進入許容状態移行コマンドが設定
される（Ｓ１８０６）。副制御装置９４０は、主制御装置９２０からの進入許容状態移行
コマンドの受信に基づいて、装飾図柄表示装置４７９、音響装置２８１，２８２、盤面発
光装置４９０及び枠発光装置２７１～２７５等における演出を必要に応じて変更すること
となる。これによって、装飾図柄表示装置４７９においては第１ラウンド演出Ａ１が開始
される。
【０１８１】
　時刻ｔｃから大入賞カウンタの値が所定の規定数に到達する前であって最大進入許容時
間ＴＢが経過した時刻ｔｄにおいて、特別図柄関連制御タイマが標準進入禁止時間ＴＣ（
２０００ｍｓ）に対応する値に設定され（Ｓ１９０７）、特別図柄関連状態識別値が「５
」に変更され（Ｓ１９０８）、下進入規制ソレノイド４６３の作動フラグが解除される（
Ｓ１９０９）。これによって、下大入賞装置４３３が１回目の進入許容状態から進入禁止
状態に移行することとなり、進入禁止状態への移行から標準進入禁止時間ＴＣが経過する
まで下大入賞装置４３３は進入禁止状態に維持されることとなる。また、時刻ｔｄにおい
て、不正下大入賞監視遅延タイマが監視遅延時間（〔許容延長時間〕の一種）ＴＦ（１０
０００ｍｓ）に対応する値（「２５００」）に設定される（Ｓ１９１０）。これによって
、下大入賞装置４３３が進入禁止状態である場合であっても進入禁止状態への移行から監
視遅延時間ＴＦが経過するまでの間は（Ｓ１３０１：Ｙ）、下大入賞スイッチ４４３によ
って遊技球が検出されたとしても下大入賞異常（〔進入異常〕の一種）とは認定されない
（Ｓ１３０５及びＳ１３０６のスキップ）。なお、進入許容状態への移行から監視遅延時
間ＴＦが経過して不正下大入賞監視遅延タイマが解除されており（Ｓ１３０１：Ｎ）、特
別図柄関連状態識別値が「４」であって下大入賞装置４３３が進入許容状態である場合以
外において（Ｓ１３０２：Ｎ）、下大入賞スイッチ４４３による遊技球の検出に基づいて
下大入賞スイッチ４４３の検出フラグが設定されている場合（Ｓ１３０３：Ｎ）には、下
大入賞異常と認定され（Ｓ１３０５）、不正検知コマンドが設定される（Ｓ１３０６）（
〔進入異常検知手段〕の一種）。この場合には、副制御装置９４０は、主制御装置９２０
からの不正検知コマンドの受信に基づいて、装飾図柄表示装置４７９、音響装置２８１，
２８２、盤面発光装置４９０及び枠発光装置２７１～２７５等に異常発生の報知を実行さ
せる。
【０１８２】
　時刻ｔｄから標準進入禁止時間ＴＣが経過した後の時刻ｔｅにおいて、特別図柄関連制
御タイマが最大進入許容時間ＴＢに対応する値に設定され（Ｓ２００３）、特別図柄関連
状態識別値が「４」に変更され（Ｓ２００４）、下進入規制ソレノイド４６３の作動フラ
グが設定される（Ｓ２００５）。これによって、下大入賞装置４３３が進入禁止状態から
２回目の進入許容状態に移行することとなる。また、時刻ｔｅにおいて、不正下大入賞監
視遅延タイマが解除される（Ｓ２００６）。なお、監視遅延時間ＴＦが標準進入禁止時間
ＴＣよりも長いために、特殊な状況を除き、不正下大入賞監視遅延タイマは強制的に解除
される。また、時刻ｔｅにおいて、大入賞許容カウンタが「１３」に変更され（Ｓ２１０
１）、副大入賞許容カウンタが「２」に変更され（Ｓ２１０２）、副大入賞許容カウンタ
の値に応じた進入許容状態移行コマンドが設定される（Ｓ２１０４）。副制御装置９４０
は、主制御装置９２０からの進入許容状態移行コマンドの受信に基づいて、装飾図柄表示
装置４７９、音響装置２８１，２８２、盤面発光装置４９０及び枠発光装置２７１～２７
５等における演出を必要に応じて変更することとなる。これによって、装飾図柄表示装置
４７９においては第２ラウンド演出Ａ２が開始される。
【０１８３】
　時刻ｔｅから最大進入許容時間ＴＢが経過する時刻ｔｉよりも前であって大入賞カウン
タの値が所定の規定数に到達した時刻ｔｇにおいて、特別図柄関連制御タイマが標準進入
禁止時間ＴＣに対応する値に設定され（Ｓ１９０７）、特別図柄関連状態識別値が「５」
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に変更され（Ｓ１９０８）、下進入規制ソレノイド４６３の作動フラグが解除される（Ｓ
１９０９）。これによって、下大入賞装置４３３が２回目の進入許容状態から進入禁止状
態に移行することとなり、標準進入禁止時間ＴＣが経過するまで下大入賞装置４３３は進
入禁止状態に維持されることとなる。また、時刻ｔｇにおいて、不正下大入賞監視遅延タ
イマが所定の監視遅延時間ＴＦに対応する値に設定される（Ｓ１９１０）。
【０１８４】
　時刻ｔｇの後は、図示を省略したが、時刻ｔｄ～時刻ｔｇまでと同様の制御が繰り返さ
れ、３回目～１５回目の進入許容状態（時刻ｔｈ～時刻ｔｋ）が実現する。なお、１５回
目（最終回）の進入許容状態への移行において、特別図柄関連制御タイマが最大進入許容
時間ＴＢに対応する値に設定され（Ｓ２００３）、特別図柄関連状態識別値が「４」に変
更され（Ｓ２００４）、下進入規制ソレノイド４６３の作動フラグが設定される（Ｓ２０
０５）、不正下大入賞監視遅延タイマが解除される（Ｓ２００６）、大入賞許容カウンタ
が「１」から「０」に変更され（Ｓ２１０１）、副大入賞許容カウンタが「１４」から「
１５」に変更され（Ｓ２１０２）、最終進入許容状態移行コマンドが設定される（Ｓ２１
０５）。また、副制御装置９４０は、主制御装置９２０からの最終進入許容状態移行コマ
ンドの受信に基づいて、装飾図柄表示装置４７９、音響装置２８１，２８２、盤面発光装
置４９０及び枠発光装置２７１～２７５等における演出を必要に応じて変更することとな
る。これによって、装飾図柄表示装置４７９においては第１５ラウンド演出Ａ１５が開始
される。
【０１８５】
　時刻ｔｋにおいて、特別図柄関連制御タイマが進入禁止時間ＴＤとしての標準進入禁止
時間ＴＣ（２０００ｍｓ）に対応する値に設定され（Ｓ１９０６）、特別図柄関連状態識
別値が「５」に変更され（Ｓ１９０８）、下進入規制ソレノイド４６３の作動フラグが解
除される（Ｓ１９０９）。これによって、下大入賞装置４３３が１５回目（最終回）の進
入許容状態から進入禁止状態に移行することとなり、標準進入禁止時間ＴＣが経過するま
で下大入賞装置４３３は進入禁止状態に維持されることとなる。また、時刻ｔｋにおいて
、不正下大入賞監視遅延タイマが所定の監視遅延時間ＴＦに対応する値に設定される（Ｓ
１９１０）。
【０１８６】
　時刻ｔｋから標準進入禁止時間ＴＣが経過した時刻ｔｌにおいて、特別図柄関連制御タ
イマが作動終了待機時間ＴＥ（１３０００ｍｓ）に対応する値に設定され（Ｓ２０１２）
、特別図柄関連状態識別値が「６」に変更される（Ｓ２０１３）。また、時短フラグが設
定されていない場合には通常状態移行演出コマンドが設定され（Ｓ２０１１）、時短フラ
グが設定されている場合には時短状態移行演出コマンドが設定される（Ｓ２０１２）。副
制御装置９４０は、主制御装置９２０からの通常状態移行演出コマンド又は時短状態移行
演出コマンドの受信に基づいて、装飾図柄表示装置４７９、音響装置２８１，２８２、盤
面発光装置４９０及び枠発光装置２７１～２７５等における演出を必要に応じて変更する
こととなる。これによって、装飾図柄表示装置４７９においてはエンディング演出Ａ１６
が開始される。
【０１８７】
　時刻ｔｌから作動終了待機時間ＴＥが経過した時刻ｔｎにおいて、特別図柄関連制御タ
イマが解除され、特別図柄関連状態識別値が「０」に変更される（Ｓ２２０９）。これに
よって、特別遊技状態が終了することとなる。また、時刻ｔｎにおいて、時短フラグが設
定されていない場合には時短状態フラグが解除状態に維持される（Ｓ２２０２）と共に非
時短コマンドが設定され（Ｓ２２０６）、一方、時短フラグが設定されている場合には時
短状態フラグが設定される（Ｓ２２０２）と共に時短コマンドが設定される（Ｓ２２０８
）。副制御装置９４０は、主制御装置９２０からの非時短コマンド又は時短コマンドの受
信に基づいて、装飾図柄表示装置４７９、音響装置２８１，２８２、盤面発光装置４９０
及び枠発光装置２７１～２７５等における通常遊技状態用又は特定遊技状態用の演出の制
御を開始することとなる。
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【０１８８】
　次に、特別遊技状態における第２態様の遊技進行について説明する。図３６に示された
ように、第１特別図柄又は第２特別図柄の所定の確定表示時間に亘る確定表示後の時刻ｔ
ｂにおいて、図３５に示された時刻ｔｂの場合と同様に、特別図柄関連制御タイマが作動
開始待機時間ＴＡに対応する値に設定され（Ｓ１０４）、特別図柄関連状態識別値が「２
」から「３」に変更され（Ｓ１７１４）、特別遊技状態開始コマンドが設定され（Ｓ１０
４）る。更に、図３５に示された時刻ｔｂの場合と異なり、特殊特別遊技状態移行コマン
ドも設定される（Ｓ１０５）。副制御装置９４０は、主制御装置９２０からの特別遊技状
態開始コマンド及び特殊特別遊技状態移行コマンドの受信に基づいて、装飾図柄表示装置
４７９、音響装置２８１，２８２、盤面発光装置４９０及び枠発光装置２７１～２７５等
における特殊な特別遊技状態用の演出の制御を開始することとなる。これによって、装飾
図柄表示装置４７９においてはオープニング演出Ｘ０が開始される。
【０１８９】
　時刻ｔｂから作動開始待機時間ＴＡが経過した後の時刻ｔｃにおいて、図３５に示され
た時刻ｔｂ１の場合と同様に、特別図柄関連制御タイマが最大進入許容時間ＴＢに対応す
る値に設定され（Ｓ１８０２）、特別図柄関連状態識別値が「４」に変更され（Ｓ１８０
３）、下進入規制ソレノイド４６３の作動フラグが設定され（Ｓ１８０５）、大入賞許容
カウンタが「１５」から「１４」に変更され、副大入賞許容カウンタが「０」から「１」
に変更され、副大入賞許容カウンタの値に応じた進入許容状態移行コマンドが設定される
（Ｓ１８０６）。副制御装置９４０は、主制御装置９２０からの進入許容状態移行コマン
ドの受信に基づいて、装飾図柄表示装置４７９、音響装置２８１，２８２、盤面発光装置
４９０及び枠発光装置２７１～２７５等における演出を必要に応じて変更することとなる
。これによって、装飾図柄表示装置４７９においては第１ラウンド演出Ｘ１が開始される
。
【０１９０】
　時刻ｔｃから大入賞カウンタの値が所定の規定数に到達する前であって最大進入許容時
間ＴＢが経過した時刻ｔｄにおいて、特別図柄関連制御タイマが、図３５に示された場合
の標準進入禁止時間ＴＣ（２０００ｍｓ）と異なり、拡張進入禁止時間ＴＣ’（６０００
０ｍｓ）に対応する値に設定される（Ｓ１９０７）。これによって、下大入賞装置４３３
が図３５に示された場合よりも進入禁止状態に長く維持されることとなる。また、時刻ｔ
ｄにおいて、図３５に示された時刻ｔｄの場合と同様に、特別図柄関連状態識別値が「５
」に変更され（Ｓ１９０８）、下進入規制ソレノイド４６３の作動フラグが解除され（Ｓ
１９０９）、不正下大入賞監視遅延タイマが監視遅延時間ＴＦ（１００００ｍｓ）に対応
する値に設定される（Ｓ１９１０）。
【０１９１】
　時刻ｔｄから拡張進入禁止時間ＴＣ’が経過した後の時刻ｔｅ’において、図３５に示
された時刻ｔｅの場合と同様に、特別図柄関連制御タイマが最大進入許容時間ＴＢに対応
する値に設定され（Ｓ２００３）、特別図柄関連状態識別値が「４」に変更され（Ｓ２０
０４）、下進入規制ソレノイド４６３の作動フラグが設定され（Ｓ２００５）、大入賞許
容カウンタが「１３」に変更され（Ｓ２１０１）、副大入賞許容カウンタが「２」に変更
され（Ｓ２１０２）、副大入賞許容カウンタの値に応じた進入許容状態移行コマンドが設
定される（Ｓ２１０４）。なお、図３５に示された場合と異なり監視遅延時間ＴＦが拡張
進入禁止時間ＴＣ’よりも短いために、不正下大入賞監視遅延タイマは、時刻ｔｅ’より
も前であって時刻ｔｄから監視遅延時間ＴＦが経過した後の時刻ｔｆ’において解除され
る（Ｓ２００６）。副制御装置９４０は、主制御装置９２０からの進入許容状態移行コマ
ンドの受信に基づいて、装飾図柄表示装置４７９、音響装置２８１，２８２、盤面発光装
置４９０及び枠発光装置２７１～２７５等における演出を必要に応じて変更することとな
る。これによって、装飾図柄表示装置４７９においては第２ラウンド演出Ｘ２が開始され
る。
【０１９２】
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　時刻ｔｅ’から最大進入許容時間ＴＢが経過する前であって大入賞カウンタの値が所定
の規定数に到達した時刻ｔｇにおいて、図３５に示された時刻ｔｇの場合と異なり、特別
図柄関連制御タイマが拡張進入禁止時間ＴＣ’に対応する値に設定される（Ｓ１９０７）
。また、時刻ｔｅ’において、図３５に示された時刻ｔｅ１の場合と同様に、特別図柄関
連状態識別値が「５」に変更され（Ｓ１９０８）、下進入規制ソレノイド４６３の作動フ
ラグが解除され（Ｓ１９０９）、不正下大入賞監視遅延タイマが所定の監視遅延時間ＴＦ
に対応する値に設定される（Ｓ１９１０）。
【０１９３】
　時刻ｔｇの後は、図示を省略したが、時刻ｔｄ～時刻ｔｇまでと同様の制御が繰り返さ
れ、３回目～１５回目の進入許容状態（時刻ｔｈ’～時刻ｔｋ）が実現する。なお、１５
回目（最終回）の進入許容状態への移行において、特別図柄関連制御タイマが最大進入許
容時間ＴＢに対応する値に設定され（Ｓ２００３）、特別図柄関連状態識別値が「４」に
変更され（Ｓ２００４）、下進入規制ソレノイド４６３の作動フラグが設定され（Ｓ２０
０５）、不正下大入賞監視遅延タイマが解除され（Ｓ２００６）、大入賞許容カウンタが
「１」から「０」に変更され（Ｓ２１０１）、副大入賞許容カウンタが「１４」から「１
５」に変更され（Ｓ２１０２）、最終進入許容状態移行コマンドが設定される（Ｓ２１０
５）。また、副制御装置９４０は、主制御装置９２０からの最終進入許容状態移行コマン
ドの受信に基づいて、装飾図柄表示装置４７９、音響装置２８１，２８２、盤面発光装置
４９０及び枠発光装置２７１～２７５等における演出を必要に応じて変更することとなる
。これによって、装飾図柄表示装置４７９においては第１５ラウンド演出Ｘ１５が開始さ
れる。
【０１９４】
　時刻ｔｋにおいて、図３５に示された時刻ｔｋの場合と同様に、特別図柄関連制御タイ
マが標準進入禁止時間ＴＣ（２０００ｍｓ）に対応する値に設定され（Ｓ１９０６）、特
別図柄関連状態識別値が「５」に変更され（Ｓ１９０８）、下進入規制ソレノイド４６３
の作動フラグが解除され（Ｓ１９０９）、不正下大入賞監視遅延タイマが所定の監視遅延
時間ＴＤに対応する値に設定される（Ｓ１９１０）。なお、時刻ｔｋにおいて設定される
最終回の進入許容状態後の進入禁止時間ＴＤは、時刻ｔｄ及び時刻ｔｇにおいて設定され
る進入許容状態間における拡張進入禁止時間ＴＣ’と異なり、図３５に示された場合と同
様の標準進入禁止時間ＴＣと同一である。
【０１９５】
　時刻ｔｋから標準進入禁止時間ＴＣが経過した時刻ｔｌにおいて、図３５に示された時
刻ｔｌの場合と同様に、特別図柄関連制御タイマが作動終了待機時間ＴＥに対応する値に
設定され（Ｓ２０１２）、特別図柄関連状態識別値が「６」に変更され（Ｓ２０１３）、
時短フラグに基づいて通常状態移行演出コマンド又は時短状態移行演出コマンドが設定さ
れる（Ｓ２０１１，Ｓ２０１２）。副制御装置９４０は、主制御装置９２０からの通常状
態移行演出コマンド又は時短状態移行演出コマンドの受信に基づいて、装飾図柄表示装置
４７９、音響装置２８１，２８２、盤面発光装置４９０及び枠発光装置２７１～２７５等
における演出を必要に応じて変更することとなる。これによって、装飾図柄表示装置４７
９においてはエンディング演出Ｘ１６が開始される。
【０１９６】
　時刻ｔｌから作動終了待機時間ＴＥが経過した時刻ｔｎにおいて、図３５に示された時
刻ｔｎの場合と同様に、特別図柄関連制御タイマが解除され、特別図柄関連状態識別値が
「０」に変更され（Ｓ２２０９）、時短フラグ及び時短状態フラグが更新される（Ｓ２２
０２，Ｓ２２０６，Ｓ２２０８）。副制御装置９４０は、主制御装置９２０からの非時短
コマンド又は時短コマンドの受信に基づいて、装飾図柄表示装置４７９、音響装置２８１
，２８２、盤面発光装置４９０及び枠発光装置２７１～２７５等における通常遊技状態用
の演出の制御を開始することとなる。
【０１９７】
　次に、特別遊技状態における第３態様の遊技進行について説明する。なお、第１態様の
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遊技進行との相違部分についてのみ詳細に説明する。図３７に示されたように、排出カウ
ンタの値が上大入賞カウンタの値と同一となった後の時刻ｔｂにおいて、特別図柄関連制
御タイマが、図３５に示された場合の作動開始待機時間ＴＡ（５０００ｍｓ）と異なり、
作動開始待機時間ＴＡ’（２５００ｍｓ）に対応する値に設定され（Ｓ２０２）、特別図
柄関連状態識別値が「８」から「３」に変更される（Ｓ２０２）。なお、時刻ｔｂにおい
て、図３５に示された時刻ｔｂの場合と異なり、特別遊技状態開始コマンドは設定されな
い。但し、特別遊技状態開始コマンドは特定通路スイッチ４４８による遊技球の検出に基
づいて大当りに当選した場合に設定される（Ｓ２３０７）。副制御装置９４０は、主制御
装置９２０からの特別遊技状態開始コマンド及び特殊特別遊技状態移行コマンドの受信に
基づいて、装飾図柄表示装置４７９、音響装置２８１，２８２、盤面発光装置４９０及び
枠発光装置２７１～２７５等における標準の特別遊技状態用の演出の制御を開始すること
となる。これによって、装飾図柄表示装置４７９においてはオープニング演出Ｂ０が開始
される。
【０１９８】
　時刻ｔｂから作動開始待機時間ＴＡ’が経過した後の時刻ｔｃにおいて、図３５に示さ
れた時刻ｔｃの場合と同様に、特別図柄関連制御タイマが最大進入許容時間ＴＢに対応す
る値に設定され（Ｓ１８０２）、特別図柄関連状態識別値が「４」に変更され（Ｓ１８０
３）、下進入規制ソレノイド４６３の作動フラグが設定され（Ｓ１８０５）、大入賞許容
カウンタが「１５」から「１４」に変更され、副大入賞許容カウンタが「０」から「１」
に変更され、副大入賞許容カウンタの値に応じた進入許容状態移行コマンドが設定される
（Ｓ１８０６）。副制御装置９４０は、主制御装置９２０からの進入許容状態移行コマン
ドの受信に基づいて、装飾図柄表示装置４７９、音響装置２８１，２８２、盤面発光装置
４９０及び枠発光装置２７１～２７５等における演出を必要に応じて変更することとなる
。これによって、装飾図柄表示装置４７９においては第１ラウンド演出Ｂ１が開始される
。
【０１９９】
　時刻ｔｂ３から大入賞カウンタの値が所定の規定数に到達する前であって最大進入許容
時間ＴＢが経過した時刻ｔｄにおいて、図３５に示された時刻ｔｄの場合と同様に、特別
図柄関連制御タイマが標準進入禁止時間ＴＣ（２０００ｍｓ）に対応する値に設定され（
Ｓ１９０７）、特別図柄関連状態識別値が「５」に変更され（Ｓ１９０８）、下進入規制
ソレノイド４６３の作動フラグが解除され（Ｓ１９０９）、不正下大入賞監視遅延タイマ
が監視遅延時間ＴＦ（１００００ｍｓ）に対応する値に設定される（Ｓ１９１０）。
【０２００】
　時刻ｔｄから標準進入禁止時間ＴＣが経過した後の時刻ｔｅにおいて、特別図柄関連制
御タイマが最大進入許容時間ＴＢに対応する値に設定され（Ｓ２００３）、特別図柄関連
状態識別値が「４」に変更され（Ｓ２００４）、下進入規制ソレノイド４６３の作動フラ
グが設定され（Ｓ２００５）、大入賞許容カウンタが「１３」に変更され（Ｓ２１０１）
、副大入賞許容カウンタが「２」に変更され（Ｓ２１０２）、副大入賞許容カウンタの値
に応じた進入許容状態移行コマンドが設定される（Ｓ２１０４）。副制御装置９４０は、
主制御装置９２０からの進入許容状態移行コマンドの受信に基づいて、装飾図柄表示装置
４７９、音響装置２８１，２８２、盤面発光装置４９０及び枠発光装置２７１～２７５等
における演出を必要に応じて変更することとなる。これによって、装飾図柄表示装置４７
９においては第２ラウンド演出Ｂ２が開始される。
【０２０１】
　時刻ｔｅから最大進入許容時間ＴＢが経過する前であって大入賞カウンタの値が所定の
規定数に到達した時刻ｔｇにおいて、図３５に示された時刻ｔｇの場合と同様に、特別図
柄関連制御タイマが標準進入禁止時間ＴＣに対応する値に設定され（Ｓ１９０７）、特別
図柄関連状態識別値が「５」に変更され（Ｓ１９０８）、下進入規制ソレノイド４６３の
作動フラグが解除され（Ｓ１９０９）、不正下大入賞監視遅延タイマが所定の監視遅延時
間ＴＦに対応する値に設定される（Ｓ１９１０）。
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【０２０２】
　時刻ｔｇの後は、図示を省略したが、時刻ｔｄ～時刻ｔｇまでと同様の制御が繰り返さ
れ、３回目～１５回目の進入許容状態（時刻ｔｈ～時刻ｔｋ）が実現する。なお、１５回
目（最終回）の進入許容状態への移行において、特別図柄関連制御タイマが最大進入許容
時間ＴＢに対応する値に設定され（Ｓ２００３）、特別図柄関連状態識別値が「４」に変
更され（Ｓ２００４）、下進入規制ソレノイド４６３の作動フラグが設定され（Ｓ２００
５）、不正下大入賞監視遅延タイマが解除され（Ｓ２００６）、大入賞許容カウンタが「
１」から「０」に変更され（Ｓ２１０１）、副大入賞許容カウンタが「１４」から「１５
」に変更され（Ｓ２１０２）、最終進入許容状態移行コマンドが設定される（Ｓ２１０５
）。また、副制御装置９４０は、主制御装置９２０からの最終進入許容状態移行コマンド
の受信に基づいて、装飾図柄表示装置４７９、音響装置２８１，２８２、盤面発光装置４
９０及び枠発光装置２７１～２７５等における演出を必要に応じて変更することとなる。
これによって、装飾図柄表示装置４７９においては第１５ラウンド演出Ｂ１５が開始され
る。
【０２０３】
　時刻ｔｋにおいて、図３５に示された時刻ｔｋの場合と同様に、特別図柄関連制御タイ
マが標準進入禁止時間ＴＣ（２０００ｍｓ）に対応する値に設定され（Ｓ１９０６）、特
別図柄関連状態識別値が「５」に変更され（Ｓ１９０８）、下進入規制ソレノイド４６３
の作動フラグが解除され（Ｓ１９０９）、不正下大入賞監視遅延タイマが所定の監視遅延
時間ＴＦに対応する値に設定される（Ｓ１９１０）。
【０２０４】
　時刻ｔｋから標準進入禁止時間ＴＣが経過した時刻ｔｌにおいて、図３５に示された時
刻ｔｌの場合と同様に、特別図柄関連制御タイマが作動終了待機時間ＴＥに対応する値に
設定され（Ｓ２０１２）、特別図柄関連状態識別値が「６」に変更され（Ｓ２０１３）、
時短フラグに基づいて通常状態移行演出コマンド又は時短状態移行演出コマンドが設定さ
れる（Ｓ２０１１，Ｓ２０１２）。副制御装置９４０は、主制御装置９２０からの通常状
態移行演出コマンド又は時短状態移行演出コマンドの受信に基づいて、装飾図柄表示装置
４７９、音響装置２８１，２８２、盤面発光装置４９０及び枠発光装置２７１～２７５等
における演出を必要に応じて変更することとなる。これによって、装飾図柄表示装置４７
９においてはエンディング演出Ｂ１６が開始される。
【０２０５】
　時刻ｔｌから作動終了待機時間ＴＥが経過した時刻ｔｎにおいて、図３５に示された時
刻ｔｎの場合と同様に、特別図柄関連制御タイマが解除され、特別図柄関連状態識別値が
「０」に変更され（Ｓ２２０９）、時短フラグ及び時短状態フラグが更新される（Ｓ２２
０２，Ｓ２２０６，Ｓ２２０８）。
【０２０６】
　最後に、特別遊技状態における第４態様の遊技進行について説明する。なお、第３態様
の遊技進行との相違部分についてのみ詳細に説明する。図３８に示されたように、排出カ
ウンタの値が上大入賞カウンタの値と同一となった後の時刻ｔｂにおいて、図３７に示さ
れた時刻ｔｂの場合と同様に、特別図柄関連制御タイマが作動開始待機時間ＴＡ’（２５
００ｍｓ）に対応する値に設定され、特別図柄関連状態識別値が「８」から「３」に変更
される（Ｓ２０２）。副制御装置９４０は、主制御装置９２０からの特別遊技状態開始コ
マンド及び特殊特別遊技状態移行コマンドの受信に基づいて、装飾図柄表示装置４７９、
音響装置２８１，２８２、盤面発光装置４９０及び枠発光装置２７１～２７５等における
特殊な特別遊技状態用の演出の制御を開始することとなる。これによって、装飾図柄表示
装置４７９においてはオープニング演出Ｙ０が開始される。
【０２０７】
　時刻ｔｂから作動開始待機時間ＴＡ’が経過した後の時刻ｔｃにおいて、図３７に示さ
れた時刻ｔｃの場合と同様に、特別図柄関連制御タイマが最大進入許容時間ＴＢに対応す
る値に設定され（Ｓ１８０２）、特別図柄関連状態識別値が「４」に変更され（Ｓ１８０
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３）、下進入規制ソレノイド４６３の作動フラグが設定され（Ｓ１８０５）、大入賞許容
カウンタが「１５」から「１４」に変更され、副大入賞許容カウンタが「０」から「１」
に変更され、副大入賞許容カウンタの値に応じた進入許容状態移行コマンドが設定される
（Ｓ１８０６）。副制御装置９４０は、主制御装置９２０からの進入許容状態移行コマン
ドの受信に基づいて、装飾図柄表示装置４７９、音響装置２８１，２８２、盤面発光装置
４９０及び枠発光装置２７１～２７５等における演出を必要に応じて変更することとなる
。これによって、装飾図柄表示装置４７９においては第１ラウンド演出Ｙ１が開始される
。
【０２０８】
　時刻ｔｃから大入賞カウンタの値が所定の規定数に到達する前であって最大進入許容時
間ＴＢが経過した時刻ｔｄにおいて、特別図柄関連制御タイマが、図３７に示された場合
の標準進入禁止時間ＴＣ（２０００ｍｓ）と異なり、拡張進入禁止時間ＴＣ’（６０００
０ｍｓ）に対応する値に設定される（Ｓ１９０７）。これによって、下大入賞装置４３３
が図３７に示された場合よりも進入禁止状態に長く維持されることとなる。また、時刻ｔ
ｄにおいて、図３７に示された時刻ｔｄの場合と同様に、特別図柄関連状態識別値が「５
」に変更され（Ｓ１９０８）、下進入規制ソレノイド４６３の作動フラグが解除され（Ｓ
１９０９）、不正下大入賞監視遅延タイマが監視遅延時間ＴＤ（１００００ｍｓ）に対応
する値に設定される（Ｓ１９１０）。
【０２０９】
　時刻ｔｄから拡張進入禁止時間ＴＣ’が経過した後の時刻ｔｅ’において、図３７に示
された時刻ｔｅの場合と同様に、特別図柄関連制御タイマが最大進入許容時間ＴＢに対応
する値に設定され（Ｓ２００３）、特別図柄関連状態識別値が「４」に変更され（Ｓ２０
０４）、下進入規制ソレノイド４６３の作動フラグが設定され（Ｓ２００５）、大入賞許
容カウンタが「１３」に変更され（Ｓ２１０１）、副大入賞許容カウンタが「２」に変更
され（Ｓ２１０２）、副大入賞許容カウンタの値に応じた進入許容状態移行コマンドが設
定される（Ｓ２１０４）。なお、図３７に示された場合と異なり監視遅延時間ＴＦが拡張
進入禁止時間ＴＣ’よりも短いために、不正下大入賞監視遅延タイマは、時刻ｔｄ４より
も前であって時刻ｔｄから監視遅延時間ＴＦが経過した後の時刻ｔｆ’において解除され
る（Ｓ２００６）。
【０２１０】
　時刻ｔｅ’から最大進入許容時間ＴＢが経過する前であって大入賞カウンタの値が所定
の規定数に到達した時刻ｔｇにおいて、図３７に示された時刻ｔｇの場合と異なり、特別
図柄関連制御タイマが拡張進入禁止時間ＴＣ’に対応する値に設定される（Ｓ１９０７）
。また、時刻ｔｇにおいて、図３７に示された時刻ｔｇの場合と同様に、特別図柄関連状
態識別値が「５」に変更され（Ｓ１９０８）、下進入規制ソレノイド４６３の作動フラグ
が解除され（Ｓ１９０９）、不正下大入賞監視遅延タイマが所定の監視遅延時間ＴＦに対
応する値に設定される（Ｓ１９１０）。
【０２１１】
　時刻ｔｅ４の後は、図示を省略したが、時刻ｔｄ～時刻ｔｇまでと同様の制御が繰り返
され、３回目～１５回目の進入許容状態（時刻ｔｈ’～時刻ｔｋ）が実現する。なお、１
５回目（最終回）の進入許容状態への移行において、特別図柄関連制御タイマが最大進入
許容時間ＴＢに対応する値に設定され（Ｓ２００３）、特別図柄関連状態識別値が「４」
に変更され（Ｓ２００４）、下進入規制ソレノイド４６３の作動フラグが設定され（Ｓ２
００５）、不正下大入賞監視遅延タイマが解除され（Ｓ２００６）、大入賞許容カウンタ
が「１」から「０」に変更され（Ｓ２１０１）、副大入賞許容カウンタが「１４」から「
１５」に変更され（Ｓ２１０２）、最終進入許容状態移行コマンドが設定される（Ｓ２１
０５）。また、副制御装置９４０は、主制御装置９２０からの最終進入許容状態移行コマ
ンドの受信に基づいて、装飾図柄表示装置４７９、音響装置２８１，２８２、盤面発光装
置４９０及び枠発光装置２７１～２７５等における演出を必要に応じて変更することとな
る。これによって、装飾図柄表示装置４７９においては第１５ラウンド演出Ｙ１５が開始
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される。
【０２１２】
　時刻ｔｋにおいて、図３７に示された時刻ｔｋの場合と同様に、特別図柄関連制御タイ
マが標準進入禁止時間ＴＣ（２０００ｍｓ）に対応する値に設定され（Ｓ１９０６）、特
別図柄関連状態識別値が「５」に変更され（Ｓ１９０８）、下進入規制ソレノイド４６３
の作動フラグが解除され（Ｓ１９０９）、不正下大入賞監視遅延タイマが所定の監視遅延
時間ＴＦに対応する値に設定される（Ｓ１９１０）。なお、時刻ｔｇ４において設定され
る最終回の進入許容状態後の進入禁止時間は、時刻ｔｄ及び時刻ｔｇにおいて設定される
進入許容状態間における拡張進入禁止時間ＴＣ’と異なり、図３７に示された場合と同様
の標準進入禁止時間ＴＣである。
【０２１３】
　時刻ｔｋから標準進入禁止時間ＴＣが経過した時刻ｔｌにおいて、図３７に示された時
刻ｔｎの場合と同様に、特別図柄関連制御タイマが作動終了待機時間ＴＥに対応する値に
設定され（Ｓ２０１２）、特別図柄関連状態識別値が「６」に変更され（Ｓ２０１３）、
時短フラグに基づいて通常状態移行演出コマンド又は時短状態移行演出コマンドが設定さ
れる（Ｓ２０１１，Ｓ２０１２）。副制御装置９４０は、主制御装置９２０からの通常状
態移行演出コマンド又は時短状態移行演出コマンドの受信に基づいて、装飾図柄表示装置
４７９、音響装置２８１，２８２、盤面発光装置４９０及び枠発光装置２７１～２７５等
における演出を必要に応じて変更することとなる。これによって、装飾図柄表示装置４７
９においてはエンディング演出Ｙ１６が開始される。
【０２１４】
　時刻ｔｌから作動終了待機時間ＴＥが経過した時刻ｔｎにおいて、図３７に示された時
刻ｔｎの場合と同様に、特別図柄関連制御タイマが解除され、特別図柄関連状態識別値が
「０」に変更され（Ｓ２２０９）、時短フラグ及び時短状態フラグが更新される（Ｓ２２
０２，Ｓ２２０６，Ｓ２２０８）。
【０２１５】
　ここで、装飾図柄表示装置４７９で実行される各種の演出について説明する。第１態様
における第Ａ系統の演出（演出Ａ０～Ａ１６：〔標準演出態様〕の一種）や第３態様にお
ける第Ｂ系統の演出（演出Ｂ０～Ｂ１６：〔標準演出態様〕の一種）において、ラウンド
毎に固有の１又は少数のキャラクタ等が出現する。一方、第２態様における第Ｘ系統の演
出（演出Ｘ０～Ｘ１６：〔特殊演出態様〕の一種）や第４態様における第Ｙ系統の演出（
演出Ｙ０～Ｙ１６：〔特殊演出態様〕の一種）において、第Ａ系統や第Ｂ系統で出現する
可能性のある全て又は多数のキャラクタが同時に出現する。これによって、不正に特別遊
技状態に移行させられた可能性の高い場合（第２態様や第４態様）とその他の場合（第１
態様や第３態様）との識別性が高くなる。また、第２態様や第４態様の特別遊技状態は、
正常な遊技によっても極めて稀であるが発生する可能性があり、華やかで目立つ演出とす
ることによって、善良な遊技者に対しては、特別遊技状態が長くなることによる倦怠感を
低減させることができたり、逆に、通常ではほとんど見ることができない稀な演出を長く
見られることにより満足感を増幅させることができたりする。一方、不正な遊技者に対し
ては、周囲の遊技者や遊技機の管理者等に特殊な大当りに基づく特別遊技状態であること
が露見し易くなると共に特別遊技状態が長くなることによってその発見率も高くなるため
に、都合の悪い演出となる。
【０２１６】
　ここで、遊技者に不利益を与えないための遊技手法の報知について説明する。既述のよ
うに、通常遊技状態においては第１特別図柄に係る始動入賞装置４３１への入賞を目指す
左打ち遊技手法によって、時短遊技状態においては第２特別図柄に係る始動入賞装置４３
２への入賞を目指す右打ち遊技手法によって、また、特別遊技状態においては第１特別図
柄に係る単位遊技の権利の保留数の増加を防止すると共に下大入賞装置４３３に遊技球を
効率よく誘導するために右打ち遊技手法によって遊技を行うことが遊技者にとって有利で
ある。したがって、遊技進行において適宜に遊技者にとって有利な遊技手法を報知してい
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る。
【０２１７】
　具体的には、主制御基板９２０の立上時において、図１５に示されたように、時短状態
フラグが設定されている時短状態（時短遊技状態）の場合（Ｓ１０１７：Ｙ）には時短コ
マンドが設定され（Ｓ１０１８）、時短状態フラグが設定されていない非時短状態（通常
遊技状態及び特別遊技状態）の場合には非時短コマンドが設定される（Ｓ１０１９；図１
５参照）。また、特別遊技状態の終了時において、図２８に示されたように、時短状態フ
ラグが設定されている時短状態の場合（Ｓ２２０４：Ｙ；図２８参照）には時短コマンド
が設定され、時短状態フラグが設定されていない非時短状態（通常遊技状態及び特別遊技
状態）の場合には非時短コマンドが設定される。また、時短遊技状態における最終回の特
別図柄に係る単位遊技の停止図柄の確定表示に伴う通常遊技状態への移行時（Ｓ１７０４
：Ｎ，Ｓ１７０６：Ｎ）に、非時短状態コマンドが設定される（Ｓ１７０８）。また、始
動スイッチ４４６による遊技球の検出に基づいて始動スイッチ４４６の検出フラグが設定
されている場合（Ｓ１４０６：Ｎ）には右打コマンドが設定され（Ｓ１４０７）、始動入
賞スイッチ４４１による遊技球の検出に基づいて始動入賞スイッチ４４１の検出フラグが
設定されている場合（Ｓ１４０８：Ｎ）には左打コマンドが設定される（Ｓ１４０９）。
【０２１８】
　副制御装置９４０は、主制御装置９２０からの時短コマンドの受信に基づいて時短状態
であることを認知し、主制御装置９２０からの非時短コマンド又は非時短状態コマンドの
受信に基づいて時短状態であることを認知している。副制御装置９４０は、非時短状態と
の認知状態において、主制御装置９２０からの右打ちコマンドを受信した後の所定の監視
時間（例えば１０秒）内に再度右打コマンドを受信した場合には、左打ち遊技手法で遊技
するように喚起するために、再度の右打コマンドの受信から所定の報知時間（例えば３０
秒）に亘って、装飾図柄表示装置４７９及び音響装置２８１，２８２に、それぞれ、「左
打ちしてね！」との文字及び音声による左打ち指示報知を実行させる。なお、左打ち指示
報知中に再度右打コマンドを受信した場合には、その右打コマンドの受信から所定の報知
時間まで左打ち指示報知は継続される。但し、特別遊技状態において送信される可能性の
ない所定のコマンド、例えば、デモ開始要求コマンドや変動コマンドを受信するまでは、
所定の監視時間内に右打コマンドを受信した場合であっても左打ち指示報知は実行されな
い。また、副制御装置９４０は、時短状態との認知状態において左打コマンドを受信した
後の所定の監視時間（例えば１０秒）内に再度左打コマンドを受信した場合には、右打ち
遊技手法で遊技するように喚起するために、再度の左打コマンドの受信から所定の報知時
間（例えば３０秒）に亘って、装飾図柄表示装置４７９及び音響装置２８１，２８２に、
それぞれ、「右打ちしてね！」との文字及び音声による右打ち指示報知を実行させる。な
お、右打ち指示報知中に再度左打コマンドを受信した場合には、その左打コマンドの受信
から所定の報知時間まで右打ち指示報知は継続される。
【０２１９】
　本実施形態の遊技機１００であれば、特別遊技状態における下大入賞装置４３３の動作
態様の相違によって、通常遊技状態における第２特別図柄に係る単位遊技に伴い発生する
特別遊技状態であるのかそれとも特定遊技状態における第２特別図柄に係る単位遊技に伴
い発生した特別遊技状態であるのかの識別的な認知が容易化される。また、第２態様の特
別遊技状態及び第４態様の特別遊技状態において、下大入賞装置４３３が進入禁止状態で
ある時間が第１態様の特別遊技状態及び第２態様の特別遊技状態よりも長いことによって
、それらの４種の特別遊技状態において獲得できる遊技媒体の個数は概ね同一であったと
しても第２態様の特別遊技状態及び第４態様の特別遊技状態の消化に要する時間が第１態
様の特別遊技状態及び第３態様の特別遊技状態よりも長くなり、また、第１態様の特別遊
技状態及び第３態様の特別遊技状態と略同数の遊技媒体を獲得するためには進入禁止状態
ごとに遊技媒体の打ち出しを停止したり進入許容状態ごとに遊技媒体の打ち出しを再開し
たりしなければならず遊技媒体の打ち出し操作が煩雑となる。これによって、第２態様の
特別遊技状態及び第４態様の特別遊技状態の後において、通常の遊技者によって通常遊技
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状態における第２特別図柄に係る単位遊技が実行されることを抑制できる。なお、第１態
様の特別遊技状態及び第３態様の特別遊技状態は、従来の典型的な特別遊技状態と同様に
、進入許容状態である時間が所定の最大進入許容時間に到達するか又は所定の個数の遊技
媒体が下大入賞装置４３３に進入した場合に１回の進入許容状態が終了し、各進入許容状
態間において進入禁止状態である時間は数秒程度の短い時間であるために、その特別遊技
状態に亘って遊技媒体を連続的に打ち出すことによって消化でき、また、各進入許容状態
は、通常、最大進入許容時間に到達する前における下大入賞装置４３３への所定の個数の
遊技媒体の進入によって終了するために、第２態様の特別遊技状態及び第４態様の特別遊
技状態において進入許容状態を第１態様の特別遊技状態及び第３態様の特別遊技状態より
も長くしたとしても上記のような効果は発現しない。
【０２２０】
　本実施形態の遊技機１００であれば、通常遊技状態における特定通路スイッチ４４８に
よる遊技球の検出に基づく特別遊技状態において下大入賞装置４３３が進入禁止状態に滞
在する拡張進入禁止時間が、時短遊技状態における特定通路スイッチ４４８による遊技球
の検出に基づく特別遊技状態において下大入賞装置４３３が進入禁止状態に滞在する標準
進入禁止時間よりも長く設定されているために、通常の遊技においては稀にしか発生せず
、不正行為によって特定通路６０Ｅに遊技球を誘導して特定通路スイッチ４４８を作動さ
せたり特定通路６０Ｅに遊技球が誘導されていないにも関らず不正行為によって特定通路
スイッチ４４８が遊技球を検出していると主制御基板９２０に認識させたりすることによ
って強制的に移行させられた可能性が高い第４態様の特別遊技状態と通常の遊技に従った
第３態様の特別遊技状態との識別精度が向上する。これによって、一旦第４態様の特別遊
技状態が発生した場合には、特別遊技状態中において特別遊技状態への移行前に何らかの
異常が検知されていなかったかを確認したり、特別遊技状態後の遊技を監視したりでき、
今回又は次回以降の第４態様の特別遊技状態において、不正行為に基づく第４態様の特別
遊技状態であるか通常の遊技で偶然に発生した第４態様の特別遊技状態であるかを良好に
判断することができる。したがって、不正行為に基づき短期間に多数回に亘って特別遊技
状態に強制的に移行させられることを抑制できる。また、第４態様の特別遊技状態への移
行に基づいて遊技進行を停止させないことによって、第４態様の特別遊技状態を通常の遊
技に従って偶然に発生させた遊技者に対して特別遊技状態における遊技進行は遅くなるも
のの大きな不快感を与えることは抑制できる。また、第３態様の特別遊技状態と第４態様
の特別遊技状態とにおいて獲得される遊技球の個数が実質的に同一であったとしても特別
遊技状態に滞在する期間が長くなり、遊技球の払い出しに対する時間効率が低下するため
に、不正行為によって特別遊技状態に移行させられたとしても不正に獲得される遊技球の
個数を低減できる。
【０２２１】
　本実施形態の遊技機１００であれば、通常遊技状態における第２特別図柄抽選による大
当り基づく特別遊技状態において下大入賞装置４３３が進入禁止状態に滞在する拡張進入
禁止時間が、時短遊技状態における第２特別図柄抽選による大当り基づく特別遊技状態に
おいて下大入賞装置４３３が進入禁止状態に滞在する標準進入禁止時間よりも長く設定さ
れているために、通常の遊技においては稀にしか発生せず、不正行為によって始動入賞装
置４３２に遊技球を誘導して右始動入賞スイッチ４４２を作動させたり始動入賞装置４３
２に遊技球が誘導されていないにも関らず不正行為によって特定通路スイッチ４４８が遊
技球を検出していると主制御基板９２０に認識させたりすることによって強制的に移行さ
せられた可能性が高い第２態様の特別遊技状態と通常の遊技に従った第１態様の特別遊技
状態との識別精度が向上する。これによって、一旦第２態様の特別遊技状態が発生した場
合には、特別遊技状態中において特別遊技状態への移行前に何らかの異常が検知されてい
なかったかを確認したり、特別遊技状態後の遊技を監視したりでき、今回又は次回以降の
第２態様の特別遊技状態において、不正行為に基づく第２態様の特別遊技状態であるか通
常の遊技で偶然に発生した第２態様の特別遊技状態であるかを良好に判断することができ
る。したがって、不正行為に基づき短期間に多数回に亘って特別遊技状態に強制的に移行
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させられることを抑制できる。また、第２態様の特別遊技状態への移行に基づいて遊技進
行を停止させないことによって、第２態様の特別遊技状態を通常の遊技に従って偶然に発
生させた遊技者に対して特別遊技状態における遊技進行は遅くなるものの大きな不快感を
与えることは抑制できる。また、第１態様の特別遊技状態と第２態様の特別遊技状態とに
おいて獲得される遊技球の個数が実質的に同一であったとしても特別遊技状態に滞在する
期間が長くなり、遊技球の払い出しに対する時間効率が低下するために、不正行為によっ
て特別遊技状態に移行させられたとしても不正に獲得される遊技球の個数を低減できる。
【０２２２】
　また、本実施形態の遊技機１００であれば、不正行為によって強制的に移行させられた
可能性が高い第２態様の特別遊技状態及び第４態様の特別遊技状態において、下大入賞装
置４３３が進入禁止状態に滞在する拡張進入禁止時間が、不正下大入賞監視遅延時間より
も長く設定されているために、下大入賞装置４３３が進入禁止状態に滞在している一部の
期間において不正下大入賞を監視する期間が含まれることとなり、下大入賞装置４３３が
進入禁止状態に滞在しているはずの期間に亘って不正行為によって下大入賞装置４３３が
強制的に進入許容状態に移行させられている場合には、不正下大入賞異常と認知される。
したがって、下大入賞装置４３３が強制的に進入許容状態に移行させられるような不正行
為の検知精度が向上する。なお、拡張進入禁止時間が不正下大入賞監視遅延時間に比べて
長い程、その検知精度は向上するために、拡張進入禁止時間は最大進入許容時間の２倍以
上であることが更に好ましく、拡張進入禁止時間が最大進入許容時間の５倍以上であれば
極めて好ましい。
【０２２３】
　また、本実施形態の遊技機１００であれば、不正行為によって強制的に移行させられた
可能性が高い第２態様の特別遊技状態及び第４態様の特別遊技状態において下大入賞装置
４３３が進入禁止状態に滞在する拡張進入禁止時間が、第１態様の特別遊技状態～第４態
様の特別遊技状態において下大入賞装置４３３が進入許容状態に滞在する最大進入許容時
間よりも長く設定されているために、不正行為によって強制的に移行させられた可能性が
高い第２態様の特別遊技状態及び第４態様の特別遊技状態と通常の遊技に従った第１態様
の特別遊技状態及び第３態様の特別遊技状態との識別精度が更に向上する。なお、拡張進
入禁止時間が最大進入許容時間に比べて長い程、その識別精度は向上するために、拡張進
入禁止時間は最大進入許容時間の２倍以上であることが更に好ましい。
【０２２４】
　また、本実施形態の遊技機１００であれば、通常遊技状態において、遊技者にとって不
利な第２特別図柄に係る始動入賞装置４３２への入賞を目指す右打ち遊技手法で遊技され
ている場合には、第１特別図柄に係る始動入賞装置４３１への入賞を目指す左打ち遊技手
法で遊技を行うように遊技者に報知することによって、第２態様の特別遊技状態や第４態
様の特別遊技状態の発生を待たずに、遊技者が通常遊技状態において第２特別図柄に係る
単位遊技を実行することを抑制している。これによって、通常の遊技者による遊技によっ
て第２態様の特別遊技状態及び第４態様の特別遊技状態が発生することを抑制でき、不正
行為によって強制的に発生させられた特別遊技状態の検知精度が向上する。
【０２２５】
　また、本実施形態の遊技機１００であれば、副制御装置９４０は、特別遊技状態におい
て主制御基板９２０から送信される可能性のない所定のコマンド、例えば、デモ開始要求
コマンドや変動コマンドを受信するまでは、装飾図柄表示装置４７９及び音響装置２８１
，２８２に左打ち指示報知を実行させないために、特別遊技状態において一旦停電状態に
移行した後に通電状態に復帰したときに右打ち遊技手法で遊技を行った場合において特別
遊技状態であるにも関らず左打ち指示報知が実行されてしまう誤報知が防止される。この
誤報知は、一旦停電状態に移行した場合には、主制御基板９２０はバックアップ機能によ
って停電状態に移行する直前の制御状態に復帰されるが、副制御基板９４０はバックアッ
プ機能がなく初期化されてしまうことと、主制御基板９２０の立上時に特別遊技状態であ
るために非時短コマンドが主制御基板９２０から送信されるものの副制御基板９４０は非
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時短コマンド受信したとしても通常遊技状態であるか特別遊技状態であるかが識別できな
いこととに起因して発生する。そこで、副制御基板９４０は、特別遊技状態において主制
御基板９２０から送信される可能性のない所定のコマンドの受信によって通常遊技状態で
あることが確定されるまでは、上述の所定の条件を満たす場合であっても左打ち指示報知
を実行させないことによって、誤報知の発生を防止している。
【０２２６】
　なお、通電状態への復帰後の遊技状態が第１態様の特別遊技状態又は第３態様の特別遊
技状態である場合には、それらの特別遊技状態において下大入賞装置４３３が進入禁止状
態に滞在する時間が極めて短く、主制御基板９２０の立上直後に下大入賞装置４３３が進
入許容状態に移行することによって、遊技者は現在の遊技状態が特別遊技状態であること
を簡便に認識できるが、通電状態への復帰後の遊技状態が第２態様の特別遊技状態又は第
４態様の特別遊技状態である場合には、それらの特別遊技状態において下大入賞装置４３
３が進入禁止状態に滞在する時間が長くなるために、主制御基板９２０の立上から下大入
賞装置４３３が進入許容状態に移行するまでの時間も長くなり易く、遊技者は現在の遊技
状態が特別遊技状態であることを簡便には認識できなくなる。したがって、特別遊技状態
として第２態様の特別遊技状態又は第４態様の特別遊技状態のように下大入賞装置４３３
が進入禁止状態に滞在する時間が長い態様の特別遊技状態を含む場合には、通電状態への
復帰後の第２態様の特別遊技状態又は第４態様の特別遊技状態において上記の誤報知の発
生を防止する構成を採用することが好ましいく、採用した場合の効果も高くなる。
【０２２７】
　上記の実施形態においては、第２態様の特別遊技状態及び第４態様の特別遊技状態にお
ける進入許容状態間の各進入禁止状態に滞在する時間が全て同一である構成について説明
したが、本発明においては、それらの時間が少なくとも一部で異なる構成とすることもで
きる。但し、第１態様の特別遊技状態と第２態様の特別遊技状態との識別性及び第３態様
の特別遊技状態と第４態様の特別遊技状態との識別性の観点からは一定時間（拡張進入禁
止時間）を基準とする差分に基づきそれらの相違を容易に識別でき、また、特別遊技状態
における下大入賞装置４３３の動作制御の簡便性の観点からはそれらの主要な動作制御を
一様にできる上記の実施形態の構成が好ましい。なお、進入許容状態間の各進入禁止状態
に滞在する時間が少なくとも一部で異なる場合であってもそれらの各進入禁止状態に滞在
する時間は第１態様の特別遊技状態及び第３態様の特別遊技状態における進入許容状態間
の各進入禁止状態に滞在する時間よりも長い構成とすることが好ましい。
【０２２８】
　また、上記の実施形態においては、第１態様の特別遊技状態及び第３態様の特別遊技状
態における進入許容状態間の各進入禁止状態に滞在する時間が全て同一である構成につい
て説明したが、本発明においては、それらの時間が少なくとも一部で異なる構成とするこ
ともできる。但し、第１態様の特別遊技状態と第２態様の特別遊技状態との識別性及び第
３態様の特別遊技状態と第４態様の特別遊技状態との識別性の観点からは一定時間（標準
進入禁止時間）を基準とする差分に基づきそれらの相違を容易に認識でき、また、特別遊
技状態における下大入賞装置４３３の動作制御の簡便性の観点からはそれらの主要な動作
制御を一様にできる上記の実施形態の構成が好ましい。なお、進入許容状態間の各進入禁
止状態に滞在する時間が少なくとも一部で異なる場合であってもそれらの各進入禁止状態
に滞在する時間は第２態様の特別遊技状態及び第４態様の特別遊技状態における進入許容
状態間の各進入禁止状態に滞在する時間よりも短い構成とすることが好ましい。
【０２２９】
　また、上記の実施形態においては、第１態様の特別遊技状態及び第３態様の特別遊技状
態と第２態様の特別遊技状態及び第４態様の特別遊技状態とに対する同一回の進入禁止状
態に滞在する時間が、第２態様の特別遊技状態及び第４態様の特別遊技状態の方が第１態
様の特別遊技状態及び第３態様の特別遊技状態の場合より長い構成について説明したが、
本発明においては、少なくとも１回の進入禁止状態に滞在する時間が第２態様の特別遊技
状態及び第４態様の特別遊技状態の方が第１態様の特別遊技状態及び第３態様の特別遊技
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状態の場合より長い構成とすることもできる。但し、第１態様の特別遊技状態と第２態様
の特別遊技状態との識別性及び第３態様の特別遊技状態と第４態様の特別遊技状態との識
別性の観点からは、それらを識別できる機会が各回の進入禁止状態において与えられる上
記の実施形態の構成が好ましい。
【０２３０】
　また、上記の実施形態においては、第２態様の特別遊技状態及び第４態様の特別遊技状
態における進入許容状態間の各進入禁止状態に滞在する総時間が第１態様の特別遊技状態
及び第３態様の特別遊技状態における進入許容状態間の各進入禁止状態に滞在する総時間
よりも長い構成について説明したが、本発明においては、第１回の進入許容状態前の進入
禁止状態及び最終回の進入許容状態後の進入禁止状態の少なくとも一方のみが第２態様の
特別遊技状態及び第４態様の特別遊技状態の方が第１態様の特別遊技状態及び第３態様の
特別遊技状態の場合より長い構成とすることもできる。但し、第１態様の特別遊技状態と
第２態様の特別遊技状態との識別性及び第３態様の特別遊技状態と第４態様の特別遊技状
態との識別性の観点からは、それらを識別できる機会が多数に分散する上記の実施形態の
構成が好ましい。
【０２３１】
　また、上記の実施形態においては、特別遊技状態における進入許容状態間の各進入禁止
状態に滞在する時間が第２態様の特別遊技状態と第４態様の特別遊技状態とで同一である
構成について説明したが、本発明においては、それらの時間が同一でない構成とすること
もできる。但し、特別遊技状態における下大入賞装置４３３の動作制御の簡便性の観点か
らはそれらの動作制御を共通化できる上記の実施形態の構成が好ましい。なお、それらの
時間を同一としない場合には、不正行為の対象になり易い第２大入賞装置の動作に基づい
て発生する第４態様の特別遊技状態の方が第２態様の特別遊技状態よりも長い構成とする
ことが好ましい。
【０２３２】
　また、上記の実施形態においては、各ラウンドに登場するキャラクタの種類の相違によ
って、第１態様の特別遊技状態及び第３態様の特別遊技状態と第２態様の特別遊技状態及
び第４態様の特別遊技状態とに対する演出を異ならせる構成について説明したが、本発明
においては、それらの特別遊技状態に対する演出において、登場キャラクタは同一である
がその動作やその配色を異ならせる構成や、一方の演出が動画であるのに対して他方の演
出が静止画である等のように表示形態を異ならせる構成や、一方の演出がデフォルメされ
た画像であるのに対して他方が実写画像や劇画調の画像である等のように画調を異ならせ
る構成や、一方の演出が低画質や光沢のない画質であるのに対して他方の演出が高画質や
光沢のある画質である等のように画質を異ならせる構成や、一方の演出が青色を基調とす
る海背景であるのに対して他方の演出が青色を基調とする空背景や黒色や金色を基調とす
る宇宙背景である等のように背景画像を異ならせる構成等とすることもできる。
【０２３３】
　また、上記の実施形態においては、装飾図柄表示装置４７９による画像表示演出の相違
によって、第１態様の特別遊技状態及び第３態様の特別遊技状態と第２態様の特別遊技状
態及び第４態様の特別遊技状態とに対する演出を異ならせる構成について説明したが、本
発明においては、装飾図柄表示装置４７９による画像表示演出は同一であるが枠発光装置
２７１～２７５や盤面発光装置４９０による発光演出の相違によって、それらの特別遊技
状態に対する演出を異ならせる構成とすることもできる。例えば、それらの特別遊技状態
に対する演出において、一方の演出が高輝度の発光であるのに対して他方の演出が極めて
高輝度である等のように発光輝度を異ならせる構成や、一方の演出が単一の発光色又は少
数の発光色による演出であるのに対して他方の演出が多数（例えば、七色）の発光色によ
る演出である等のように発光色を異ならせる構成や、一方の演出が低頻度での点滅である
のに対して他方の演出が高頻度の点滅である等のように発光パターンを異ならせる構成や
、発光演出の有無で異ならせる構成とすることもできる。
【０２３４】
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　また、上記の実施形態においては、視覚的な演出の相違によって、第１態様の特別遊技
状態及び第３態様の特別遊技状態と第２態様の特別遊技状態及び第４態様の特別遊技状態
とに対する演出を異ならせる構成について説明したが、本発明においては、音響装置２８
１，２８２による音声又は音楽等の音響に基づく聴覚的な演出の相違によって、それらの
特別遊技状態に対する演出を異ならせる構成とすることもできる。例えば、それらの特別
遊技状態に対する演出において、一方の演出が大音量の音響であるのに対して他方の演出
が極めて大音量の音響である等のように音量を異ならせる構成や、音声パターンや音楽を
異ならせる等のように音響の種類を異ならせる構成や、一方の演出が単純機械音や少数の
楽器による音楽であるのに対して他方の演出がオーケストラによる音楽である等のように
音源を異ならせる構成や、一方の演出に対して他方の演出では低音部や高音部を強調する
等のように音質を異ならせる構成や、一方の演出に対して他方の演出では所定の音を高頻
度で再生したり音楽の再生速度を速めたりする等のように再生ピッチを異ならせる構成や
、音調を異ならせる構成や、音響演出の有無で異ならせる構成とすることもできる。
【０２３５】
　また、上記の実施形態においては、下大入賞装置４３３が進入許容状態である場合と進
入禁止状態である場合とを一組とするラウンド演出の切れ目が認識できる演出形態に対す
る同一回のラウンド演出ごとの相違によって、第１態様の特別遊技状態及び第３態様の特
別遊技状態と第２態様の特別遊技状態及び第４態様の特別遊技状態とに対する演出を異な
らせる構成について説明したが、本発明においては、それらの少なくとも一回のラウンド
演出のみが相違する構成や、ラウンド演出は同一であってオープニング演出及びエンディ
ング演出のみを異ならせる構成とすることもできる。
【０２３６】
　また、上記の実施形態においては、下大入賞装置４３３が進入許容状態である場合と進
入禁止状態である場合とを一組とする各ラウンド演出の相違によって、第１態様の特別遊
技状態及び第３態様の特別遊技状態と第２態様の特別遊技状態及び第４態様の特別遊技状
態とに対する演出を異ならせる構成について説明したが、本発明においては、一方の特別
遊技状態の演出がラウンド演出を実行するのに対して他方の特別遊技状態の演出が各ラウ
ンドの切れ目が完全には認識できない連繋演出形態とする等の演出形態の相違によって、
それらの特別遊技状態に対する演出を異ならせる構成とすることもできる。ここで、「連
繋演出」とは、所定の動画が単純に繰り返されるのではなく、少なくとも第１回目の進入
許容状態の開始から最終回の進入許容状態の終了までの期間において１つのストーリで構
成される画像が実質的に繰り返されることなく表示されたり、その期間においてラウンド
数以下の個数のエピソードで構成される画像が実質的に繰り返されることなく表示された
りする演出を意味する。
【０２３７】
　また、下大入賞装置４３３が進入許容状態である場合と進入禁止状態である場合とを一
組とする各ラウンド演出の相違によって第１態様の特別遊技状態及び第３態様の特別遊技
状態と第２態様の特別遊技状態及び第４態様の特別遊技状態とに対する演出を異ならせる
構成について説明したが、本発明においては、下大入賞装置４３３が進入許容状態である
進入許容中演出と進入禁止状態である進入禁止中演出とを個別の演出に分離して、進入許
容中演出及び進入禁止中演出の少なくとも一方の相違によってそれらの特別遊技状態に対
する演出を異ならせる構成とすることもできる。
【０２３８】
　ここで、演出形態の相違によって、第１態様の特別遊技状態と第３態様の特別遊技状態
とに対する演出を異ならせると共に第２態様の特別遊技状態と第４態様の特別遊技状態と
に対する演出を異ならせる構成の遊技機（以下、「変化例の遊技機」とも称す）について
詳細に説明する。なお、上記の遊技機１００と実質的に同一部分については同一参照符号
を付すこととし、遊技機１００との相違部分のみについて詳細に説明する。図３５～図３
８は、それぞれ、特別遊技状態における第１態様～第４態様の遊技進行の他の一例を表す
タイミングチャートである。
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【０２３９】
　第１態様の特別遊技状態において、図３９に示されたように、図３５に示された演出Ａ
１（時刻ｔｃ～時刻ｔｅ）は、下大入賞装置４３３が進入許容状態である期間（時刻ｔｃ
～時刻ｔｄ）に実行される演出Ａ１’と下大入賞装置４３３が進入禁止状態である期間（
時刻ｔｄ～時刻ｔｅ）に実行される演出Ａ１”とに分割され、演出Ａ１’は演出Ａ１と同
様の演出内容であるが、演出Ａ１”は、演出Ａ１で登場したキャラクタが演出Ａ２で登場
するキャラクタに交代する等のように演出Ａ１’の演出内容を継承しつつ第１回目の進入
許容状態後の進入禁止状態であることを表す演出である。このように演出を分割するため
に、主制御装置９２０は、進入許容状態から進入禁止状態への切り替えの検知時に進入禁
止状態移行コマンドを設定して副制御装置９４０に送信する。例えば、図２５に示された
不正下大入賞監視遅延タイマ設定処理Ｓ１９１０の後に進入禁止状態移行コマンドを設定
する付加的な処理が実行され、その付加的な処理後に実行される制御信号出力処理Ｓ１１
０８（図１６参照）によって送信される。また、副制御装置９４０は、主制御装置９２０
からの進入禁止状態移行コマンドの受信に基づいて、演出Ａ１’から演出Ａ”への切り替
えを行う。また、演出Ａ２’～Ａ１４’及び演出Ａ２”～Ａ１４”の各々についても、そ
れぞれ、演出Ａ１’及び演出Ａ１”の場合と同様である。なお、演出Ａ１５については、
直後に実行される演出Ａ１６によって今回の特別遊技状態において再度に進入許容状態と
なることがないことを遊技者が認識できるために、演出Ａ２～Ａ１４に対するような分割
は行っていない。
【０２４０】
　一方、第２態様の特別遊技状態において、図４０に示されたように、図３６に示された
演出Ｘ１～Ｘ１５や図３９に示された演出Ａ１’及びＡ１”～演出Ａ１４’及びＡ１４”
並びに演出Ａ１５が統合されたラウンドごとの切れ目のない連繋演出Ｘが実行される。具
体的には、副制御装置９４０は、主制御装置９２０からの初回の進入許容状態移行コマン
ドの受信に基づいて演出Ｘ０から連繋演出Ｘに切り替え、主制御装置９２０からの通常状
態移行演出コマンドの受信に基づいて連繋演出Ｘから演出Ｘ１６に切り替える。また、進
入許容状態間の進入禁止状態である期間（例えば、時刻ｔｄ～時刻ｔｅ’）においては、
遊技球の打ち出し停止を遊技者に促すために、遊技球の打ち出しの停止を指示する打出停
止指示情報表示が実行されると共に、進入許容状態である期間（例えば、時刻ｔｅ’～時
刻ｔｇ）においては、遊技球の打ち出しの迅速な開始を遊技者に促すために、遊技球の打
ち出しを指示する打出開始指示情報表示が実行される。具体的には、副制御装置９４０は
、主制御装置９２０からの進入許容状態移行コマンドや進入禁止状態移行コマンドの受信
に基づいてそれらの指示情報表示を適宜に切り替える。なお、最終回の進入許容状態後の
進入禁止状態である期間（時刻ｔｋ～時刻ｔｌ）においては、直後に実行される演出Ｘ１
６によって今回の特別遊技状態において再度に進入許容状態となることがないことを遊技
者が認識できるために、連繋演出の場合のような打出停止指示情報表示は行っていない。
【０２４１】
　また、第３態様の特別遊技状態において、図４１に示されたように、図３７に示された
演出Ｂ１（時刻ｔｃ～時刻ｔｅ）は、下大入賞装置４３３が進入許容状態である期間（時
刻ｔｃ～時刻ｔｄ）に実行される演出Ｂ１’と下大入賞装置４３３が進入禁止状態である
期間（時刻ｔｄ～時刻ｔｅ）に実行される演出Ｚとに分割され、演出Ｂ１’は演出Ｂ１と
同様の演出内容であるが、演出Ｚは進入許容状態間の進入禁止状態であることを表す演出
である。演出Ｂ１’から演出Ｚへの切り替えは、主制御装置９２０からの進入禁止状態移
行コマンドの受信に基づいて副制御装置９４０が行う。また、図３７に示された演出Ｂ２
～Ｂ１４の各々についても演出Ｂ１’と演出Ｚの場合と同様に分割される。なお、演出Ｂ
１５については、直後に実行される演出Ｂ１６によって今回の特別遊技状態において再度
に進入許容状態となることがないことを遊技者が認識できるために、演出Ｂ２’～Ｂ１４
’の場合のような分割は行っていない。第３態様の特別遊技状態における進入許容状態間
の進入禁止状態である期間の演出Ｚが各進入禁止状態に対して共通であること以外は図３
９に示された第１態様の特別遊技状態と本質的に同一である。
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【０２４２】
　一方、第４態様の特別遊技状態において、図４２に示されたように、図３８に示された
演出Ｂ１（時刻ｔｃ～時刻ｔｅ）は、下大入賞装置４３３が進入許容状態である期間（時
刻ｔｃ～時刻ｔｄ）に実行される演出Ｙ１’と下大入賞装置４３３が進入禁止状態である
期間（時刻ｔｄ～時刻ｔｅ）に実行される演出Ｚ’とに分割され、演出Ｙ１’は演出Ｙ１
と同様の演出内容であるが、演出Ｚ’は進入許容状態間の進入禁止状態であることを表す
演出である。演出Ｙ１’から演出Ｚ’への切り替えは、主制御装置９２０からの進入禁止
状態移行コマンドの受信に基づいて副制御装置９４０が行う。また、図３８に示された演
出Ｙ２～Ｙ１４の各々についても演出Ｙ１’と演出Ｚ’の場合と同様に分割される。なお
、演出Ｙ１５については、直後に実行される演出Ｙ１６によって今回の特別遊技状態にお
いて再度に進入許容状態となることがないことを遊技者が認識できるために、演出Ｙ２’
～Ｙ１４’の場合のような分割は行っていない。第４態様の特別遊技状態における進入許
容状態間の進入禁止状態である期間の演出Ｚ’の内容は図４１に示された第３態様の特別
遊技状態の場合の演出Ｚと異なり、また、図３９に示された演出Ａ１”～Ａ１４”の各々
とも異なる。
【０２４３】
　また、進入許容状態間の進入禁止状態の開始から所定の時間ＴＪが経過するまでの期間
においては、遊技球の打ち出しの迅速な停止を遊技者に促すために、遊技球の打ち出しの
停止を指示する打出停止指示情報表示が実行されると共に、進入許容状態の開始から所定
の時間ＴＩが経過するまでの期間においては、遊技球の打ち出しの迅速な開始を促すため
に、遊技球の打ち出しを指示する打出開始指示情報表示が実行される。具体的には、副制
御装置９４０は、主制御装置９２０からの進入許容状態移行コマンドの受信に基づいて打
出停止指示情報表示を開始させ、その受信から所定の時間ＴＪの経過後に打出停止指示情
報表示を終了させると共に、主制御装置９２０からの進入禁止状態移行コマンドの受信に
基づいて打出開始指示情報表示を開始させ、その受信から所定の時間ＴＩの経過後に打出
停止指示情報表示を終了させる。なお、最終回の進入許容状態後の進入禁止状態である期
間（時刻ｔｋ～時刻ｔｌ）においては、直後に実行される演出Ｘ１６によって今回の特別
遊技状態において再度に進入許容状態となることがないことを遊技者が認識できるために
、進入許容状態間の進入禁止状態の場合のような打出停止指示情報表示は行っていない。
【０２４４】
　上記の変化例の遊技機であれば、上記の遊技機１００の場合と実質的に同一の効果を奏
する。更に、第２態様の特別遊技状態及び第４態様の特別遊技状態において下大入賞装置
４３３が進入禁止状態である期間に遊技者が遊技球を打ち出すことを抑制できるために、
遊技球の損失が低減されると共に、大入賞異常の発生が抑制されて不正行為によって強制
的に発生させられた特別遊技状態の検知精度が向上する。また、更に、第２態様の特別遊
技状態及び第４態様の特別遊技状態において下大入賞装置４３３が進入許容状態となった
後に迅速に遊技者が遊技球を打ち出すことができるために、最大進入許容時間内に所定の
個数の遊技球が下大入賞装置４３３に入賞しないことによる獲得遊技球の損失が低減され
る。
【産業上の利用可能性】
【０２４５】
　本発明は、弾球遊技機等の遊技機に適している。
【符号の説明】
【０２４６】
１００：遊技機
４３１：始動入賞装置
４３２：始動入賞装置
４３３：下大入賞装置
４３４：上大入賞装置
４３６：始動装置
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４４３：下大入賞スイッチ
４５３：進入規制機構
４６３：下進入規制ソレノイド
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【図２５】 【図２６】
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【図２９】 【図３０】
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【図３１】 【図３２】

【図３３】 【図３４】
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【図３７】 【図３８】
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【図３９】 【図４０】

【図４１】 【図４２】
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